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8. 放射線分解により発生する水素による爆発への対処

(１) 放射線分解により発生する水素による爆発の特徴

その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系（以下

8.では「安全圧縮空気系」という。）等が機能喪失し，喪失した機能を

代替する措置が講じられない場合には，放射線分解により発生する水素

による爆発（以下8.では「水素爆発」という。）を想定する機器内の水

素濃度は時間の経過に伴い上昇する。何らかの着火源により水素爆発が

生じた場合には，水素爆発に伴う圧力波は，主に機器に接続する塔槽類

廃ガス処理設備の配管へ伝播する。圧力波の伝播に伴う溶液の飛散及び

急激な加圧及び減圧による溶存気体の放出等に伴い発生する放射性エ

アロゾルは，圧力波の伝播後に遅れて機器外に放出される。燃焼反応が

終わると，圧力及び温度は低下し大気圧，常温程度まで戻ることから，

放射性物質を押し出す流れは次第に減衰する。 

水素爆発が発生した場合の爆発圧力は主に水素濃度に依存する。 

水素の可燃限界濃度は約４ｖｏｌ％（乾燥状態）であるが，当該濃度

の水素を燃焼させるために必要な着火エネルギは約10,000ｍＪのオー

ダであり，水素－空気の化学量論比（水素濃度約30ｖｏｌ％（乾燥状態））

の最小着火エネルギ0.02ｍＪと比較して相当に大きな着火エネルギを

与えない限り着火することはない
（ １ ）

。さらに，水素濃度４ｖｏｌ％の空気

の燃焼温度は水素の発火温度である約580 ℃
（２）

と比較しても低いため，水

素濃度４ｖｏｌ％の空気においては着火後の火炎は伝播し難い。水素濃

度４ｖｏｌ％（乾燥状態）から８ｖｏｌ％（乾燥状態）の空気に着火し

た場合は，着火点から上方又は水平方向へ伝播する部分燃焼が支配的で

あり，水素の燃焼により発生する圧力は初期圧力の２倍以下であるため，

その影響は小さい
（ ３ ）

。一方，水素濃度約８ｖｏｌ％の空気に着火した場合
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は，火炎が上方及び水平方向のみでなく，全方向に伝播する可能性があ

り，水素の燃焼により発生する圧力は初期圧力の２倍を超える可能性が

あることから，圧力上昇に伴う影響を考慮する必要がある。 

水素濃度が高くなった場合，水素の燃焼波は，配管のような狭い空間

において圧力波の反射による燃焼波の乱れ等により波面が加速し，爆ご

うに遷移する場合がある。爆ごうに遷移するか否かは，その燃焼環境に

依存するが，水素濃度が約12ｖｏｌ％（乾燥状態）より爆ごうに遷移す

る可能性があると考えられる。このため，爆ごうに遷移するような可能

性を排除することが重要である。 

水素爆発を防止するための対策は，爆ごうに至らせない水素濃度内，

即ち８ｖｏｌ％（乾燥状態）から12ｖｏｌ％（乾燥状態）の範囲におい

て対処できる必要がある。重大事故等の対処に必要な作業の時間余裕及

び爆発時の影響の観点から検討すると，水素濃度８ｖｏｌ％（乾燥状態）

では，当該濃度に至るまでの時間が短くなり，対処の時間余裕という観

点で厳しい想定となるが，再処理施設に設置される機器の空間容積が小

さい場合が多いため，機器内において発生する圧力は小さく，機器の健

全性は維持される。一方，水素濃度12ｖｏｌ％（乾燥状態）では，当該

濃度に至るまでの時間は８ｖｏｌ％（乾燥状態）の場合と比較して1.5

倍になり，対処が容易になる想定であるが，爆発時の構造物への影響を

考えると，12ｖｏｌ％（乾燥状態）における爆発のほうが圧力が高く厳

しく，一部の機器において簡易的且つ厳しい結果を与える静的な計算で

は，健全性を維持できない可能性がある。 

圧力上昇が大きくなるような水素爆発を発生させないという観点，機

器の健全性を維持する観点から，水素濃度８ｖｏｌ％を水素爆発を防止

するための対処の判断基準とすることが適切であると考える。 
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【補足説明資料 ８－１】 

重大事故等の事象選定結果に示すとおり，水素爆発を想定する機器は，

水素爆発に伴い，一般公衆へ著しい影響を及ぼす可能性のあるような内

蔵放射能量が多い機器（以下8.では「重大事故の水素爆発を想定する機

器」という。）と，爆発が発生しても容積の小ささ又は内蔵放射能量の

少なさにより機能喪失時の一般公衆への影響が平常時の被ばく影響と

比べて十分小さい機器（以下8.では「水素爆発を想定しても重大事故と

ならない機器」という。）に分類される。 

安全圧縮空気系の機能が喪失し，喪失した機能を代替する措置が講じ

られない場合，重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が８ｖ

ｏｌ％に達するまでの時間は，前処理建屋内の最短の機器において約73

時間，分離建屋の最短の機器において約2.9時間，精製建屋の最短の機

器において約1.4時間，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の最短の機

器において約7.1時間及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最短の機器に

おいて約84時間である。 

以上のとおり，再処理施設における水素爆発の特徴を踏まえると，重

大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が８ｖｏｌ％に至る前

に対策を講ずることが最も効果的であることから，再処理施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の第二十八条及び第三十六条に規定

される要求に対して，整備した重大事故等の対策を講ずる。 

【補足説明資料 ８－２】 
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(２) 水素爆発への対処の基本方針

水素爆発への対処として，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則の第二十八条及び第三十六条に規定される要求を満足する

水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置を整備する。 

水素爆発の発生の防止のための措置として，水素爆発の発生を未然に

防止するための対策を整備する。 

水素爆発の拡大の防止のための措置として，水素爆発が発生した場合

において水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するための

対策，水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な対策及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要

な対策を整備する。また，水素爆発が発生した場合において放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要な設備を整備する。 

水素掃気機能の喪失による水素爆発を想定する機器を第８－１表に，

各対策の概要図を第８－１図から第８－３図に示す。また，各対策の基

本方針の詳細を，下記ａ．及びｂ．に示す。また，内部事象を起因とし

た場合の対処概要をｃ．に示す。 
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ａ．水素爆発の発生の防止のための措置 

「8. (１) 放射線分解により発生する水素による爆発の特徴」に示すと

おり，機器内の水素濃度が８ｖｏｌ％（乾燥状態）以上になると，比較

的高い爆発圧力が発生するおそれがある。このため，第8－１表に示す

機器のうち水素掃気機能の喪失により重大事故の水素爆発を想定する

機器内の水素濃度が，水素燃焼時においても機器へ影響を与えない８ｖ

ｏｌ％（以下8.では「未然防止濃度」という。）に到達するまでの時間

が短い建屋については，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットを常設重大

事故等対処設備として設置する。 

また，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気を供給する

弁類の故障を想定した場合に，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達

するまでの時間が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器に

ついては，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットと同一系統上の機器に近

い位置に設置する異なる圧縮空気ユニットから圧縮空気を供給するこ

とで，最も短い場合においても24時間の時間余裕を確保する。その上で，

重大事故の水素爆発を想定する機器が未然防止濃度に到達する前に，以

下の対策を実施する。 

安全圧縮空気系の空気圧縮機が動作不能となり，水素掃気機能が喪失

した場合には，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮

空気系の水素掃気用の空気貯槽（以下8.では「空気貯槽（水素掃気用）」

という。）から圧縮空気が自動的に供給され，水素爆発を想定する機器

の気相部を介して同伴する放射性物質がセルを介して地上放散する可

能性がある。このため，機器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの

時間が十分長い前処理建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋については，

安全圧縮空気系からの空気の供給を遮断し，大気中への放射性物質の放
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出量を低減する。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

は，未然防止濃度に到達するまでの時間余裕が短いため，圧縮空気の供

給を継続するが，ｂ．に示す放射性物質の放出低減の措置を講じる。 

放射性物質が同伴する空気からの被ばくは，呼吸保護具により十分低

減可能であり，作業に支障はない。また，放射性物質が建屋から地上放

散することを想定しても，一般公衆への影響は平常時程度である。 

その後，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の水素掃気用安

全圧縮空気系（以下8.では「水素掃気用安全圧縮空気系」という。）又

はその他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備のかくはん用安全圧縮

空気系（以下8.では「かくはん用安全圧縮空気系」という。）へ可搬型

空気圧縮機から圧縮空気を供給し，第８－１表に示す機器内で発生する

水素を希釈する。ただし，水素掃気用安全圧縮空気系及びかくはん用安

全圧縮空気系が機器に接続する前に合流する場合にはこれらから独立

した系統（以下8.では「発生防止用圧縮空気供給系」という。）へ可搬

型空気圧縮機から圧縮空気を供給する。 

本対策は，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する前までに対策

の準備を完了させる。 

【補足説明資料８－３】 

【補足説明資料８－４】 
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ｂ．水素爆発の再発防止のための措置 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット及び予備圧縮空気ユニットから

の圧縮空気の供給機能の喪失により圧縮空気が供給できない場合，圧縮

空気貯槽又は圧縮空気ユニットと異なる系統に，速やかに接続できる圧

縮空気供給源を設置することで，最も短い場合においても24時間の時間

余裕を確保する。 

また，可搬型空気圧縮機の故障，圧縮空気の供給経路が構築できない

状態により水素爆発の発生の防止のための措置が機能せず，圧縮空気が

供給できない場合に，第８－１表に示す機器の水素爆発が続けて生じる

ことを防止するため，水素爆発の発生の防止のための措置に用いた機器

に接続する配管から独立した系統（以下8.では「拡大防止用圧縮空気供

給系」という。）へ可搬型空気圧縮機から圧縮空気を供給し，第８－１

表に示す重大事故の水素爆発を想定する機器内で発生する水素を希釈

する。拡大防止用圧縮空気供給系は２系統以上とする。 

また，水素爆発の再発防止のための措置は，水素爆発の発生の防止の

ための措置と並行して準備に着手し，第８－１表に示す機器のうち水素

掃気機能の喪失により重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃

度が未然防止濃度に到達する前に実施することから，水素爆発による作

業環境悪化の影響を受けずに実施できる。 

水素爆発を想定しても重大事故とならない機器の一部は重大事故等

対策が完了する際に可燃限界濃度を超過している可能性があるが，機器

を接地することにより着火源を排除する設計としているため爆発は想

定し難い。このため，水素爆発を想定しても重大事故とならない機器へ

の対策は重大事故の水素爆発を想定する機器への対策の後に実施する。 

上記の対策により圧縮空気が継続的に第８－１表に示す機器内に供
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給されることから機器内の溶液表面から圧縮空気中に放射性物質が移

行する。圧縮空気中の放射性物質は，水素掃気機能が喪失した機器に接

続する塔槽類廃ガス処理設備の配管に設置されている水封安全器から

セル等へ移行した後，地上放散する可能性がある。このため，高性能粒

子フィルタを設置した塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ットへ圧縮空気が流入するようにするため，当該設備の弁を開放すると

ともに，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断する（前処

理建屋の場合は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備も遮断する。セルに

気体を導出する場合は，以下同様である）。塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニットに設置する高性能粒子フィルタを介してセル

に導出された空気は，排風機の起動後は，放射性物質は高性能粒子フィ

ルタにより除去され，主排気筒から大気中に管理しながら放出する。

また，第８－１表に示す機器内で水素爆発が発生した場合には，各建

屋の塔槽類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断することにより，放射性

物質をセルに導出し，爆発に伴う圧力上昇を緩和しつつ，放射性エアロ

ゾルの沈着を図る。経路外放出を最小限に留めるため，排風機を運転し，

高性能粒子フィルタにより放射性エアロゾルを除去することで主排気

筒から大気中へ放出される放射性物質を低減し，主排気筒から大気中へ

管理しながら放出する。 

本対策は，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する前までに対策

の準備を完了させる。 
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ｃ．内部事象により発生する動的機器の多重故障が発生した場合 

設計上定める条件より厳しい条件における動的機器の多重故障とし

て水素掃気機能が喪失した場合には，安全冷却水系又は安全圧縮空気系

の動的機器の機能喪失であり，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転は

継続している。重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が未然

防止濃度に至るまでは水素爆発の発生が想定される建屋の塔槽類廃ガ

ス処理設備の排風機の運転を継続した上で，可搬型空気圧縮機を用いて

水素掃気機能を復旧する。 

また，可搬型空気圧縮機を用いた水素掃気機能の復旧に時間を要し，

重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が未然防止濃度に至

ることで塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの性能が劣化す

る状況に備え，セル導出に必要な経路を構築した上で，重大事故の水素

爆発を想定する機器内の水素濃度が未然防止濃度に至る前に塔槽類廃

ガス処理設備の配管の流路を遮断することにより，放射性物質をセルに

導出する。同時に，重大事故等対処施設の水素爆発に対処するための設

備の可搬型重大事故等対処設備の可搬型排風機を運転し，高性能粒子フ

ィルタにより放射性エアロゾルを可能な限り除去し，主排気筒から大気

中へ管理しながら放出する。 

このように，内部事象を起因とする場合は，放射性物質の放出経路が

他の起因の場合と異なるが，塔槽類廃ガス処理設備の排風機を運転して

いる間は，放射性物質の放出の観点では平常時と変わりなく，セルへ導

出した際にも同様の除染係数を有する可搬型フィルタを用いることか

ら，常に管理された状態で放出可能である。 

【補足説明資料８－５】 
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8.1 水素爆発の発生の防止のための措置 

8.1.1 水素爆発の発生の防止のための措置の具体的内容 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合には，空気貯槽（水素

掃気用）から圧縮空気が自動的に供給され，水素爆発を想定する機器の

気相部を介して同伴する放射性物質がセルを介して地上放散する可能

性がある。このため，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いては，空気貯槽（水素掃気用）からの空気を遮断する。その後，水素

掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系又は発生防止用圧縮

空気供給系に，可搬型空気圧縮機を接続し，水素掃気機能を回復させる。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

は，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する時間の短い機器がある

ことから，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が低

下した場合に，自動で圧縮空気を供給する圧縮空気貯槽を分離建屋及び

精製建屋に設置するとともに，圧縮空気ユニットをウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に設置する。

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットによる圧縮空気の供給がない場

合の時間余裕が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器は，圧

縮空気貯槽が有効に機能しなかった場合であっても，水素掃気用安全圧

縮空気系の圧力が減少した場合に圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニット

よりも機器に近い位置から水素掃気用安全圧縮空気系に予備圧縮空気

ユニットから自動で圧縮空気が供給される。

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットは，24時間後においても水素爆発

を想定する機器の水素濃度を８ｖｏｌ％未満に維持できる圧縮空気を

供給できるものとする。この間に，水素掃気用安全圧縮空気系，かくは

ん用安全圧縮空気系又は発生防止用圧縮空気供給系に，可搬型空気圧縮
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機を接続し，水素掃気機能を回復させる。 

【補足説明資料８－６】 

【補足説明資料８－７】 

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給に伴い，水

素爆発を想定する機器の気相部を介して同伴する放射性物質がセル又

は部屋を介して地上放散する可能性がある。このため，圧縮空気を塔槽

類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットへ導き，放出量を低減す

るための操作を可能な限り速やかに実施する。 

前処理建屋の水素掃気用安全圧縮空気系に可搬型空気圧縮機を接続

し，第８－１表の水素爆発を想定する機器に一括で圧縮空気を供給（以

下8.1では「一括供給」という。）することにより，水素掃気機能を回

復させる場合もある。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，精製建屋を例として，対策

の系統概要図を第8.1.1－1図に，アクセスルート図を第8.1.1－２図か

ら第8.1.1－５図に，ホース敷設ルート図を第8.1.1－６図から第8.1－

11図に，溢水ハザードマップを第7.1.1－25図から第7.1.1－33図に，化

学薬品ハザードマップを第7.1.1－34図から第7.1.1－42図に，火災ハザ

ードマップを第7.1.1－43図から第7.1.1－60図に，対策の手順の概要を

第8.1.1－12図に，また，各建屋の対策における手順及び設備の関係を

第8.1.1－１表に，必要な要員及び作業項目を第8.1.1－13図に示す。 

ａ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給の実施判断 

安全圧縮空気系の空気圧縮機が多重故障し，安全圧縮空気系の水素掃

気機能が喪失した場合，空気圧縮機を冷却する安全冷却水系の冷却塔，

外部ループの冷却水循環ポンプ若しくは内部ループの冷却水を循環す
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るためのポンプが多重故障し，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合，又は，外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運転

できない場合，又は，第２非常用ディーゼル発電機を運転できたにもか

かわらず安全圧縮空気系の空気圧縮機の運転を継続できない場合は，重

大事故等対策として以下のｄ．に移行する。 

ｂ．圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が低下した場合

は，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから第８－１表に示す機器のう

ち分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器へ

自動で圧縮空気が供給される。 

本対策において確認が必要な監視項目は圧縮空気貯槽及び圧縮空気

ユニットの圧力である。

ｃ．予備圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，さらに圧縮空気貯槽からの圧

縮空気の供給機能に期待せず，系統内の圧力が低下した場合は，予備圧

縮空気ユニットから第８－１表に示す機器のうち分離建屋，精製建屋及

びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される圧縮空気の供給がな

い場合の時間余裕が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器

へ自動で圧縮空気が供給される。 

本対策において確認が必要な監視項目は予備圧縮空気ユニットの圧

力である。 

ｄ．水素掃気用安全圧縮空気系，又はかくはん用安全圧縮空気系及び発生

防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給 
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水素掃気用安全圧縮空気系，又はかくはん用安全圧縮空気系及び発生

防止用圧縮空気供給系に，建屋外の可搬型空気圧縮機を，圧縮空気供給

用のホース及び圧縮空気供給用の配管により接続し，第８－１表に示す

機器へ圧縮空気を供給する。圧縮空気を供給するための接続口をそれぞ

れ互いに異なる複数の場所に設置することにより，信頼性の向上を図る。 

本対策の圧縮空気の供給は，可搬型排風機を起動した後に実施する。 

本対策において確認が必要な監視項目は，第８－１表に示す機器に供

給される圧縮空気の流量，圧縮空気供給圧力及び塔槽類廃ガス処理系か

らセルに導出するユニットにおける廃ガスの流量である。 

設計基準を超える条件より厳しい条件としての外部事象の「火山」を

条件として水素掃気機能が喪失することが考えられる場合には，降灰に

より可搬型空気圧縮機が機能喪失することを防止するため，あらかじめ

可搬型空気圧縮機は各建屋内に配置する。 

ｅ．水素掃気用安全圧縮空気系及び発生防止用圧縮空気供給系からの圧縮

空気の供給による水素掃気機能維持の判断 

第8－１表に示す機器に供給する圧縮空気の流量を，水素掃気用安全

圧縮空気系，発生防止用圧縮空気供給系又は可搬型建屋内ホースに接続

する可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により確認し，水素掃気機能が維持

されていることを判断する。 

水素掃気機能が維持されていることを判断するために確認が必要な

監視項目は，第８－１表に示す機器に供給される圧縮空気の流量である。 

ｆ．可搬型水素濃度計の設置 

水素濃度の測定対象機器内の水素濃度を測定及び監視するため，可搬

型水素濃度計を測定対象機器に接続している水素掃気用安全圧縮空気

系に設置する。 
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水素濃度の測定対象機器は，水素爆発が発生した場合の主排気筒から

大気中への放射性物質の放出量が大きい貯槽を候補とし，水素掃気機能

の喪失直前の液位情報を基に選定する。また，機器内の水素濃度の測定

は，上記ｄ．の作業の後に実施する。 

【補足説明資料８－８】 
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8.1.2 水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価 

(１) 有効性評価の方法

水素爆発の発生の防止のための措置に係る有効性評価については，取

り扱う溶液の水素発生Ｇ値等を用いた簡便な計算に基づき算出される

未然防止濃度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発の発生の防止のた

めの措置の準備を完了させ，圧縮空気が供給できることを評価する。ま

た，圧縮空気を供給することで、機器気相部の水素濃度が未然防止濃度

に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達することを評

価する。これらは，解析コードを用いずに評価する。 

また，水素爆発の再発の防止のための措置の有効性評価では，対策実

施時に想定される環境条件下において，重大事故等対策に使用する設備

の健全性が維持されることを確認する。 

未然防止濃度に至るまでの時間算出の前提となる溶液量は，未然防止

濃度に至るまでの時間を安全側に評価するため，平常運転時の最大の公

称容量とし，水素発生量が多くなるように設定する。これに付随して機

器の空間容量も小さくなることから，未然防止濃度に至るまでの時間は

短くなるため厳しい条件である。また，硝酸濃度が低いほど，水素発生

Ｇ値は大きくなる傾向を示すため，水素発生Ｇ値の決定に用いる硝酸濃

度は遊離硝酸濃度とし，水素発生Ｇ値が高くなるように設定する。 

未然濃度に至るまでの時間の評価条件を第8.1.2－１表に示す。 

(２) 有効性評価の条件

水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価は，第８－１表に示

す機器のうち，平常運転時で溶液を保有する機器を対象に実施する。 

主要な評価条件を以下に示す。 
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 ａ．事故条件 

  ⅰ．起因事象 

有効性評価の前提となる設計上定める条件より厳しい条件は，安全

圧縮空気系に関連する動的機器の動的機能を広範囲に喪失させ，安全

圧縮空気系の水素掃気機能が喪失する「地震」を条件とし，安全圧縮

空気系を構成する動的機器が全て損傷することによって，安全圧縮空

気系の水素掃気機能が喪失することを想定する。 

  ⅱ．安全機能の喪失に対する仮定 

設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条

件とした場合の安全機能の喪失の想定は，基準地震動の1.2倍の地震動

を入力した場合においても必要な機能を損なわない設計とした設備以

外の設備は全て機能喪失するものとし，また，全ての動的機能の喪失

を前提として，外部電源も含めた全ての電源喪失も想定していること

から，更なる安全機能の喪失は想定しない。 

 ｂ．重大事故等への対処に関連する機器条件 

水素爆発の発生の防止のための措置に使用する機器を第 8.1.2－２表

に示す。また，主要な機器の機器条件を以下に示す。 

 (ａ) 可搬型空気圧縮機 

可搬型空気圧縮機は，大型及び小型を準備する。大型の可搬型空気圧

縮機は，前処理建屋，分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の水素

掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系，発生防止用圧縮空

気供給系又は拡大防止用圧縮空気供給系への圧縮空気の供給に使用す

る。１台を２建屋に割り当てることとし，水素爆発を未然に防止するた

めの圧縮空気の供給に２台を使用する。１台で前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス
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固化建屋に一括で圧縮空気を供給する場合もある。 

小型の可搬型空気圧縮機は，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋の水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系及び

発生防止用圧縮空気供給系，又は，拡大防止用圧縮空気供給系への圧縮

空気の供給に１台を使用する。 

可搬型空気圧縮機は，各建屋に対し必要な圧縮空気を供給できる設計

としていることから，以下に示す水素掃気に必要な圧縮空気を供給でき

るものとして水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給の有効

性を評価する。 

前処理建屋 1.9ｍ３／ｈ 

分離建屋 5.9ｍ３／ｈ 

精製建屋 2.5ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 0.61ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 52ｍ３／ｈ 

【補足説明資料８－９】 

(ｂ) 圧縮空気貯槽 

圧縮空気貯槽は，分離建屋及び精製建屋に設置する。安全圧縮空気系

が機能喪失した後，水素掃気用安全圧縮空気系を経由して分離建屋及び

精製建屋の水素爆発を想定する機器へ圧縮空気を自動で供給する。機器

を未然防止濃度未満に維持するために必要な圧縮空気を24時間以上供

給できる設計としていることから，圧縮空気貯槽により分離建屋及び精

製建屋の水素爆発を想定する機器の水素濃度が24時間は未然防止濃度

未満であるとして，水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給の
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有効性を評価する。 

(ｃ) 圧縮空気ユニット 

圧縮空気ユニットは，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した後，

水素掃気用安全圧縮空気系を経由してウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の水素爆発を想定する機器へ圧縮空気を自動で供給する。機器を未然

防止濃度未満に維持するために必要な圧縮空気を24時間以上供給でき

る設計としていることから，圧縮空気ユニットによりウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の水素爆発を想定する機器の水素濃度が24時間は未

然防止濃度未満であるとして，水素爆発を未然に防止するための圧縮空

気の供給の有効性を評価する。 

(ｄ) 予備圧縮空気ユニット 

予備圧縮空気ユニットは，安全圧縮空気系，圧縮空気貯槽及び圧縮空

気ユニットが機能喪失した後，水素掃気用安全圧縮空気系を経由して分

離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットによる圧縮空気の供給がない場合

の時間余裕が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器へ圧縮

空気を自動で供給する。機器を未然防止濃度未満に維持するために必要

な圧縮空気を24時間以上供給できる設計としていることから，圧縮空気

ユニットにより分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋の水素爆発を想定する機器の水素濃度が24時間は未然防止濃度未

満であるとして，水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給の有

効性を評価する。 
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ｃ．重大事故等への対処に関連する操作条件 

水素爆発の発生の防止の措置である水素掃気用安全圧縮空気系又は

かくはん用安全圧縮空気系及び発生防止用圧縮空気供給系への圧縮空

気の供給は，未然防止濃度に至るまでの時間が最も短い精製建屋におい

ても約７時間 15 分までに作業を完了できるものとする。重大事故の水

素爆発を想定する機器が未然防止濃度に到達する前に開始又は作業を

完了できるものとする。水素爆発を未然に防止するための空気の供給の

準備作業及び実施時に想定される作業環境を考慮した圧縮空気の供給

に必要な作業と所要時間を，精製建屋を例として第 8.1.1－13 図に示す。

また，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から第８-１表に示す機器

内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間を第 8.1.2－３表に示す。 

【補足説明資料８－６】 

ｃ．評価シナリオ 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，機器内水素濃度が上昇し始

める。水素爆発の発生を未然に防止するため，第８－１表に示す機器に

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット及び可搬型空気圧縮機から圧縮空

気を供給する。 

ｄ．評価条件 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失する直前まで，安全圧縮空気系

から第８－１表に示す機器の水素掃気流量は水素掃気流量低の警報設

定値相当であったとし，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から第８

－１表に示す機器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間は，冷

却期間 15 年を基に算出した各機器の溶液の平常運転時の崩壊熱密度の
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最大値から算出する。 

第８－１表の高レベル濃縮廃液貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，高

レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽の溶液のＧ値については，東海

再処理工場の高レベル廃液から発生する水素の測定実績
（ ４ ） （ ５ ）

を踏まえ，当該

貯槽の硝酸濃度と同じ硝酸溶液のＧ値の 1/20 とする。 

(３) 有効性評価の判断基準

水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価の判断基準は以下

のとおりとする。 

ａ．水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備に要する時間

及び機器内の水素濃度 

第８－１表に示す機器が，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失して

から未然防止濃度に到達するまでに圧縮空気を供給できること。 

上記事項の確認にあたっては水素爆発を未然に防止するための圧縮

空気の供給の準備に要する時間及び水素掃気開始後の平衡水素濃度を

有効性評価の評価項目として設定し，機器内の水素濃度が未然防止濃度

に到達する前に，圧縮空気の供給の準備を完了でき実施できること，水

素爆発の発生の防止のための措置の準備に必要な要員が確保されてい

ること，可搬型空気圧縮機の運転に必要な燃料が確保されていることを

確認する。 

ｂ．機器内の水素濃度の推移 

第８－１表に示す機器のうち重大事故の水素爆発を想定する機器に

圧縮空気を供給することで，気相部の水素濃度が未然防止濃度に至らず

に低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達することで事態を収束

できること。 
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上記事項の確認にあたっては，対策により水素濃度が可燃限界濃度未満

になることを確認する。 

ｃ．重大事故等対策に使用する設備の健全性 

水素爆発の発生を防止するための措置を実施する環境下において，重

大事故等対策に使用する設備の健全性が維持されること。 

上記事項の確認にあたっては，水素爆発の発生を防止するための措置

の実施時に想定される温度，圧力，放射線及びその他の環境条件と機器

が有する耐力を比較し，健全性が損なわれないことを確認する。 

(４) 有効性評価の結果

ａ．水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給の準備に要する時間 

水素掃気機能が喪失した場合には，建屋内及び建屋外における圧縮

空気の供給に必要な作業の完了を確認した上で，可搬型空気圧縮機に

よる水素掃気用安全圧縮空気系，又はかくはん用安全圧縮空気系及び

発生防止用圧縮空気供給系への圧縮空気の供給を開始する。 

可搬型空気圧縮機を使用した水素掃気用安全圧縮空気系，又はかく

はん用安全圧縮空気系及び発生防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気

の供給は，水素掃気機能の喪失から 8 名にて約 7 時間 15 分後に完了す

るため，水素掃気機能の喪失から未然防止濃度に到達するまでの時間

である約 24 時間以内に実施可能である。 

ｂ．機器内の水素濃度の推移 

圧縮空気の供給開始時の機器内の水素濃度は，圧縮空気貯槽により

未然防止濃度未満となっており，また，圧縮空気の供給後は，水素濃

度は低下傾向を示し，最も時間余裕の短いプルトニウム濃縮液一時貯

槽において水素濃度が約 1.4％で平衡に至る。 

23



また，水素掃気用安全圧縮空気系又はかくはん用圧縮空気供給系か

らの圧縮空気の供給を実施した時点において機器内水素濃度が４ｖｏ

ｌ％を超える機器に対し，圧縮空気の供給を開始してから機器内の水

素濃度が可燃限界濃度未満になるまでの時間を評価した。機器内の初

期水素濃度を８ｖｏｌ％と厳しい値として設定した場合，機器内の水

素濃度が可燃限界濃度未満になるまでの時間が最も長い機器はプルト

ニウム溶液供給槽であり，圧縮空気の供給開始後，約 6.2 時間で可燃

限界濃度未満になる。 

以上の有効性評価結果を第 8.1.2－３表から第 8.1.2－６表に，対策

実施時のパラメータの変位を第 8.1.2－１図に示す。 

ただし，前処理建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋については，圧

縮空気の供給時点で機器内の水素濃度は可燃限界濃度を超えないこと

から，機器内の水素濃度が可燃限界濃度未満になるまでの時間は評価

していない。 

【補足説明資料８－10】 

ｃ．重大事故等対策に使用する設備の健全性 

水素爆発の発生を防止するための措置を実施する環境条件として，機

器内の水素濃度が上昇している状態を想定するが，圧縮空気貯槽，圧縮

空気ユニット及び予備圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給により

水素濃度は可燃限界濃度未満であるため，水素の燃焼が生じることはな

く，平常時と同等の環境である。このため，設備の健全性は維持される。 

【補足説明資料８-11】 

(５) 評価条件の不確かさの影響評価
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ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響 

水素掃気機能の喪失による水素爆発における実施組織要員の操作の

時間余裕である未然防止濃度に至るまでの時間に与える影響を以下の

とおり評価し，影響がないことを確認した。 

(ａ) 外部電源の考慮の観点 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した後の機器内の水素濃度が

未然防止濃度に至るまでの時間は，外部電源の有無によらず同じである。

設計上定める条件より厳しい条件の想定に係らず，実施組織要員の操作

の時間余裕に与える影響はない。 

(ｂ) 実際の水素発生量，空間容量及び空間における混合の観点 

機器が未然防止濃度に到達するまでの時間を算出するに当たって，機

器の水素発生量及び空間容量が必要となる。機器の水素発生量について

は平常運転時の最大の崩壊熱密度，平常運転時の最大の公称容量及び水

素発生量が多くなる溶液性状を基に算出し，空間容量については機器

が平常運転時の最大の溶液量を取り扱っているものとして設定してい

る。 

溶液の崩壊熱密度の平均値は，最大値に対して1.0倍から1.2倍程度の

安全余裕を有している。 

また、時間余裕の評価は、機器の空間容量の８ｖｏｌ％相当の水素が

発生するまでの時間としており、気相部における気体の混合を考慮した

ものではない。発生した水素が、機器の空間部で完全混合し、体積一定

における水素濃度推移を評価すると、機器の空間容量及び水素発生量に

依存するが、数％程度時間余裕が伸びる結果になる。 
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さらに，実際の運転時には，全ての機器が公称容量を保有しているわ

けではなく，公称容量よりも少ない容量を保有している状態が想定され

るが，この場合，溶液の崩壊熱は小さくなり，水素濃度が未然防止濃度

に至るまでの時間が延びることになる。 

以上より、全ての機器においてより長い時間となる可能性があるが、

実施組織要員の操作に対しては余裕が生じる方向であることから、実施

組織要員の操作の時間余裕に与える影響は無視できる。 

【補足説明資料８－12】 

(ｃ) 実施組織要員の操作の観点 

「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列操作有無」

及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響を

考慮し，対処の制限時間である機器内の水素濃度が未然防止濃度に至る

までの時間に対して，重大事故等対策の実施に必要な準備作業を２時間

前までに完了できるよう計画することで，これら要因による影響を低減

している。 

また，作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して整備してお

り，実際の重大事故等への対処では，より早く作業を完了することがで

きる。また，可搬型重大事故等対処設備の偶発的な単一故障を仮定した

場合であっても，予備の可搬型重大事故等対処設備を２時間以内に設置

することができることから，余裕として確保した２時間以内に重大事故

等対策を再開することができる。 

(ｄ) 作業環境の観点 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋について
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は，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットにより機器に圧縮空気が供給さ

れる。機器を経由後の放射性物質を含む空気が漏えいすることによる汚

染が考えられるが，防護具の装着により作業が可能であることから，作

業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を与えることはない。 

また，「火山」を想定した場合であっても，建屋外における重大事故

等対策に係る作業は，降灰予報を受けて作業に着手することから，降灰

の影響を受けることはない。降灰発生後は，対策の維持に必要な燃料の

運搬が継続して実施されるが，除灰作業を並行して実施することを前提

に作業計画を整備しており，重大事故等対策を維持することが可能であ

る。 

 

 ｂ．評価項目に与える影響 

水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給の準備に要する時

間に与える影響は，「ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響」

に記載したとおりである。 

機器内の水素濃度が可燃限界濃度未満になるまでの時間に与える影

響は，機器内の初期水素濃度を８ｖｏｌ％と厳しい値として設定した。

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットにより24時間は８ｖｏｌ％未満に

維持されること，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋において24時間以内に水素爆発の発生の防止のための措置を完

了できることから，機器内水素濃度は８ｖｏｌ％より低くなる。更に，

実際の水素発生量，空間容量及び空間における混合を考慮すると，更に

水素濃度は低下し，可燃限界濃度未満になるまでの時間は短くなる。 

機器内の水素濃度の平衡値は，液量が公称容量であり水素発生量が想

定される範囲のうち最大の条件で計算した値である。実際の液量を考慮
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すると，水素濃度の平衡値は小さくなる。 

ｃ．評価結果 

解析条件の不確かさの影響評価の範囲として，実施組織要員の操作の

時間余裕に与える影響及び評価項目に与える影響を確認した。 

解析条件の不確かさが実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響

及び水素爆発の発生の防止のための措置の評価項目に与える影響は，よ

り厳しい結果を与える条件で評価をしており，現実的な条件では未然防

止濃度に到達するまでの時間余裕が伸びることとなり，より余裕が確保

される方向へ変動することを確認した。また，重大事故等の対処に使用

する設備の偶発的な単一故障の想定及び作業環境の変化が実施組織要

員の操作の時間余裕及び評価項目に影響を与える可能性があるものの，

余裕を持って整備した作業計画の内数の変動に収まることを確認した。 

(６) 必要な要員及び資源の評価

水素掃気機能の喪失による水素爆発への対策に必要な要員及び資源

は，水素爆発の拡大の防止のための措置に必要な要員及び資源を合わせ

て 8.3 に示す。要員及び資源の有効性評価については，他の同時に又は

連鎖して発生する事象の影響を考慮する必要があるため，「13.重大事故

が同時に又は連鎖して発生した場合の対処」において示す。 

(７) 判断基準への適合性の検討

水素爆発の発生を未然に防止することを目的として，可搬型空気圧縮

機により圧縮空気を供給する手段を整備しており，この対策について，

設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条件と
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して有効性評価を行った。 

可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給は，機器内の水素濃度が未然

防止濃度に到達する前に圧縮空気の供給に係る準備作業を完了し，水素

掃気用安全圧縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系又は発生防止用圧縮

空気供給系経由で機器に圧縮空気を供給することで，機器内の水素濃度

を可燃限界濃度未満に維持し，水素爆発に至ることを防止している。 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与え

る影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

また，「地震」以外の設計上定める条件より厳しい条件のうち，「地

震」とは異なる特徴を有する「火山」を条件とした場合に有効性評価へ

与える影響を分析した。 

「火山」を条件とした場合には，建屋外における水素爆発の発生の防

止のための措置の準備に要する時間に与える影響及び水素爆発の発生

の防止のための措置の維持に与える影響を分析し，降灰予報を受けて建

屋外作業に着手すること及び除灰作業を織り込んだ作業計画を整備し

ていることで，水素爆発の発生の防止のための措置の有効性へ与える影

響が小さくされていることを確認した。 

以上のことから，水素爆発の発生の防止のための措置により水素爆発

の発生を未然に防止できる。 

   以上より，「(３) 有効性評価の判断基準」を満足する。 
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8.2 水素爆発の拡大の防止のための措置 

8.2.1 水素爆発の拡大の防止のための措置の具体的内容 

8.2.1.1 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット及び予備圧縮空気ユニットからの

圧縮空気の供給機能の喪失により圧縮空気が供給できない場合，圧縮空気

貯槽又は圧縮空気ユニットと異なる系統に，速やかに接続できる手動圧縮

空気ユニットを設置することで，最も短い場合においても 24 時間の時間

余裕を確保する。 

水素爆発の発生を防止するための圧縮空気の供給の実施にもかかわら

ず，可搬型空気圧縮機の故障，圧縮空気の供給経路が構築できない状態に

より水素掃気機能が回復しなかった場合には，続けて水素爆発が生じるお

それがないよう拡大防止用圧縮空気供給系に建屋外の可搬型空気圧縮機を

接続して水素掃気機能を回復させる。本対策は，手動圧縮空気ユニットが

機能している間に実施する。 

拡大防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給に期待できない場合

には，上記の拡大防止用圧縮空気供給系に相当する耐震性を有する機器付

配管を必要に応じて加工し，圧縮空気を供給する。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，精製建屋を例として，対策

の系統概要図を第8.2.1－１図に，アクセスルート図を第8.2.1－２図から

第8.2.1－６図に，ホース敷設ルート図を第8.2.1－７図から第8.2.1－12

図に示す。各建屋の対策における手順及び設備の関係を第8.2.1－１表に，

必要な要員及び作業項目を第8.2.1－24図に示す。溢水ハザードマップ，

化学薬品ハザードマップ，火災ハザードマップ及び対策の手順の概要は，

8.1.1に示したとおりである。 
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ａ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給の実施判断 

水素爆発の発生を防止するための圧縮空気の供給の実施にもかかわら

ず水素掃気機能が回復しなかった場合には，水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給として以下のｄ．へ移行する。 

ｂ．手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が低下した場合は，

第8－１表に示す機器のうち分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に設置される圧縮空気の供給がない場合の時間余裕が24時

間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器へ速やかに手動圧縮空気ユニ

ットを可搬型建屋内ホースにより接続し，圧縮空気を供給する。 

圧縮空気の供給に用いる系統は機器に内包する溶液中に浸っている系

統を選択する。圧縮空気の供給を開始する前に当該系統への圧縮空気供給

圧力の変動を確認し，系統が健全であること及び圧縮空気の供給が行われ

ていることを確認する。 

本対策において確認が必要な監視項目は手動圧縮空気ユニットを接続

する系統の圧力変化である。 

ｃ．拡大防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給 

拡大防止用圧縮空気供給系に可搬型空気圧縮機を，可搬型個別供給用

建屋内ホース及び可搬型個別供給用建屋外ホースにより接続し，第８－１

表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する機器へ圧縮空気を供給する。

また，作業部屋内の圧縮空気を供給するための接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設置することにより，信頼性の向上を図る。 
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本対策において確認が必要な監視項目は，第８－１表に示す機器の重

大事故の水素爆発を想定する機器に供給される圧縮空気の流量及びセル導

出系統の廃ガス流量である。 

ｄ．拡大防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給による水素掃気機能維 

持の判断 

第８－１表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する機器に供給され

る圧縮空気の流量により機器内の水素を可燃限界濃度未満に希釈できる流

量に維持されていることを確認し，水素掃気機能が維持されていることを

判断する。 

水素掃気機能が維持されていることを判断するために確認が必要な監

視項目は，第８－１表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する機器に

供給される圧縮空気の流量である。 

ｅ．可搬型水素濃度計の設置 

水素濃度の測定対象機器内の水素濃度を測定及び監視するため，可搬

型水素濃度計を測定対象機器の計測制御系統施設の計測制御設備に設置す

る。 

水素濃度の測定対象機器は，「8.1.1 水素爆発に対する具体的対策」

に対する具体的対策」のｆ．と同様である。 

機器内の水素濃度の測定は，上記ｃ．の作業の後に実施する。 

8.2.1.2 放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる

放射性エアロゾルの除去に関する対処 

圧縮空気の供給又は水素爆発により気相中に移行した放射性物質を導

出先セルに導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽
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類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断し塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニットの隔離弁を開放する。 

上記の操作は可能な限り速やかに実施し，高性能粒子フィルタを設置

した塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由することで，

大気中への放射性物質の放出量を低減する。 

また，主排気筒から大気中への放射性物質の放出量を低減するため，

可搬型ダクトを用いて，可搬型フィルタを接続した上で，可搬型排風機を

運転し，セル内の圧力上昇を緩和し経路外放出を抑制しつつ，放射性エア

ロゾルを可搬型フィルタの高性能粒子フィルタで除去し，主排気筒から大

気中へ管理しながら放出する。 

水素掃気用の圧縮空気が継続して供給されることに伴い，機器の気相

部の放射性物質が圧縮空気により同伴され，水素爆発が発生した設備に接

続する換気系統の配管に設置されている水封安全器からセル等へ移行した

後，地上放散する可能性がある。このため，気相中に移行した放射性物質

の大気中への放出を可能な限り低減するため，放射線分解により発生する

水素による爆発を想定する機器内の水素濃度が未然防止濃度に至る時間が

長い前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への圧縮空気の供給を停

止し，放射性物質の移行を停止するとともに，塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニットの経路を構築する。

放射線分解により発生する水素による爆発を想定する機器内の水素濃

度が未然防止濃度に至る時間が短い分離建屋，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋では，圧縮空気の供給を継続しつつ，塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニットの経路を速やかに構築し，同経路に

設置される高性能粒子フィルタにより圧縮空気に同伴する放射性エアロゾ

ルを除去し，大気中への放射性物質の放出量を低減する。
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仮に，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障又は給

水施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水循環ポ

ンプの多重故障を起因として水素掃気機能が喪失した場合には，安全機能

を有する施設の水素掃気機能の喪失とは関連のない各建屋の塔槽類廃ガス

処理設備の排風機の運転を継続した上で，可搬型空気圧縮機を用いて水素

掃気機能を復旧する。また，可搬型空気圧縮機を用いた水素掃気機能の復

旧に時間を要し，重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が未然

防止濃度に至る状況に備え，異常な水準の放出防止対策に必要な経路を構

築した上で，重大事故の水素爆発を想定する機器内の水素濃度が未然防止

濃度に至る前に各建屋の塔槽類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断するこ

とにより，放射性物質をセルに導出する。同時に，可搬型排風機を運転し，

高性能粒子フィルタにより放射性エアロゾルを除去することで主排気筒か

ら大気中へ放出される放射性物質を低減し，主排気筒から大気中へ管理し

ながら放出することもできる。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，精製建屋を例として，対策

の系統概要図を第8.2.1－13図に，アクセスルートを第8.2.1－14図から第

8.2.1－20図に，ダクト敷設ルート図を第8.2.1－21図に，ケーブル敷設ル

ート図を第8.2.1－22図及び第8.2.1－23図に，各建屋の対策における手順

及び設備の関係を第8.2.1－２表に，必要な要員及び作業項目を第8.2.1－

24図に示す。溢水ハザードマップ，化学薬品ハザードマップ，火災ハザー

ドマップ及び対策の手順の概要は，8.1.1に示したとおりである。 

ａ．放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性

エアロゾルの除去のための準備着手判断

重大事故等の発生防止対策の実施判断と同様である。
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放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射

性エアロゾルの除去のための準備作業として以下のｂ．へ移行する。 

ｂ．放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性

エアロゾルの除去の準備

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，塔槽類廃ガス

処理設備の排風機が停止している場合には，水素掃気用の圧縮空気の供

給継続による大気中への放射性物質の放出を低減するため，機器へ圧縮

空気を供給する水素掃気用安全圧縮空気系の手動弁を閉止する。 

可搬型ダクトにより，建屋排気系，可搬型フィルタ及び可搬型排風機

を接続し，可搬型排風機，各建屋の対処用母線及び可搬型発電機を可搬

型電源ケーブルで接続する。また，建屋排気系のダンパを閉止する。 

第8.2.1－３表に示す導出先セルの圧力を監視するため，第8.2.1－３

表に示す導出先セルに可搬型導出先セル圧力計を設置する。 

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋においては，塔槽

類廃ガス処理設備内の圧力を監視するため，塔槽類廃ガス処理設備に可

搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計を設置する。 

ｃ．塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための経路構築作業の実施判断 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，沸騰に伴い

気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給継続によ

り移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための経

路構築作業の実施を判断し，以下のｅ．へ移行する。 

  塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運転状態を維持している場合には，

水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質の大気中へ

の放出量を低減するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転を継続

し，第８－１表に示す機器に供給する圧縮空気の流量の監視を継続する。
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圧縮空気の流量の監視の結果，第８－１表に示すいずれかの機器に供給

する圧縮空気の流量が，機器内の水素を可燃限界濃度未満に希釈できる

流量に満たない場合には，その機器が設置されている建屋について，水

素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質を塔槽類廃ガ

ス処理設備からセルに導くための経路構築作業の実施を判断し，以下の

ｅ．へ移行する。 

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，第８－１表に示す

機器に供給する圧縮空気の流量及び塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運

転状態である。 

ｄ．塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス処理設備からセ 

ルに導出するユニットの開放 

 塔槽類廃ガス処理設備から第8.2.1－３表に示す導出先セルに放射性物

質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃

ガス処理設備と第8.2.1－３表に示す導出先セルを接続している塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニットの手動弁及び塔槽類廃ガス処

理設備の手動弁を開放する。 

これにより，水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質が塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して第8.2.1－３表に示

す導出先セルに導出される。また，沸騰に伴い塔槽類廃ガス処理設備の

配管内の内圧が上昇した場合，発生した放射性物質は，塔槽類廃ガス処

理設備からセルに導出するユニットを経由して第8.2.1－３表及び第

8.2.1－４表に示す導出先セルに導出される。 

発生した放射性物質が，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユ

ニットを経由して第8.2.1－３表に示す導出先セルに導出されない場合は，

安全水封器を経由して第8.2.1－４表に示す安全水封器が設置されている
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導出先セルに導出される。 

ｅ．可搬型排風機の起動の判断 

可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風機の起動を判断する。 

ｆ．可搬型排風機の運転 

可搬型排風機を運転することで，大気中への経路外放出を抑制し，セ

ル内の圧力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタの高性能粒子フィルタに

より放射性エアロゾルを除去し，主排気筒から大気中へ管理しながら放

出する。また，可搬型フィルタ差圧計により，可搬型フィルタの差圧を

監視する。 

ｇ．大気中への放射性物質の放出の状態監視 

排気モニタリング設備により，主排気筒から大気中への放射性物質の

放出状況を監視する。排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，可

搬型排気モニタリング設備により，主排気筒から大気中への放射性物質

の放出状況を監視する。 
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8.2.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価 

(１) 有効性評価の方法

未然防止濃度に至るまでの時間の評価の考え方は，「8.1.2 水素爆

発の発生の防止のための措置の有効性評価」(１) 有効性評価の方法に

記載したとおりである。 

水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価は，機器内の水素

濃度が未然防止濃度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発が続けて

生じることを防止するために必要な機器への圧縮空気の供給の準備を

完了でき，圧縮空気を供給することで、機器気相部の水素濃度が未然

防止濃度に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達す

ることを評価する。 

放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放

射性エアロゾルの除去に関する有効性評価は，機器内の水素濃度が未

然防止濃度に至るまでの時間よりも前に，これらの対策の準備を完了

させ，これらの対策を実施できることを評価する。 

水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給が継続して実施さ

れている状況を想定し，圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する場合

の放射性物質の割合，放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾ

ルの除染係数及び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルの除染

係数を考慮して，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）

を評価する。 

また，水素爆発の拡大の防止のための措置の圧縮空気の供給は，機

器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する前に実施することから水素

爆発が発生することはないが，仮に，水素爆発が発生した状況を想定

し，水素爆発時の放射性物質の移行率，放出経路構造物への沈着によ
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る放射性エアロゾルの除染係数及び高性能粒子フィルタによる放射性

エアロゾルの除染係数を考慮して，主排気筒から大気中への放射性物

質の放出量（セシウム－137換算）を評価する。 

セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162
（ 1 2 ）

に

示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく

及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくにかかる実効

線量への換算係数
（ 1 2 ）

について，セシウム－137と着目核種との比から算出

する。ただし，プルトニウム等一部の核種は，化学形態による影響の

違いを補正する係 数
（12）（13）

を乗じて算出する。 

これらは，解析コードを用いずに評価する。 

また，水素爆発の再発の防止のための措置の有効性評価では，対策

実施時に想定される環境条件下において，重大事故等対策に使用する

設備の健全性が維持されることを確認する。 

(２) 有効性評価の条件

水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価は，第８－１表に

示す機器を対象に実施する。 

主要な解析条件を以下に示す。 

ａ．事故条件 

(ａ) 起因事象 

有効性評価の前提となる起因事象は，安全圧縮空気系を構成する動

的機器を広範囲に喪失させ，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失す

る「地震」を条件とし，水素掃気系統を構成する動的機器が全て損傷

することによって，水素掃気系の水素掃気機能が喪失することを想定
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する。「多重故障」を条件とした場合は，放出経路が塔槽類廃ガス処

理設備となり異なるため，不確実さにおいて影響を考察する。 

(ｂ) 安全機能の喪失に対する仮定 

起因事象として外部事象の「地震」を条件とした場合の安全機能の

喪失の想定は，基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合においても

必要な機能を損なわない設計とした設備以外の設備は全て機能喪失す

るものとし，また，全ての動的機能の喪失を前提として，外部電源も

含めた全ての電源喪失も想定していることから，更なる安全機能の喪

失は想定しない。 

ｂ．重大事故等への対処に関連する機器条件 

水素爆発の拡大の防止のための措置に使用する機器を第8.1.2－２表

に示す。また，主要な機器の機器条件を以下に示す。 

(ａ) 可搬型空気圧縮機 

8.1.2(２)ｂ．と同様である。 

 (ｂ) 手動圧縮空気ユニット 

手動圧縮空気ユニットは，安全圧縮空気系が機能喪失した後，速や

かに手動圧縮空気ユニットを第8－１表に示す機器のうち分離建屋，

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される圧縮空

気貯槽及び圧縮空気ユニットによる圧縮空気の供給がない場合の時間

余裕が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器へ接続するこ

とにより，圧縮空気を供給する。機器を未然防止濃度未満に維持する

ために必要な圧縮空気を24時間以上供給できる設計としていることか

ら，手動圧縮空気ユニットを接続することにより分離建屋，精製建屋

及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を想定する機器の
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水素濃度が24時間は未然防止濃度未満であるとして，水素爆発を未然

に防止するための圧縮空気の供給の有効性を評価する。 

(ｃ) 塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁 

塔槽類廃ガス処理設備に設置されている隔離弁を閉止することによ

り，塔槽類廃ガス処理設備の配管の流路が遮断される。 

(ｄ) 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを開放すること

により，塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質が塔槽類廃ガス処理設備

から凝縮器及び高性能粒子フィルタを経由して放射性物質の導出先セ

ルに導出される。 

(ｅ) 塔槽類廃ガス処理設備の水封安全器 

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃

ガス ポットの水封高さは約275ｍｍであり，塔槽類廃ガス処理設備塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の内圧が上昇すると，塔槽類廃

ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス ポッ

トからプルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セルに放射性物質が導出さ

れる。 

(ｆ) 可搬型フィルタ 

可搬型フィルタの高性能粒子フィルタは，１段当たり10３以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）の除染係数を有し，２段で構成する。 

 (ｇ) 可搬型発電機 

可搬型発電機は，１台当たり約80ｋＶＡの容量を有し，前処理建屋

の可搬型排風機の運転に対して１台，分離建屋の可搬型排風機の運転

に対して１台，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型排風機の運転に対して１台，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
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型排風機の運転に対して１台を使用し，可搬型排風機を起動し，運転

するのに必要な電力を供給できる設計としていることから，以下に示

す必要な電力を供給できるものとして各対策の有効性を評価する。 

前処理建屋の可搬型排風機  約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

分離建屋の可搬型排風機   約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

精製建屋の可搬型排風機   約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機

  約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型排風機  

  約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

【補足説明資料８－12】 

(ｈ)  塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの高性能粒子フ

ィルタ 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの高性能粒子フ

ィルタは，水素掃気用の圧縮空気に同伴される放射性物質に対して１

段当たり10３以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）の除染係数を有し，１段で構

成する。 

ｃ．重大事故等への対処に関連する操作条件 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給は，重大事故の水素爆

発を想定する機器が，予備圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給を

考慮しない状態で未然防止濃度に到達する前に作業を開始できるもの

とする。水素爆発の再発を防止するための空気の供給の準備作業及び

実施時に想定される作業環境を考慮した圧縮空気の供給に必要な作業
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と所要時間を，未然防止濃度に到達するまでの時間が最も短い機器を

設置する精製建屋を例として第8.1.1－13図に示す。また，安全圧縮

空気系の水素掃気機能の喪失から第８-１表に示す機器内の水素濃度

が未然防止濃度に至るまでの時間を第8.1.2－６表に示す。 

空気貯槽（水素掃気用）から前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋への圧縮空気の供給停止の操作は，安全圧縮空気系の機能喪失

から 45 分後に完了するものとする。 

手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給は，重大事故の水素爆

発を想定する機器のうち，最も時間余裕の短い精製建屋のプルトニウ

ム濃縮液一時貯槽が予備圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給を考

慮しない状態で未然防止濃度に到達する時間である 1.4 時間の前に作

業を開始し，完了できるものとする。 

水素掃気に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るための塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の閉止操作は，各建屋の操作

完了時間を包含可能な時間として，安全圧縮空気系の機能喪失から 3

時間 10 分後に完了するものとする。 

水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質を導出先セルに導出す

るための可搬型ダクトによる可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続

並びに可搬型排風機及び可搬型発電機の接続は，重大事故の水素爆発

を想定する機器が未然防止濃度に到達する 24 時間の前までに開始し，

未然防止濃度に至るまでの時間が最も短い精製建屋においても５時間

40 分までに作業を完了できるものとする。 

これらの対策の準備及び実施時に想定される作業環境を考慮した必

要な作業と所要時間を，精製建屋を例として第 8.2.1－24 図に示す。

また，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から第８－１表に示す機

43



器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間を第 8.1.2－６表に

示す。 

ｄ．評価シナリオ 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失に伴い，安全圧縮空気系の空

気貯槽（水素掃気用）から圧縮空気が自動的に供給される。圧縮空気

の供給によって機器内の液面から気相中に移行した放射性物質は各建

屋の塔槽類廃ガス処理設備からセル又は部屋に放出される。このため，

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋においては圧縮空気の供

給を停止するとともに，各建屋では放出経路を高性能粒子フィルタを

備える塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットに切り替え

ることで，放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタにより除去するこ

とにより，空気の放出に伴う大気中への放射性物質の放出量を最低限

に留める。 

また，水素爆発の発生を未然に防止するため，第８－１表に示す機

器のうち，未然防止濃度に至るまでの時間余裕が 24 時間未満の重大

事故の水素爆発を想定する機器へ手動圧縮空気ユニットから圧縮空気

を供給し，圧縮空気の供給のための時間を確保した上で，可搬型空気

圧縮機から圧縮空気を供給する。 

可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給に成功することで，水素爆

発が発生するおそれがない状態となるものの，圧縮空気の供給によっ

て機器内の液面から気相中に移行した放射性物質は各建屋の塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由してセルに導出され

る。可搬型排風機の稼働までの間は，導出先セルから地上放散する。

その後，気相中の放射性物質は，可搬型排風機及び可搬型フィルタに
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よる放射性物質量の低減の後，主排気筒から大気中へ管理しながら放

出される。 

上記のとおり，水素爆発の拡大の防止のための措置により水素爆発

に至ることはないが，異常な水準の放出を防止するために必要な措置

の有効性を評価するため，仮に，第８－１表に示す機器で水素爆発が

発生した場合の影響を評価する。 

水素爆発によって気相中に移行した放射性物質は各建屋の塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由してセルに導出され，

水素爆発に伴う圧力はセルの有する大容量の空間により緩和される。

このため，可搬型フィルタの除去効率は低下することはなく，セルに

導出された放射性エアロゾルを可搬型発電機，可搬型排風機，可搬型

ダクト及び可搬型フィルタを用いて除去することにより，主排気筒か

ら大気中への異常な水準の放出を防止する。 

ｅ．評価条件 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失する直前まで，安全圧縮空気

系から第８－１表に示す機器の水素掃気流量は水素掃気流量低の警報

設定値相当であったとし，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失から

第８－１表に示す機器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間は，

冷却期間 15 年を基に算出した各機器の溶液の平常運転時の崩壊熱密度

の最大値から算出する。 

第８－１表の高レベル濃縮廃液貯槽，高レベル濃縮廃液一時貯槽，

高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽の溶液のＧ値については，

東海再処理工場の高レベル廃液から発生する水素の測定実績
（ ４ ）（ ５ ）

を踏まえ，

当該貯槽の硝酸濃度と同じ硝酸溶液のＧ値の 1/20 とする。 
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主排気筒から大気中への放射性物質の放出量の評価は，安全圧縮空

気系の水素掃気機能の喪失が発生し，空気貯槽（水素掃気用），圧縮空

気貯槽又は圧縮空気ユニット及び手動圧縮空気ユニット（以下 8.3 で

は「空気貯槽等」という）から供給される圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価，水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給

又は水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合

の主排気筒から大気中への放射性物質の放出量の評価及び水素爆発を

想定する場合の主排気筒から大気中への放射性物質の放出量の評価に

分けられる。 

有効性評価における主排気筒から大気中への放射性物質の放出量は，

重大事故等が発生する貯槽が保有する放射性物質量に対して，水素掃

気用の空気に同伴して気相に移行する割合，水素爆発に伴い気相に移

行する割合，大気中への放出経路における低減割合を乗じて算出する。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137への

換算係数を乗じて，大気中へ放出された放射性物質の放出量（セシウ

ム－137換算）を算出する。 

ⅰ．空気貯槽等から供給される圧縮空気に同伴する放射性物質は，セル

又は部屋で希釈された後，大部分が建屋内に滞留する。可搬型排風機

の運転後，可搬型フィルタを介して主排気筒から放出されることを想

定する。セル体積による希釈，セルの壁による除染効果を考慮した後

に地上放散する場合より安全側な結果となる。なお，放出経路をセル

へ導出するユニットに切り替えた後は，高性能粒子フィルタによる除

染を考慮可能であることから，本経路は放出量に支配的な経路とはな

らない。 
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ⅱ．水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の再

発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合には，供給した圧

縮空気をセルに導き，放射性エアロゾルを可搬型フィルタの高性能粒

子フィルタで除去し，主排気筒から大気中へ管理しながら放出するこ

とを想定する。 

ⅲ．異常な水準の放出を防止するための措置の有効性評価のため，水素

爆発を想定する場合には，第８－１表に示す機器のうち，未然防止濃

度に到達するまでの時間が１年以内の機器で１回の爆発が起こると想

定する。 

ⅳ．第８－１表に示す機器の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平

均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度4.5ｗｔ％，比

出力38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間15年を基に算出した平常運転時の最

大値とする。 

ⅴ．空気貯槽等から圧縮空気が供給される場合，水素爆発を未然に防止す

るための圧縮空気の供給又は水素爆発の再発を防止するための圧縮空

気の供給が成功した際に圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する場合

の放射性物質の割合は圧縮空気１ｍ３当たり10ｍｇとする。水素爆発を

想定した場合において水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質の

割合は0.010％とする。 

ⅵ．水素掃気機能の喪失後に，空気貯槽（水素掃気用），圧縮空気貯槽又

は圧縮空気ユニット，予備圧縮空気ユニット及び手動圧縮空気ユニッ

トから圧縮空気が供給される場合，圧縮空気はセル又は建屋に漏えい

するが，供給される圧縮空気の量は建屋の体積と比較して小さいため，

大部分が建屋内に滞留する。このため，可搬型排風機の運転後，可搬

型フィルタを介して主排気筒から放出されることを想定する。塔槽類
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廃ガス処理設備からセルへ導出するユニットに流路が切り替えられた

後は，高性能粒子フィルタ１段を経てセルに導出され，可搬型排風機

の運転後，可搬型フィルタを介して主排気筒から放出されることを想

定する。 

ⅶ．水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の再

発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合及び水素爆発を想

定した場合において塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の健全性が維持さ

れることから，気相中に移行した放射性物質は，セル内へ導出され，

可搬型フィルタ２段を経て主排気筒から大気中へ放出されるものとす

る。 

【補足説明資料８－14】 

ⅷ．放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は，10

とする。 

ⅸ．可搬型フィルタの高性能粒子フィルタは２段である。また，機器内

の水素濃度が８ｖｏｌ％の場合に水素爆発が起こったとしても，可搬

型フィルタの差圧上昇値は0.17から4.2ｋＰａであり，フィルタの健全

性が確認されている圧力（9.3ｋＰａ）と比較し下回ることから可搬型

フィルタの高性能粒子フィルタが有意な影響を受けない。放射性エア

ロゾルの除染係数は10５とする。

【補足説明資料８－15】 

【補足説明資料８－16】 

(３) 有効性評価の判断基準
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水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価の判断基準は以下の

とおりとする。 

 ａ．水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備に要する時間

及び機器内の水素濃度 

第８－１表に示す機器のうち重大事故の水素爆発を想定する機器が，

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失してから，未然防止濃度に到達する

までに，水素爆発の再発を防止するための空気を供給できること。 

上記事項の確認にあたっては，水素爆発の再発を防止するための空気

の供給の準備に要する時間及び水素掃気開始後の平衡水素濃度を有効性評

価の評価項目として設定し，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する

前に，圧縮空気の供給の準備を完了でき実施できること，水素爆発の再発

を防止するための措置の準備に必要な要員が確保されていることを確認す

る。 

 ｂ．機器内の水素濃度の推移 

第８－１表に示す機器のうち重大事故の水素爆発を想定する機器に圧

縮空気を供給することで，気相部の水素濃度が未然防止濃度に至らずに低

下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に達することで事態を収束できる

こと。 

上記事項の確認にあたっては，対策により水素濃度が可燃限界濃度未

満になることを確認する。 

 ｃ．放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射

性エアロゾルの除去 

放射性物質のセルへの導出及び高性能粒子フィルタによる放射性エア

ロゾルの除去に関する対策の準備に要する時間，事態の収束までに大気中

へ放出される放射性物質の放出量及び水素爆発時を有効性評価の評価項目
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として設定し，未然防止濃度到達前に放射性物質のセルへの導出，セル及

び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルの除去に関する対策の準備

を完了できること，これらの対策の準備に必要な要員が確保されているこ

と，事態の収束までに大気中へ放出される放射性物質の放出量がＣｓ－

137 換算で 100ＴＢｑを下回ることを確認する。 

ｄ．重大事故等対策に使用する設備の健全性 

水素爆発の再発を防止するための措置を実施する環境下において，

重大事故等対策に使用する設備の健全性が維持されること。 

上記事項の確認にあたっては，水素爆発の再発を防止するための措

置の実施時に想定される温度，圧力，放射線及びその他の環境条件と

機器が有する耐力を比較し，健全性が損なわれないことを確認する。 

(４) 有効性評価の結果

ａ．水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備に要する時間 

未然防止濃度に到達するまでの最も短い機器を設置する精製建屋に

おける水素爆発の再発を防止するための空気の供給は，水素掃気機能

の喪失から約４名にて約９時間 45 分後に完了するため，水素掃気機能

の喪失から未然防止濃度に到達するまでの時間である約 24 時間以内に

圧縮空気の供給の準備の完了が可能である。 

精製建屋の塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の閉止操作，可搬型ダク

トによる可搬型フィルタ及び可搬型排風機の接続並びに可搬型排風機

及び可搬型発電機の接続は，水素掃気機能の喪失から約 24 名にて約５

時間 40 分後に完了するため，水素掃気機能の喪失から未然防止濃度に

到達するまでの時間である約 24 時間以内に放出経路の構築の完了が可

能である。 
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 ｂ．機器内の水素濃度の推移 

圧縮空気の供給開始時の機器内の水素濃度は，予備圧縮空気ユニッ

ト又は手動圧縮空気ユニットにより未然防止濃度未満となっており，

また，圧縮空気の供給後は，水素濃度は低下傾向を示し，最も時間余

裕の短いプルトニウム濃縮液一時貯槽において水素濃度が約 1.4％で平

衡に至る。 

また，拡大防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給を実施した

後に，機器内の水素濃度が可燃限界濃度未満になる時間を評価した。

機器内の初期水素濃度を８ｖｏｌ％と厳しい値として設定した場合，

機器内の水素濃度が可燃限界濃度未満になるまでの時間が最も長い機

器はプルトニウム溶液供給槽であり，圧縮空気の供給開始後，約 6.2

時間で可燃限界濃度未満になる。 

以上の有効性評価結果を第 8.1.2－３表から第 8.1.2－６表に，対策

実施時のパラメータの変位を第 8.1.2－１図に示す。 

 ｃ．放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射

性エアロゾルの除去 

空気貯槽等から供給される圧縮空気に同伴する放射性物質の放出量

及び水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の

再発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合における大気中

への放射性物質の放出量及び大気中への放射性物質の放出量（セシウ

ム－137換算）は平常運転時程度である。水素爆発発生時の大気中への

放射性物質の放出量を第8.2.2－１表に示す。 

水素爆発の発生後から事態の収束までの大気中へ放射性物質の放出

量（セシウム－137換算）は，精製建屋において約３×10－４ＴＢｑとな

り，また，事態の収束までに主排気筒から大気中への放射性物質の吸
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入による敷地境界外の被ばく線量は，精製建屋において３×10－４ｍＳ

ｖである。精製建屋の主排気筒から大気中への放射性物質の放出量及

び大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の詳細を第

8.2.2－２表に示す。また，主排気筒から大気中に放射性物質が放出さ

れるまでの過程を第8.2.2－１図に示す。 

以上より，事態が収束するまでの主排気筒から大気中へ放出される

放射性物質の放出量（セシウム－137換算）が100ＴＢｑを下回ること

から，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失による圧縮空気の供給時

及び水素爆発時の放射性物質の異常な水準の放出を防止することがで

きる。 

また，放射性物質をセルへ導出する手段及び放射性物質を除去し，

セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルを除去する手段

は，水素掃気及び水素爆発に伴い気相部へ移行する放射性物質に対し

て各々十分な除染効率を確保し，また，放射性物質のセルへの導出に

係る準備作業及び可搬型フィルタ，可搬型排風機，可搬型ダクトを建

屋換気設備に接続し，主排気筒から大気中へ放射性物質を管理放出す

るための準備作業を実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼動さ

せることで事態が収束するまでの主排気筒から大気中への放射性物質

の放出量（セシウム－137換算）が100ＴＢｑを下回ることから，安全

圧縮空気系の水素掃気機能の喪失による大気中への放射性物質の異常

な水準の放出を防止することができる。 

以上の有効性評価結果を第8.1.2－３表から第8.1.2－６表に，対策

実施後の水素濃度の推移を第8.1.2－１図に示す。 

 ｄ．重大事故等対策に使用する設備の健全性 

水素爆発の再発を防止するための措置を実施する環境条件として，
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機器内の水素濃度が上昇している状態を想定するが，手動圧縮空気ユ

ニットからの圧縮空気の供給により水素濃度は未然防止濃度を超える

ことはない。万が一，未然防止濃度未満で水素の燃焼が発生したとし

ても，水素爆発の再発を防止するための措置に使用する常設重大事故

等対処設備及び塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの

部材はステンレス鋼であり，想定される温度，圧力の環境において損

傷することはなく，また，機器のバウンダリを超えて影響が波及する

ことはない。 

【補足説明資料８-11】 

(５) 評価条件の不確かさの影響評価

ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響 

「8.1.2.(５).ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響」と同

様である。 

ｂ．評価項目に与える影響 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給の準備に要する時間に

与える影響については，「8.1.2.(５).ｂ． 評価項目に与える影響」と

同様である。 

大気中への放射性物質の放出量に与える影響については，以下の

「(ａ) 放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ」に示

す通りである。 

(ａ) 放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ 

放射性物質の放出量評価に用いるパラメータは不確かさを有するた

め，大気中への放射性物質の放出量に影響を与える。不確かさを考慮
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した各パラメータの幅を以下に示す。 

ⅰ．貯槽が保有する放射性物質量 

再処理する使用済燃料の冷却期間を15年，機器が取り扱うことがで

きる最大液量を保有しているものとして算出する放射性物質量の最大

値を設定する。 

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，放射性

物質量の最大値は，１桁未満の下振れを有する。また，再処理する

使用済燃料の冷却年数によっては，減衰による放射性物質量のさら

なる低減効果を見込める可能性がある。 

ⅱ．多重故障を起因とした場合の放出経路の影響 

内部事象の多重故障を起因とする場合は，放射性物質の放出経路

が他の起因の場合と異なるが，塔槽類廃ガス処理設備の排風機を運

転している間は，放射性物質の放出の観点では平常時と変わりなく，

放出量評価に与える影響は極めて小さい。 

ⅲ．事故の影響を受ける割合 

（ⅰ） 空気貯槽等からの圧縮空気に放射性物質が同伴する場合又は水素爆

発の発生又は拡大の防止のための措置が成功した場合 

機器に供給する圧縮空気によるかくはん，掃気の条件に依存するパ

ラメータであり，かくはん，掃気により影響を受けるのは機器内の溶

液の一部分に限られることから，１桁未満の下振れをする。さらに，

機器の液深さが高く，掃気による影響範囲が小さい場合又はかくはん

に用いる配管が計装配管のような場合等の条件によっては１桁未満の

下振れを見込める可能性がある。 

（ⅱ） 水素爆発を想定した場合 
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水素爆発時の機器内の溶液の深さに依存するパラメータであり，爆

発の影響を受けるのは液面付近の溶液に限られることから，１桁未満

の下振れをする。さらに，溶液が深い場合には１桁未満の下振れを見

込める可能性がある。 

ⅳ．気相に移行する割合 

（ⅰ） 空気貯槽等からの圧縮空気に放射性物質が同伴する場合又は水素

爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給若しくは水素爆発の再

発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合 

圧縮空気の供給時のＡＲＦは，気体廃棄物の推定放出量の評価に

おける塔槽類からの廃ガスの移行量である 10ｍｇ／ｍ３を用いた。

10ｍｇ／ｍ３は 440ｍ３／ｈ～3000ｍ３／ｈの空気でかくはんした場合

や 160ｍ３／ｈ～200ｍ３／ｈの空気で液をエアリフトで移送した場合

のエアロゾル濃度に相当する。水素掃気のために 150ｍ３／ｈの空気

を気相部に圧縮空気を吹き込んだ場合，廃ガスへの溶液の移行量は

0.1ｍｇ／ｍ３から１ｍｇ／ｍ３で
（

ある
５ ２ ）

。水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給における再処理工場全体の必要圧縮空気流量は約 51

ｍ３／ｈであり，さらに，移行量は低下すると考えられる。したがっ

て，設定値に対して１桁程度の下振れをし，条件によっては更に１

桁程度の下振れを見込める可能性がある。 

（ⅱ） 水素爆発を想定した場合 

水素爆発時のＡＲＦは実験値に基づき，より厳しい結果を与えるよ

うに１×10－４と設定する。 

実験値によれば，機器の形状の影響を受けないＡＲＦの幅は

１×10－５から 6.0×10－４程度と考えられ，設定したＡＲＦとの比較に

より，１桁程度の下振れと１桁未満の上振れをする。 
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ただし，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６４１０
（ ２ ）

における実験では，圧力開放

条件を模擬しているものの水素爆発を模擬しているものではなく，Ａ

ＲＦの上限とした 6.0×10－４が取得された実験は，3.5ＭＰａの圧力を

穏やかに印加した後に破裂板を用いて急激に減圧したときの移行率で

ある。さらに，水素爆発の条件に近いと思われる条件である，印加圧

力を 0.35ＭＰａとしたときのＡＲＦは 4.0×10－５であることから，Ａ

ＲＦが 6.0×10－４まで増加する可能性は低い。 

さらに，機器の形状の影響を受ける実験値の最小値は１×10－８であ

り１×10－５に対し３桁小さいことから，条件によっては更に３桁程度

の下振れを見込める可能性がある。 

ⅴ．貯槽から主排気筒までの除染係数 

第８－１表に示す機器から導出先セルまでの経路上の塔槽類廃ガス

処理設備の配管は，数十ｍ以上の長さがあり，かつ，それが複雑に曲

がっている。さらに，経路は多数の機器で構成されるため放射性物質

を大気中へ押し出すエネルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による

除去が期待できる。実際，水素爆発時における放射性物質移行率の調

査において，塔槽類廃ガス処理設備の配管を模擬した配管の曲り部１

ヶ所だけで９割程度の沈着効果がある
（２７）

ことが報告されている。また，

放射性物質の導出先セルへの導出後においては，導出先セルに閉じ込

めることによる放射性エアロゾルの重力沈降による除去，導出先セル

から主排気筒までのダクトの曲り部における慣性沈着及び圧力損失に

伴う放射性物質を大気中へ押し出すエネルギの減衰により放射性物質

は除去される。 
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（ⅰ） 空気貯槽等からの圧縮空気に放射性物質が同伴する場合又は水素爆

発を未然に防止するための圧縮空気の供給若しくは水素爆発の再発を

防止するための圧縮空気の供給が成功した場合 

塔槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴による除去並びに導出先セル

及び導出先セルから主排気筒までのダクトの構造的な特徴による除去

により，除染係数の設定値は１桁程度の上振れをする。条件によって

は更に１桁程度の上振れを見込める可能性がある。 

なお，空気貯槽等からの圧縮空気に放射性物質が同伴する場合にお

いては，セルから部屋を介して地上放散する経路も想定されるが，本

経路から放射性物質が放出する場合は，セルの体積による希釈を考慮

できる。導出先セルから屋外への経路上では，建屋内における他の空

間での希釈効果，障害物への沈着効果が見込めることから，更なる下

振れを有することになるが，定量的な振れ幅を示すことは困難であり，

ここでは議論しない。 

（ⅱ） 水素爆発を想定した場合 

塔槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴による除去として曲りの数が

多いこと，デミスタのような構造物が経路上に存在することから１桁

程度，導出先セル及び導出先セルから主排気筒までのダクトの構造的

な特徴による除去として曲りの数が多いことから１桁程度の上振れを

する。水素爆発を想定する機器と，機器に接続する塔槽類廃ガス処理

設備の構造はそれぞれ異なることから，条件によっては，更に１桁程

度の上振れを見込める可能性がある。一方，粒子径分布によっては，

設定値に対して１桁程度の下振れをする可能性がある。 

 (ｂ) 事故時環境の不確かさ 

水素濃度の変動を考慮したとしても，水素発生量，空間容量，圧縮空
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気の供給量といったいずれのパラメータも，最も水素濃度が高くなる

条件で評価を行っている。このため，水素濃度が未然防止濃度を超え

ることはなく，万一，水素の燃焼を考慮したとしても設備が有する耐

力の余裕の範囲内に変動の幅に留まることから，事故時環境の不確か

さが設備の健全性に与える影響は無視できる。 

【補足説明資料８－17】 

【補足説明資料８－18】 

ｃ．評価結果 

評価条件の不確かさの影響評価の範囲として，実施組織要員の操作

の時間余裕に与える影響及び評価項目に与える影響を確認した。 

評価条件の不確かさが実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響

については，より厳しい結果を与える条件で評価をしており，より余

裕が確保される方向への変動することを確認した。また，重大事故等

の対処に使用する設備の偶発的な単一故障の想定及び作業環境の変化

が実施組織要員の操作の時間余裕及び評価項目に影響を与える可能性

があるものの，余裕を持って整備した作業計画の内数の変動に収まる

ことを確認した。 

また，大気中への放射性物質の放出量評価では，放出量算出におい

て考慮する各パラメータに上振れ又は下振れする可能性があるものの，

その幅は，各パラメータにおいて１桁程度であり，100ＴＢｑに対する

事態が収束するまでの主排気筒から大気中への放射性物質の放出量

（セシウム－137 換算）の寄与割合に与える影響が大きくないことを確

認した。 
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(６) 判断基準への適合性の検討

水素爆発の拡大を防止するための措置として，水素爆発の再発を防

止するための空気の供給，気相へ移行した放射性物質をセルへ導出す

る手段，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルを除去

する手段を整備しており，これらの対策について，設計上定める条件

より厳しい条件における外部事象の「地震」を条件として有効性評価

を行った。 

水素爆発の再発を防止するための空気の供給は，水素爆発を未然に

防止するための圧縮空気の供給と同様，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユ

ニット，予備圧縮空気ユニット及び手動圧縮空気ユニットからの圧縮

空気の供給により，実施組織要員の対処時間を確保し，２系統の拡大

防止用圧縮空気供給系からの圧縮空気の供給を行い，重大事故の水素

爆発を想定する機器内の水素濃度を可燃限界濃度未満にすることによ

り，水素爆発の事態の収束を図り，安定状態を維持できる。 

圧縮空気の供給が自動で行われることにより，水素掃気機能喪失後

に放射性物質を含む気体が一部地上放散する可能性があるが，その放

出量は平常時程度であることを確認した。しかし，可能な限り放出量

を低減するために，未然防止濃度に到達するまでの時間余裕が長い建

屋においては，可能な限り速やかに圧縮空気の供給を停止し，放射性

物質の移行を停止する措置を講じている。また，供給された圧縮空気

を，高性能粒子フィルタを備えた塔槽類廃ガス処理設備からセルへ導

出するユニットに導くため，可能な限り速やかに経路を構築し，圧縮

空気の放出経路を切り替えて放射性物質の放出量を低減することとし

ている。 
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放射性物質をセルへ導出する手段，セル及び高性能粒子フィルタに

よる放射性エアロゾルを除去する手段は，水素爆発に伴い気相部へ移

行する放射性物質に対して各々十分な除染効率を確保し，大気中への

放射性物質の放出量を可能な限り低減している。また，放射性物質の

セルへの導出に係る準備作業及び可搬型フィルタ，可搬型排風機，可

搬型ダクトを建屋換気設備に接続し，主排気筒から大気中へ放射性物

質を管理放出するための準備作業を機器内水素濃度が未然防止濃度に

到達する前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼動させるこ

とで主排気筒から大気中への放射性物質の放出量を低減できる。事態

が収束するまでの水素爆発による主排気筒から大気中への放射性物質

の放出量（セシウム－137換算）は，最も放出量の大きい高レベル廃

液ガラス固化建屋においても約２×10－３ＴＢｑである。 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与

える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は無視できる又

は小さいことを確認した。 

また，「地震」以外の設計上定める条件より厳しい条件のうち，

「地震」とは異なる特徴を有する「火山」を条件とした場合に有効性

評価へ与える影響を分析した。この結果，「地震」以外の条件におい

ても，水素爆発の拡大の防止のための措置が有効であることが確認し

た。 

以上のことから，水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給

が機能しなかったとしても水素爆発の再発を防止するための圧縮空気

の供給により水素爆発が発生するおそれがない状態を維持することが

できる。また，有効性評価で示す大気中への放射性物質の放出量は妥
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当であると考えられ，大気中への異常な水準の放出を防止することが

できる。 

以上より，「(３) 有効性評価の判断基準」を満足する。 
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8.3 水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置に必要な要員及び資源 

水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置に必要な要員及び資源を以下

に示す。 

また，要員及び資源の有効性評価については，他の同時に又は連鎖して発

生する事象の影響を考慮する必要があるため，「13.重大事故が同時に又は

連鎖して発生した場合の対処」において示す。 

(１) 必要な要員の評価

水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置に必要な要員は，設計

上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条件とし

て場合で合計80名である。 

「地震」とは異なる環境条件をもたらす可能性のある設計上定める

条件より厳しい条件における外部事象の「火山」を条件とした場合，

合計80名となる。 

また，設計上定める条件より厳しい条件における内部事象の「長時

間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機器の多重故障」を条件とし

た場合は，「地震」を条件とした場合に想定される環境条件より悪化

することが想定されず，対処内容にも違いがないことから，必要な要

員は合計80名以内である。 

以上より，水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置に必要な要

員は，最大でも80名となる。 

(２) 必要な資源の評価

水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置に必要な燃料及び電源

を以下に示す。 

  ⅰ．燃料 
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水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給に使用する可搬型

空気圧縮機は，７日間の対応を考慮すると，運転継続に以下の軽油が

必要である。 

容量約450ｍ３／ｈの可搬型空気圧縮機は，3台による７日間の対応

を考慮し，運転継続に約2.4ｋＬの軽油が必要である。 

容量約220ｍ３／ｈの可搬型空気圧縮機は，1台による７日間の対応

を考慮し，運転継続に約1.4ｋＬの軽油が必要である。 

全ての建屋の水素爆発の発生防止対策の７日間の対応を考慮した場

合，運転継続に必要な経由については，合計約９ｋＬの軽油が必要で

ある。 

また，水素爆発の拡大の防止のための措置に使用する可搬型発電機

は，７日間の対応を考慮すると，運転継続に以下の軽油が必要である。 

前処理建屋  約2.5ｋＬ 

分離建屋  約3.0ｋＬ 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝理建屋 約3.0ｋＬ 

高レベル廃液ガラス固化建屋  約2.9ｋＬ 

全建屋合計 約12ｋＬ 

以上より，全ての建屋の水素爆発の発生及び拡大の防止のための措

置を７日間継続して実施するのに必要な軽油は合計で約33ｋＬである。 

【補足説明資料８－19】 

ⅲ．電源 

前処理建屋における水素爆発の拡大の防止のための措置に必要な負

荷は，重大事故等対処施設の可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，必
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要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約32ｋＶＡで

ある。 

分離建屋における水素爆発の拡大の防止のための措置に必要な負荷

は，重大事故等対処施設の可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，必要

な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約32ｋＶＡである。 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発

の拡大の防止のための措置に必要な負荷は，精製建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の重大事故等対処施設の可搬型排風機の約11

ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮して

も約63ｋＶＡである。 

高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発の拡大の防止のため

の措置に必要な負荷は，重大事故等対処施設の可搬型排風機の約5.2

ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮して

も約32ｋＶＡである。 

【補足説明資料８－13】 
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第 8－１表 水素爆発を想定する機器 

 

建屋 施設名 設備名 機器名 

前 処 理 建

屋 

溶解施設 溶解設備 ハル洗浄槽 

中間ポット 

水バッファ槽 

清澄・計量設備 中継槽＊ 

不溶解残渣回収槽 

リサイクル槽 

計量前中間貯槽＊ 

計量・調整槽＊ 

計量補助槽＊ 

計量後中間貯槽＊ 

分離建屋 分離施設 分離設備 溶解液中間貯槽＊ 

溶解液供給槽＊ 

抽出塔 

第１洗浄塔 

第２洗浄塔 

ＴＢＰ洗浄塔 

抽出廃液受槽＊ 

抽出廃液中間貯槽＊ 

抽出廃液供給槽＊ 

分配設備 プルトニウム分配塔 

ウラン洗浄塔 

プルトニウム洗浄器 

プルトニウム溶液受槽＊ 

プルトニウム溶液中間貯槽＊ 
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（つづき） 

建屋 施設名 設備名 機器名 

分離建屋 分離施設 分離建屋一時 

貯留処理設備 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽＊ 

第３一時貯留処理槽＊ 

第４一時貯留処理槽＊ 

第５一時貯留処理槽 

第６一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第９一時貯留処理槽 

第 10 一時貯留処理槽 

精製建屋 精製施設 プルトニウム 

精製設備 

プルトニウム溶液供給槽＊ 

抽出塔 

核分裂生成物洗浄塔 

逆抽出塔 

ウラン洗浄塔 

補助油水分離槽 

ＴＢＰ洗浄器 

プルトニウム溶液受槽＊ 

油水分離槽＊ 

プルトニウム濃縮缶供給槽＊ 

プルトニウム濃縮缶＊ 

プルトニウム溶液一時貯槽＊ 

プルトニウム濃縮液受槽＊ 

プルトニウム濃縮液計量槽＊ 

プルトニウム濃縮液中間貯槽＊ 

プルトニウム濃縮液一時貯槽＊ 

リサイクル槽＊ 

希釈槽＊ 

精製建屋一時 

貯留処理設備 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽＊ 

第３一時貯留処理槽＊ 

第４一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽＊ 
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（つづき） 

建屋 施設名 設備名 機器名 

分離建屋 酸及び溶媒

の回収施設 

溶媒回収設備 

溶媒再生系 

分離・分配系 

第１洗浄器 

ウラン・プ

ル ト ニ ウ

ム 混 合 脱

硝建屋 

脱硝施設 ウラン・プルト 

ニウム混合脱硝 

設備 

硝酸プルトニウム貯槽＊ 

混合槽＊ 

一時貯槽＊ 

分離建屋 液体廃棄物 

の廃棄施設 

高レベル廃液 

処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

高レベル廃液供給槽＊ 

高レベル廃液濃縮缶＊ 

高 レ ベ ル

廃 液 ガ ラ

ス 固 化 建

屋 

高レベル廃液貯蔵設備 

高レベル濃縮廃液貯槽＊ 

不溶解残渣廃液貯槽＊ 

不溶解残渣廃液一時貯槽 

高レベル濃縮廃液一時貯槽＊ 

高レベル廃液共用貯槽＊ 

高 レ ベ ル

廃 液 ガ ラ

ス 固 化 建

屋 

固体廃棄物 

の廃棄施設 

高レベル廃液 

ガラス固化設備 

高レベル廃液混合槽＊ 

供給液槽＊ 

供給槽＊ 

注）＊印の機器は，重大事故の水素爆発を想定する機器である。 
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第 8.1.1－１表 水素爆発の発生の防止のための措置の手順と重大事故等対処施設 
 
 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ａ. 水素爆発を未然に

防止するための空

気の供給の実施判

断 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機が多重故障し，安全

圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，空気

圧縮機を冷却する安全冷却水系の冷却塔，外部ル

ープの冷却水循環ポンプ若しくは内部ループの

冷却水を循環するためのポンプが多重故障し，安

全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，又

は，外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発

電機を運転できない場合，又は，第２非常用ディ

ーゼル発電機を運転できたにもかかわらず安全

圧縮空気系の空気圧縮機の運転を継続できない

場合は，重大事故等対策として以下のｄ．に移行

する。 

－ － － 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ｂ. 圧縮空気貯槽又は

圧縮空気ユニット

からの圧縮空気の

供給 

 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋において安全圧縮空気系の水素掃気

機能が喪失し，系統内の圧力が低下した場合は，

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから第8－１

表に示す機器のうち分離建屋，精製建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器へ自動で圧

縮空気が供給される。  

 圧縮空気貯槽 

 圧縮空気ユニット 

 各建屋の水素爆発

対象機器 

 各建屋の水素掃気

用安全圧縮空気系 

－ － 

 本対策において確認が必要な監視項目は圧縮空

気貯槽及び圧縮空気ユニットの圧力である。 
－ － 

 可搬型圧縮空気貯

槽圧力計 

 可搬型圧縮空気ユ

ニット圧力計 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ｃ. 

 

予備圧縮空気ユ

ニットからの圧

縮空気の供給 

 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋において安全圧縮空気系の水素掃気

機能が喪失し，さらに圧縮空気貯槽からの圧縮空

気機能に期待せず，系統内の圧力が低下した場合

は，予備圧縮空気ユニットから第8－１表に示す

機器のうち分離建屋，精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に設置される圧縮空気の

供給がない場合の時間余裕が24時間未満の重

大事故の水素爆発を想定する機器へ自動で圧

縮空気が供給される。 

 予備圧縮空気ユニ

ット 

 各建屋の水素爆発

対象機器 

 各建屋の水素掃気

用安全圧縮空気系 

－ － 

 本対策において確認が必要な監視項目は予備圧

縮空気ユニットの圧力である。 
－ － 

 可搬型予備圧縮空

気ユニット圧力計 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ｄ. 

 

水素掃気用安全圧

縮空気系，又はか

くはん用安全圧縮

空気系及び発生防

止用圧縮空気供給

系からの圧縮空気

の供給 

・水素掃気用安全圧縮空気系，又はかくはん用安全

圧縮空気系及び発生防止用圧縮空気供給系に，建

屋外の可搬型空気圧縮機を，圧縮空気供給用のホ

ース及び圧縮空気供給用の配管により接続し，第

８－１表に示す機器へ圧縮空気を供給する。圧縮

空気を供給するための接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設置することにより，信頼性

の向上を図る。 

・本対策の圧縮空気の供給は，可搬型排風機を起動

した後に実施する。設計基準を超える条件より厳

しい条件としての外部事象の「火山」を条件とし

て水素掃気機能が喪失することが考えられる場

合には，降灰により可搬型空気圧縮機が機能喪失

することを防止するため，あらかじめ可搬型空気

圧縮機は各建屋内に配置する。 

 

 

 各建屋の水素掃気

用安全圧縮空気系 

 各建屋のかくはん

用安全圧縮空気系 

 各建屋の発生防止

用安全圧縮空気系 

 

 可搬型空気圧縮機 

 可搬型建屋外ホー

ス 

 可搬型建屋内ホー

ス 

 計測制御設備 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ｄ. 

 

水素掃気用安全圧

縮空気系，又はか

くはん用安全圧縮

空気系及び発生防

止用圧縮空気供給

系からの圧縮空気

の供給 

・本対策において確認が必要な監視項目は，第８－

１表に示す機器に供給される圧縮空気の流量，圧

縮空気供給圧力及び塔槽類廃ガス処理系からセ

ルに導出するユニットにおける廃ガスの流量で

ある。 

 

－ － 

 可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計 

 可搬型水素掃気系

統圧縮空気圧力計 

 可搬型セル導出ユ

ニット流量計 

ｅ. 

 

水素掃気用安全圧

縮空気系及び発生

防止用圧縮空気供

給系からの圧縮空

気の供給による水

素掃気機能維持の

判断 

・第8－１表に示す機器に供給する圧縮空気の流量

を，水素掃気用安全圧縮空気系，発生防止用圧縮空

気供給系又は可搬型建屋内ホースに接続する可搬

型貯槽掃気圧縮空気流量計により確認し，水素掃気

機能が維持されていることを判断する。 

・水素掃気機能が維持されていることを判断するた

めに確認が必要な監視項目は，第８－１表に示す機

器に供給される圧縮空気の流量である。 

 

 

 －  － 
・ 可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等対処

設備 
計装設備 

ｆ. 

 

可搬型水素濃度計

の設置 

・水素濃度の測定対象機器内の水素濃度を測定及び

監視するため，可搬型水素濃度計を測定対象機器

に接続している水素掃気用安全圧縮空気系に設

置する。 

 －  － 

 可搬型水素濃度計 

 計測制御設備 

 

・水素濃度の測定対象機器は，水素爆発が発生した

場合の主排気筒から大気中への放射性物質の放

出量が大きい貯槽を候補とし，水素掃気機能の喪

失直前の液位情報を基に選定する。また，機器内

の水素濃度の測定は，上記ｅ．の作業の後に実施

する。 

 －  －  － 
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素掃気配管・弁［流路］ ○ × ×
可搬型空気圧縮機 ○ ○ ×
可搬型一括供給用建屋外ホース［流路］ × × ×
可搬型一括供給用建屋内ホース［流路］ × × ×
可搬型個別供給用建屋外ホース［流路］ ○ ○ ×
可搬型個別供給用建屋内ホース［流路］ ○ ○ ×
機器圧縮空気供給配管・弁［流路］ ○ ○ ×
中継槽 ○ ○ ○
中継槽（水素掃気配管） ○ × ×
計量前中間貯槽 ○ ○ ○
計量前中間貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
計量後中間貯槽 ○ ○ ○
計量後中間貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
計量・調整槽 ○ ○ ○
計量・調整槽（水素掃気配管） ○ × ×
計量補助槽 ○ ○ ○
計量補助槽（水素掃気配管） ○ × ×
配管・弁［流路］ × × ○
隔離弁 × × ○
廃ガス洗浄塔シール ポット × × ○

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセル
に導出するユニット

× × ○

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からセル
に導出するユニット（フィルタ）

× × ○

可搬型ダクト［流路］ × × ○
ダクト・ダンパ［流路］ × × ○
主排気筒へ排出するユニット × × ○
可搬型フィルタ × × ○
可搬型ダクト［流路］ × × ○
可搬型排風機 × × ○
主排気筒 × × ○
軽油用タンク ローリ × × ○

代替安全圧縮空気系

清澄・計量設備

前処理建屋
代替塔槽類廃ガス処理設備

前処理建屋
水素爆発

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

前処理建屋
代替換気設備
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

水素掃気配管・弁［流路］ ○ × ×
可搬型空気圧縮機 ○ ○ ×
可搬型建屋外ホース［流路］ ○ ○ ×
可搬型建屋内ホース［流路］ ○ ○ ×
圧縮空気貯槽 ○ × ×
予備圧縮空気ユニット ○ × ×
手動圧縮空気ユニット × ○ ×
圧縮空気供給系［流路］ ○ ○ ×
機器圧縮空気供給配管・弁［流路］ ○ ○ ×
溶解液中間貯槽 ○ ○ ○
溶解液中間貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
溶解液供給槽 ○ ○ ○
溶解液供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
抽出廃液受槽 ○ ○ ○
抽出廃液受槽（水素掃気配管） ○ × ×
抽出廃液中間貯槽 ○ ○ ○
抽出廃液中間貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
抽出廃液供給槽 ○ ○ ○
抽出廃液供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム溶液受槽 ○ ○ ○
プルトニウム溶液受槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム溶液中間貯槽 ○ ○ ○
プルトニウム溶液中間貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
第２一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第２一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
第３一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第３一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
第４一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第４一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
高レベル廃液供給槽 ○ ○ ○
高レベル廃液供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
高レベル廃液濃縮缶 ○ ○ ○
高レベル廃液濃縮缶（水素掃気配管） ○ × ×

分離設備

分配設備

分離建屋一時貯留処理設備

高レベル廃液濃縮系

代替安全圧縮空気系

分離建屋
水素爆発
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

配管・弁［流路］ × × ○
隔離弁 × × ○
廃ガス リリーフ ポット × × ○
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに
導出するユニット

× × ○

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備からセルに
導出するユニット（フィルタ）

× × ○

ダクト・ダンパ［流路］ × × ○
可搬型フィルタ × × ○
可搬型ダクト［流路］ × × ○
可搬型排風機 × × ○
主排気筒 × × ○
軽油用タンク ローリ × × ○
水素掃気配管・弁［流路］ ○ × ×
可搬型空気圧縮機 ○ ○ ×
可搬型建屋外ホース［流路］ ○ ○ ×
可搬型建屋内ホース［流路］ ○ ○ ×
圧縮空気貯槽 ○ × ×
予備圧縮空気ユニット ○ × ×
手動圧縮空気ユニット × ○ ×
圧縮空気供給系［流路］ ○ ○ ×
機器圧縮空気供給配管・弁［流路］ ○ ○ ×
プルトニウム溶液供給槽 ○ ○ ○
プルトニウム溶液供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム溶液受槽 ○ ○ ○
プルトニウム溶液受槽（水素掃気配管） ○ × ×
油水分離槽 ○ ○ ○
油水分離槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ○ ○
プルトニウム溶液一時貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム濃縮缶 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム濃縮液受槽 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮液受槽（水素掃気配管） ○ × ×

分離建屋
水素爆発
（つづき）

精製建屋
水素爆発

プルトニウム精製設備

分離建屋
代替換気設備

代替安全圧縮空気系

分離建屋
代替塔槽類廃ガス処理設備
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮液一時貯槽
（水素掃気配管）

○ × ×

プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮液計量槽（水素掃気配管） ○ × ×
リサイクル槽 ○ ○ ○
リサイクル槽（水素掃気配管） ○ × ×
希釈槽 ○ ○ ○
希釈槽（水素掃気配管） ○ × ×
プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ○ ○
プルトニウム濃縮液中間貯槽
（水素掃気配管）

○ × ×

第２一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第２一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
第３一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第３一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
第７一時貯留処理槽 ○ ○ ○
第７一時貯留処理槽（水素掃気配管） ○ × ×
配管・弁［流路］ × × ○
隔離弁 × × ○

廃ガスポット × × ○

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）からセルに導
出するユニット

× × ○

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）からセルに導
出するユニット（フィルタ）

× × ○

ダクト・ダンパ［流路］ × × ○
可搬型フィルタ × × ○
可搬型ダクト［流路］ × × ○
可搬型排風機 × × ○
主排気筒 × × ○
軽油用タンク ローリ × × ○

精製建屋
水素爆発
（つづき）

プルトニウム精製設備

精製建屋一時貯留処理設備

精製建屋
代替塔槽類廃ガス処理設備

精製建屋
代替換気設備
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

水素掃気配管・弁［流路］ ○ × ×
可搬型空気圧縮機 ○ ○ ×
可搬型建屋外ホース［流路］ ○ ○ ×
可搬型建屋内ホース［流路］ ○ ○ ×
圧縮空気ユニット ○ × ×
予備圧縮空気ユニット ○ × ×
手動圧縮空気ユニット × ○ ×
圧縮空気供給系［流路］ ○ ○ ×
機器圧縮空気供給配管・弁［流路］ ○ ○ ×
硝酸プルトニウム貯槽 ○ ○ ○
硝酸プルトニウム貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
混合槽A ○ ○ ○
混合槽A（水素掃気配管） ○ × ×
混合槽B ○ ○ ○
混合槽B（水素掃気配管） ○ × ×
一時貯槽 ○ ○ ○
一時貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
配管・弁［流路］ × × ○
隔離弁 × × ○
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備からセルに導出するユニット

× × ○

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備からセルに導出するユニット
（フィルタ）

× × ○

ダクト・ダンパ［流路］ × × ○
可搬型フィルタ × × ○
可搬型ダクト［流路］ × × ○
可搬型排風機 × × ○
主排気筒 × × ○
軽油用タンク ローリ × × ○

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
水素爆発

代替安全圧縮空気系

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
溶液系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
代替塔槽類廃ガス処理設備

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
代替換気設備
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第8.1.2－２表　水素爆発への対処に使用する設備

水素爆発の発生の防
止のための措置

重大事故等対処設備

水素爆発の拡大の防止のための措置

水素爆発の再発を防
止するための空気の

供給
放出低減対策機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

水素爆発を未然に防
止するための空気の供

給

重大事故等対処設備

水素掃気配管・弁［流路］ ○ × ×
可搬型空気圧縮機 ○ ○ ×
可搬型建屋外ホース［流路］ ○ ○ ×
可搬型建屋内ホース［流路］ ○ ○ ×
圧縮空気供給系［流路］ ○ ○ ×
機器圧縮空気供給配管・弁［流路］ ○ ○ ×
高レベル廃液混合槽 ○ ○ ○
高レベル廃液混合槽（水素掃気配管） ○ × ×
供給液槽 ○ ○ ○
供給液槽（水素掃気配管） ○ × ×
供給槽 ○ ○ ○
供給槽（水素掃気配管） ○ × ×
高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○ ○
高レベル濃縮廃液貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○ ○
高レベル濃縮廃液一時貯槽
（水素掃気配管）

○ × ×

不溶解残渣廃液貯貯槽 ○ ○ ○
不溶解残渣廃液貯貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
不溶解残渣廃液一時貯槽貯貯槽 ○ ○ ○
不溶解残渣廃液一時貯槽貯貯槽
（水素掃気配管）

○ × ×

高レベル廃液共用貯槽 ○ ○ ○
高レベル廃液共用貯槽（水素掃気配管） ○ × ×
配管・弁［流路］ × × ○
隔離弁 × × ○
廃ガス シール ポット × × ○
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス
処理設備からセルに導出するユニット

× × ○

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス
処理設備からセルに導出するユニット（フィル
タ）

× × ○

ダクト・ダンパ［流路］ × × ○
可搬型フィルタ × × ○
可搬型ダクト［流路］ × × ○
可搬型排風機 × × ○
主排気筒 × × ○
軽油用タンク ローリ × × ○

高レベル廃液ガラス固化建屋
水素爆発

代替安全圧縮空気系

高レベル廃液ガラス固化設備

高レベル濃縮廃液貯蔵設備
高レベル濃縮廃液貯蔵系

高レベル濃縮廃液貯蔵設備
不溶解残渣廃液貯蔵系

高レベル濃縮廃液貯蔵設備
共用貯蔵系

高レベル廃液ガラス固化建屋
代替塔槽類廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラス固化建屋
代替換気設備
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第 8.1.2－３表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る時間 

 

機器 

グループ 
機器名 

時間 

余裕 

※１ 

水素爆発の発生の防止のための措置 水素爆発の拡大の防止のための措置 

水素爆発を未然

に防止するため

の空気の供給準

備完了時間※２ 

空気供給 

開始時間 

※２ 

空気供給開始か

ら未然防止濃度

に至るまでの時

間余裕 

水素爆発の再発を

防止するための空

気の供給準備完了

時間※２ 

空気供給 

開始時間 

※２ 

セル導出 

準備完了 

時間※２ 

可搬型排風機起

動準備完了時間

※２ 

可搬型排風機起

動開始時間※２ 

精製建屋 

水素爆発 

プルトニウム溶液供給槽 45 時間 

７時間 ７時間 15 分 

37 時間 45 分 

９時間 30 分 ９時間 45 分 ２時間 25分 ５時間 40 分 ６時間 40 分 

プルトニウム溶液受槽 45 時間 37 時間 45 分 

油水分離槽 45 時間 37 時間 45 分 

プルトニウム濃縮缶供給槽 24 時間 16 時間 45 分 

プルトニウム溶液一時貯槽 24 時間 16 時間 45 分 

プルトニウム濃縮缶 45 時間 37 時間 45 分 

プルトニウム濃縮液受槽 32 時間 24 時間 45 分 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 30 時間 22 時間 45 分 

プルトニウム濃縮液計量槽  32 時間 24 時間 45 分 

リサイクル槽  32 時間 24 時間 45 分 

希釈槽  56 時間 48 時間 45 分 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 32 時間 24 時間 45 分 

第２一時貯留処理槽 45 時間 37 時間 45 分 

第３一時貯留処理槽 33 時間 25 時間 45 分 

第７一時貯留処理槽 27 時間 19 時間 45 分 

※１ 水素掃気機能の喪失から機器内の水素濃度が未然防止濃度に達するまでの時間 

※２ 水素掃気機能の喪失から時間 
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第 8.1.2－４表 精製建屋における水素爆発の各対策に係る要員 

 

機器グループ 機器名 

水素爆発の発生の防止のための措置 水素爆発の拡大の防止のための措置 

水素爆発を未然に防止するための空気の供給に 

必要な要員数［人］ 

水素爆発の再発を防止するための

空気の供給に必要な要員数［人］ 

放出低減対策に 

必要な要員数［人］ 

精製建屋 

水素爆発 

 

プルトニウム溶液供給槽 

12 18 24 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 
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第 8.1.2－５表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る評価結果 

機器名 

水素発生量
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰の 
有無 

沸騰を考慮した 
水素発生量 
［ｍ３／ｈ］ 

可燃限界濃度未満に維持する
ために必要な水素掃気流量 
［ｍ３／ｈ］ 

沸騰を考慮した可燃限界濃度
未満に維持するために必要な
水素掃気流量［ｍ３／ｈ］ 

機器毎 建屋合計 機器毎 建屋合計 

プルトニウム溶液供給槽＊ 1.5E-03  1.5E-03 0.037  

1.5 

0.037  

2.5 

抽出塔 1.7E-03  1.7E-03 0.043  0.043  

核分裂生成物洗浄塔 1.4E-03  1.4E-03 0.034  0.034  

逆抽出塔 2.5E-03  2.5E-03 0.062  0.062  

ウラン洗浄塔 6.0E-04  6.0E-04 0.020  0.020  

補助油水分離槽 2.8E-04  2.8E-04 0.020  0.020  

ＴＢＰ洗浄器 1.9E-04  1.9E-04 0.020  0.020  

プルトニウム溶液受槽＊ 1.4E-03 有 2.8E-03 0.035  0.0670  

油水分離槽＊ 1.4E-03 有 2.8E-03 0.035  0.070  

プルトニウム濃縮缶供給槽＊ 4.7E-03 有 9.3E-03 0.12  0.23  

プルトニウム溶液一時貯槽＊ 4.7E-03 有 9.3E-03 0.12  0.24  

プルトニウム濃縮缶＊ 7.1E-04  7.1E-04 0.020  0.020  

プルトニウム濃縮液受槽＊ 3.4E-03 有 6.7E-03 0.084  0.17  

プルトニウム濃縮液一時貯槽＊ 5.2E-03 有 1.1E-02 0.13  0.26  

プルトニウム濃縮液計量槽＊ 3.4E-03 有 6.7E-03 0.084  0.17  

リサイクル槽＊ 3.4E-03 有 6.8E-03 0.085  0.17  

希釈槽＊ 3.8E-03 有 7.7E-03 0.096  0.19  

プルトニウム濃縮液中間貯槽＊ 3.4E-03 有 6.8E-03 0.085  0.17  

第１一時貯留処理槽 2.9E-03 有 5.7E-03 0.072  0.15  

第２一時貯留処理槽＊ 1.3E-03 有 2.5E-03 0.031  0.062  

第３一時貯留処理槽＊ 2.4E-03 有 4.7E-03 0.059  0.12  

第４一時貯留処理槽 1.7E-04  1.7E-04 0.020  0.020  

第７一時貯留処理槽＊ 6.4E-03  6.4E-03 0.16  0.16  

 
＊：重大事故の水素爆発を想定する機器 

 注）拡大防止における必要な水素掃気流量は本表と同じ。ただし，対象機器は，重大事故の水素爆発を想定する機器。 
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第 8.1.2－６表 精製建屋の未然防止対策の有効性評価に関する評価結果（時間余裕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     注）－ 圧縮空気供給開始時間において機器内水素濃度は４ｖｏｌ％未満のため，時間の評価をしていない 

※ 圧縮空気貯槽から機器内水素濃度を未然防止濃度（８ｖｏｌ％）に維持するために必要な圧縮空気流量が供給されるため，水素濃度は８ｖｏｌ％未満であ

る。よって，圧縮空気供給開始時間における水素濃度を８ｖｏｌ％とし，それが４ｖｏｌ％に低下するまでの時間を示した。 
 

 

 

 

機器名 
未然防止濃度
到達時間［ｈ］ 

水素掃気流量 
（沸騰を考慮した可燃限界
濃度未満に維持するために
必要な水素掃気流量×1.5） 

［ｍ３］ 

圧縮空気の供給後，機器内水素
濃度が４ｖｏｌ％に低下する

までの時間［ｈ］ 

プルトニウム溶液供給槽 45 0.055 6.2  ※ 

プルトニウム溶液受槽 45 0.11 0.77 ※ 

油水分離槽 45 0.11 0.96 ※ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 24 0.35 0.47 ※ 

プルトニウム溶液一時貯槽 24 0.34 0.50 ※ 

プルトニウム濃縮缶 45 0.030 － 

プルトニウム濃縮液受槽 32 0.26 0.47 ※ 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 30 0.39 0.24 ※ 

プルトニウム濃縮液計量槽  32 0.26 0.47 ※ 

リサイクル槽  32 0.26 0.47 ※ 

希釈槽  56 0.29 0.47 ※ 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 32 0.26 0.47 ※ 

第２一時貯留処理槽 45 0.093 1.2 ※ 

第３一時貯留処理槽 33 0.18 33 ※ 

第７一時貯留処理槽 27 0.24 － 
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第 8.2.1－１表 水素爆発の拡大の防止のための措置の手順と重大事故等対処施設 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ａ. 水素爆発の再

発を防止する

ための空気の

供給の実施判

断 

・水素爆発の発生を防止するための圧縮空気の供給の実施にもかか

わらず水素掃気機能が回復しなかった場合には，水素爆発の再発を

防止するための空気の供給として以下のｂ．へ移行する。 
－ 

 

－ 

 

－ 

 

ｂ.  手動圧縮空気

ユニットから

の圧縮空気の

供給 

・ 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋におい

て安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が低下し

た場合は，第 8－１表に示す機器のうち分離建屋，精製建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される圧縮空気の供給がな

い場合の時間余裕が 24 時間未満の重大事故の水素爆発を想定する

機器へ速やかに手動圧縮空気ユニットを可搬型建屋内ホースにより

接続し，圧縮空気を供給する。 

・ 圧縮空気の供給に用いる系統は機器に内包する溶液中に浸っている

系統を選択する。圧縮空気の供給を開始する前に当該系統への圧縮

空気供給圧力の変動を確認し，系統が健全であること及び圧縮空気

の供給が行われていることを確認する。 

・ 手動圧縮空気ユ

ニット 

・ 各建屋の水素爆

発対象機器 

 

・ 可搬型建屋内ホ

ース 

 

－ 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ｃ． 拡大防止用圧

縮空気供給系

からの圧縮空

気の供給 

・拡大防止用圧縮空気供給系に可搬型空気圧縮機を，可搬型個別供給

用建屋内ホース及び可搬型個別供給用建屋外ホースにより接続し，

第８－１表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する機器へ圧縮

空気を供給する。また，作業部屋内の圧縮空気を供給するための接

続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置することにより，信

頼性の向上を図る。 

・各建屋の拡大防

止用圧縮空気供

給系 

・可搬型空気圧縮

機 

・可搬型個別供給

用建屋内ホース 

・可搬型個別供給

用建屋外ホース 

－ 

・本対策において確認が必要な監視項目は，第８－１表に示す機器の

重大事故の水素爆発を想定する機器に供給される圧縮空気の流量及

びセル導出系統の廃ガス流量である。 
－ － 

・可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計 

・可搬型セル導出

ユニット流量計 

ｄ． 拡大防止用圧

縮空気供給系

からの圧縮空

気の供給によ

る水素掃気機

能維持の判断 

 

・第８－１表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する機器に供給さ

れる圧縮空気の流量により機器内の水素を可燃限界濃度未満に希釈で

きる流量に維持されていることを確認し，水素掃気機能が維持されて

いることを判断する。 

・各建屋の水素爆

発を想定する機

器 

・計測制御設備 

－ 

・可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計 

 

・水素掃気機能が維持されていることを判断するために確認が必要な

監視項目は，第８－１表に示す機器の重大事故の水素爆発を想定する

機器に供給される圧縮空気の流量である。 

 

 

 

 

 

－ － 

・可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計 
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 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ｅ． 
可搬型水素濃

度計の設置 

・水素濃度の測定対象機器内の水素濃度を測定及び監視するため，

可搬型水素濃度計を測定対象機器の計測制御系統施設の計測制

御設備に設置する。 

 

－ － 
・可搬型水素濃度

計 

・水素濃度の測定対象機器は，「8.1.1 水素爆発に対する具体的対

策」に対する具体的対策」のｆ．と同様である。 

 

－ － － 
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第 8.2.1－２表 放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる 

放射性エアロゾルの除去に関する対処の手順と重大事故等対処施設 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ａ. 放射性物質の

セルへの導出，

セル及び高性

能粒子フィル

タによる放射

性エアロゾル

の除去のため

の準備着手判

断 

・重大事故等の発生防止対策の実施判断と同様である。 

・放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放

射性エアロゾルの除去のための準備作業として以下のｂ．へ移行す

る。 

 
－ 

 

－ 

 

－ 

 

ｂ.  放射性物質の

セルへの導出，

セル及び高性

能粒子フィル

タによる放射

性エアロゾル

の除去の準備 

・ 前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，塔槽類

廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，水素掃気用

の圧縮空気の供給継続による大気中への放射性物質の放出を低

減するため，機器へ圧縮空気を供給する水素掃気用安全圧縮空

気系の手動弁を閉止する。 

・可搬型ダクトにより，建屋排気系，可搬型フィルタ及び可搬型排風

機を接続し，可搬型排風機，各建屋の対処用母線及び可搬型発電機

を可搬型電源ケーブルで接続する。また，建屋排気系のダンパを閉

止する。 

－ 

・ 可搬型ダクト 

・ 可搬型フィルタ 

・ 可搬型排風機 

・ 可搬型発電機 

・ 可搬型電源ケー

ブル 

 

－ 
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（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ｃ． 塔槽類廃ガス処

理設備からセル

に導くための経

路構築作業の実

施判断 

・塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，沸騰に伴

い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給

継続により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導くための経路構築作業の実施を判断し，以下のｅ．へ移行する。 

・塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運転状態を維持している場合に

は，水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質の

大気中への放出量を低減するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機

の運転を継続し，第8－１表に示す機器に供給する圧縮空気の流量

の監視を継続する。圧縮空気の流量の監視の結果，第8－１表に示

すいずれかの機器に供給する圧縮空気の流量が，機器内の水素を可

燃限界濃度未満に希釈できる流量に満たない場合には，その機器が

設置されている建屋について，水素掃気用の圧縮空気の供給継続に

より移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導く

ための経路構築作業の実施を判断し，以下のｅ．へ移行する。 

・これらの実施を判断するために必要な監視項目は，第８－１表に示

す機器に供給する圧縮空気の流量及び塔槽類廃ガス処理設備の排

風機の運転状態である。 

－ － － 
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判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ｄ． 塔槽類廃ガス処

理設備の隔離弁

の閉止及び塔槽

類廃ガス処理設

備からセルに導

出するユニット

の開放 

・塔槽類廃ガス処理設備から第8.2.1－３表に示す導出先セルに放射

性物質を導出するため，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，

塔槽類廃ガス処理設備と第8.2.1－３表に示す導出先セルを接続し

ている塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットの手動

弁及び塔槽類廃ガス処理設備の手動弁を開放する。

・これにより，水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質が塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して第8.2.1－

３表に示す導出先セルに導出される。また，沸騰に伴い塔槽類廃ガ

ス処理設備の配管内の内圧が上昇した場合，発生した放射性物質

は，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して

第8.2.1－３表及び第8.2.1－４表に示す導出先セルに導出される。 

・発生した放射性物質が，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する

ユニットを経由して第8.2.1－３表に示す導出先セルに導出されな

い場合は，安全水封器を経由して第8.2.1－４表に示す安全水封器

が設置されている導出先セルに導出される。 

各建屋の塔槽類

廃ガス処理設備

からセルに導出

するユニット

各建屋の塔槽類

廃ガス処理設備

からセルに導出

するユニット（フ

ィルタ）

各建屋の代替塔

槽類廃ガス処理

設備の配管

各建屋の代替塔

槽類廃ガス処理

設備の隔離弁

各建屋の安全水

封器

－ － 

ｅ． 可搬型排風機の

起動の判断 

・可搬型排風機の運転準備が整い次第，可搬型排風機の起動を判断す

る。 
－ － － 

ｆ． 可搬型排風機の

運転 

・可搬型排風機を運転することで，大気中への経路外放出を抑制し，

セル内の圧力上昇を緩和しつつ，可搬型フィルタの高性能粒子フィ

ルタにより放射性エアロゾルを除去し，主排気筒から大気中へ管理

しながら放出する。また，可搬型フィルタ差圧計により，可搬型フ

ィルタの差圧を監視する 

各建屋の代替換

気設備のダクト

各建屋の重大事

故対処用母線） 

主排気筒

可搬型ダクト

可搬型フィルタ

可搬型デミスタ

可搬型排風機

可搬型発電機

可搬型フィルタ

差圧計
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 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等

対処設備 

可搬型重大事故

等対処設備 
計装設備 

ｇ． 大気中への放射

性物質の放出の

状態監視 

・排気モニタリング設備により，主排気筒から大気中への放射性物質

の放出状況を監視する。排気モニタリング設備が機能喪失した場合

は，可搬型排気モニタリング設備により，主排気筒から大気中への

放射性物質の放出状況を監視する。 

 

 各建屋の代替換

気設備のダクト 

 主排気筒 

・可搬型排気モニ

タリング設備 
－ 
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第 8.2.1―３表 導出先セル 

 

建屋 導出先セル 

前処理建屋 放射性配管分岐第１セル 

分離建屋 放射性配管分岐第１セル 

精製建屋 放射性配管分岐第１セル 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 硝酸プルトニウム貯槽セル 

高レベル廃液ガラス固化建屋 放射性配管分岐セル 
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第 8.2.1―４表 安全水封器が設置されている導出先セル 

 

建屋 導出先セル 

前処理建屋 

（廃ガス洗浄塔シール 

ポット） 

溶解槽Ａセル 

分離建屋 

（廃ガス リリーフ ポ

ット） 

塔槽類廃ガス洗浄塔セル 

精製建屋 

（廃ガス ポット） 

プルトニウム系塔槽類廃ガス

洗浄塔セル 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋 
－※ 

高レベル廃液ガラス固

化建屋 

（高レベル濃縮廃液廃

ガス処理系の廃ガス シ

ール ポット） 

塔槽類廃ガス処理第１セル 

※安全水封器なし 
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核 種 放出量(Ｂｑ) 

Ｐｕ－238 ７×10６ 

Ｐｕ－239 ７×10５ 

Ｐｕ－240 ２×10６  

Ｐｕ－241 ２×10８  

 

 

 

 

 

第8.2.2－１表 「地震発生による全交流動力電源の喪失を伴う 
精製建屋の水素掃気機能喪失事故」水素爆

発時の大気中への放射性物質の放出量 
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機器 

グループ 
機器 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

精製建屋 

水素爆発 

第１一時貯留処理槽 １×10－６ 

３×10－４ 

第２一時貯留処理槽 ４×10－６ 

第３一時貯留処理槽 ４×10－６ 

第７一時貯留処理槽 １×10－５ 

第４一時貯留処理槽 ２×10－８ 

抽出塔 ４×10－７ 

核分裂生成物洗浄塔 ２×10－７ 

逆抽出塔 ８×10－７ 

ウラン洗浄塔 ３×10－７ 

ＴＢＰ洗浄器 ３×10－７ 

プルトニウム溶液供給槽 ３×10－６ 

補助油水分離槽 ３×10－７ 

プルトニウム溶液受槽 ３×10－６ 

油水分離槽 ３×10－６ 

プルトニウム濃縮缶 ５×10－６ 

プルトニウム濃縮缶供給槽 ８×10－６ 

プルトニウム溶液一時貯槽 ８×10－６ 

 

第8.2.2－２表 精製建屋の水素爆発時の大気中への放射性物質の 

放出量（Ｃｓ－137換算） 
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（つづき） 

機器 

グループ 
機器 

機器の 

放出量 

（ＴＢｑ） 

建屋合計 

放出量 

（ＴＢｑ） 

精製建屋 

水素爆発 

プルトニウム濃縮液受槽 ３×10－５ 

３×10－４ 

リサイクル槽 ３×10－５ 

希釈槽 ７×10－５ 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 ５×10－５ 

プルトニウム濃縮液計量槽 ３×10－５ 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 ３×10－５ 
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水素掃気用安全圧縮空気系

かくはん用安全圧縮空気系

セル

貯槽 貯槽

接続口１
（水素掃気用
安全圧縮空気系）

接続口２
（かくはん用
安全圧縮空気系）

可搬型空気圧縮機

圧縮空気貯槽又は
圧縮空気ユニット※１

予備圧縮
空気ユニット※２

手動圧縮
空気ユニット※２

発生防止用
圧縮空気供給系

接続口３
（発生防止用
圧縮空気供給系）

前処理建屋
安全圧縮空気系より

前処理建屋
安全圧縮空気系より

第8－１図 水素爆発の発生の防止のための措置の概要図

※１ 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置
※２ 時間余裕が24時間未満の重大事故の水素爆発を想定する機器に設置

水素掃気用安全圧縮空気系

かくはん用安全圧縮空気系

発生防止用圧縮空気供給系
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第 8－２図 水素爆発の再発の防止のための措置の概要図

セル

貯槽

可搬型空気圧縮機

①拡大防止用圧縮空気供給系
②その他の配管

① ②
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セル

貯槽

セル

塔槽類
廃ガス処理設備

主排気筒

導出先セル
換気設備

放出影響緩和設備

第 8－３図 放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる

放射性エアロゾルの除去に関する対処の概要図
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可搬型空気圧縮機

（建屋境界）

プルトニウム溶液供給槽

抽出塔

核分裂生成物洗浄塔

逆抽出塔

ウラン洗浄塔

補助油水分離槽

ＴＢＰ洗浄器

プルトニウム溶液受槽

油水分離槽

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第１一時貯留処理槽

Ｐ

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

圧縮空気貯槽

Ｐ

可搬型
重大事故等
対処設備

第8.1.1－１図 精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気の供給に
使用する設備を用いた圧縮空気の供給系統概要図

本図は，精製建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。精製建屋水素爆発の他の１系統及
び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に
異なる。
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第8.1.1－２図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係るアクセスルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地下１階）

計測場所 監視項目

①

第１一時貯留処理槽掃気流量

第２一時貯留処理槽掃気流量

第３一時貯留処理槽掃気流量

第４一時貯留処理槽掃気流量

第７一時貯留処理槽掃気流量

プルトニウム溶液供給槽掃気流量

プルトニウム溶液受槽掃気流量

油水分離槽掃気流量

プルトニウム濃縮缶供給槽掃気流量

プルトニウム溶液一時貯槽掃気流量

プルトニウム濃縮液受槽掃気流量

リサイクル槽掃気流量

希釈槽掃気流量

プルトニウム濃縮液一時貯槽掃気流量

プルトニウム濃縮液計量槽掃気流量

プルトニウム濃縮液中間貯槽掃気流量
①

計測場所 監視項目

②

プルトニウム濃縮液一時貯槽水素濃度

プルトニウム濃縮液受槽水素濃度

プルトニウム濃縮液計量槽水素濃度

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

③

計測場所 監視項目

③

第３一時貯留処理槽掃気流量

プルトニウム濃縮液受槽掃気流量

リサイクル槽掃気流量

希釈槽掃気流量

プルトニウム濃縮液一時貯槽掃気流量

プルトニウム濃縮液計量槽掃気流量

プルトニウム濃縮液中間貯槽掃気流量
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第8.1.1－３図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係るアクセスルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上１階）

計測場所 監視項目

① 水素掃気系統圧縮空気圧力

② かくはん系統圧縮空気圧力

③ 圧縮空気貯槽圧力

④ 圧縮空気貯槽圧力

②

①③④

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.1.1－４図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係るアクセスルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上２階）

①

計測場所 監視項目

①
ＴＢＰ洗浄器掃気流量

補助油水分離槽掃気流量

② セル導出ユニット流量

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.1.1－５図 「精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係るアクセスルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上３階）

計測場所 監視項目

①

抽出塔掃気流量

核分裂生成物洗浄塔掃気流量

逆抽出塔掃気流量

ウラン洗浄塔掃気流量

プルトニウム濃縮缶掃気流量

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.1.1.－６図　　精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置及び水素爆発の再発の防止の

措置に係るの建屋外ホース敷設ルート　屋外（南ルート）
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8.1.1 ７図　　精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置及び水素爆発の再発の防止の
措置に係る建屋外ホース敷設ルート　屋外（東ルート）
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追加敷設ルート
折れ線



①

対象貯槽 接続箇所

－ ①

第8.1.1－８図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係る建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地下１階）

②

対象貯槽 接続口

プルトニウム濃縮液受槽
リサイクル槽

希釈槽
プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽

第３一時貯留処理槽

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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第8.1.1－９図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係る建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上１階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

－ ②

－ ④

①

②

③

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液供給槽
抽出塔

核分裂生成物洗浄塔
逆抽出塔

ウラン洗浄塔
補助油水分離槽
ＴＢＰ洗浄器

プルトニウム溶液受槽
油水分離槽

プルトニウム濃縮缶供給槽
プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶
プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽
希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽

第１一時貯留処理槽
第２一時貯留処理槽
第３一時貯留処理槽
第４一時貯留処理槽
第７一時貯留処理槽

③

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１

④

⑤

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液供給槽
プルトニウム溶液受槽

油水分離槽
プルトニウム濃縮缶供給槽
プルトニウム溶液一時貯槽
プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽
希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽
第３一時貯留処理槽

⑤
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第8.1.1－10図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係る建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上２階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

① ②

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液供給槽
プルトニウム溶液受槽

油水分離槽
プルトニウム濃縮缶供給槽

第２一時貯留処理槽
第７一時貯留処理槽

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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①

第8.1.1－11図 精製建屋の水素爆発の発生の防止の措置に係る建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）（地上３階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

②

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液一時貯槽
プルトニウム濃縮缶

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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第8.1.1－12図 精製建屋の水素爆発の発生及び拡大の防止のための措置の手順の概要

OK

NG

・隔離弁の操作，ダンパ閉止
・可搬型導出先セル圧力計設置
・可搬型ダクト設置
・可搬型排風機・可搬型フィルタ設置
・可搬型発電機・可搬型排風機起動準備

重大事故等への対処の移行・着手判断※１

※２ 水素掃気成否判断
• 貯槽掃気流量が規定値を満足すること

貯槽掃気圧縮空気流量,水
素掃気系統圧縮空気圧力
及びセル導出ユニット

流量監視

・可搬型建屋内ホース敷設，接続
・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置

成否判断※２

貯槽掃気圧縮空気
流量監視継続

貯槽掃気圧縮空気流量
監視継続

可搬型排風機起動

・可搬型水素濃度計設置
・可搬型水素濃度計設置

※１ 重大事故等への対処の移行判断
• 安全圧縮空気系の空気圧縮機の多重故障により水素
掃気機能が喪失した場合

• 外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が
運転できない場合

水素爆発を未然に防止するため
の空気の供給準備完了

水素爆発を未然に防止するため
の空気の供給

水素爆発の再発の防止のため
の空気の供給

水素爆発の再発の防止のための
空気の供給準備完了

放出低減対策準備完了

放射性配管分岐第１セル
圧力及びプルトニウム系
塔槽類廃ガス洗浄塔セル

圧力監視継続

・可搬型建屋外ホース及び
可搬型建屋内ホース敷設，接続

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計設置
・可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計設置
・可搬型セル導出ユニット流量計設置

：操作・確認

：判断

：監視

：水素爆発の発生の

防止のための措置

：水素爆発の拡大の

防止のための措置

凡例
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作業名 作業班 要員数

・可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース敷設，接続 AC17班 2

・可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計及び可搬型水素掃気系統圧縮空
気圧力計設置

AC14班、AC15班 4

・可搬型建屋内ホース接続 AC14班、AC15班 4

・可搬型空気圧縮機起動 AC17班 2

・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力確認 AC11班 2

・水素掃気系統圧縮空気圧力及び貯槽掃気圧縮空気流量確認，貯槽
掃気流量調整，セル導出ユニット流量確認

AC11班、AC12班 4

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量） AC16班 2

・計器監視（水素掃気系統圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量） AC17班 2

22:004:00 5:00 16:0012:006:00 7:00 8:00 9:00 18:00 19:0014:00 15:00 23:0017:0010:00 11:00 13:000:00 1:00 2:00 21:003:00

精製
建屋

20:00

初動

対応

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、

対策を実施

精製建屋

水素爆発 制限時間

第8.1.1－13図 圧縮空気の供給に必要な作業と所要時間
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第8.1.2－１図 精製建屋の圧縮空気供給後の水素濃度の推移

プルトニウム溶液供給槽
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第8.2.1－１図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置に使用する設備を
用いた圧縮空気の供給の系統概要図

油水分離槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

プルトニウム溶液受槽

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第２一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

プルトニウム溶液供給槽

（建屋境界）

希釈槽

手動圧縮空気
ユニット

予備圧縮空気
ユニット

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

前処理建屋の
安全圧縮空気系から

可搬型

空気圧縮機

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

常設
重大事故等
対処設備

可搬型
重大事故等
対処設備

本図は，精製建屋水素爆発の２系統のうち１系統の第１接続口の接続例である。精製建屋水素爆発の他の１系統及
び第２接続口に接続した場合も同様の系統である。ただし、接続金具等の個数及び位置は，ホース敷設ルート毎に
異なる。
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第8.2.1－２図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置のアクセスルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地下１階）

①

計測場所 監視項目

①

第３一時貯留処理槽掃気流量

プルトニウム濃縮液受槽掃気流量

リサイクル槽掃気流量

希釈槽掃気流量

プルトニウム濃縮液一時貯槽掃気流量

プルトニウム濃縮液計量槽掃気流量

プルトニウム濃縮液中間貯槽掃気流量

②

プルトニウム濃縮液一時貯槽水素濃度

プルトニウム濃縮液受槽水素濃度

プルトニウム濃縮液計量槽水素濃度

③ 手動圧縮空気ユニット接続系統圧力

④ 予備圧縮空気ユニット圧力

②

③

③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－３図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置のアクセスルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上１階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－４図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置のアクセスルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上２階）

①

計測場所 監視項目

①

第２一時貯留処理槽掃気流量

第７一時貯留処理槽掃気流量

プルトニウム溶液供給槽掃気流量

プルトニウム溶液受槽掃気流量

油水分離槽掃気流量

プルトニウム濃縮缶供給槽掃気流量

② セル導出ユニット流量

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－５図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置のアクセスルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上３階）

①

計測場所 監視項目

①
プルトニウム溶液一時貯槽掃気流量

プルトニウム濃縮缶掃気流量

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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①

第8.2.1－６図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置のアクセスルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上４階）

計測場所 監視項目

①
第７一時貯留処理槽掃気流量

プルトニウム濃縮缶掃気流量

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート

対象機器 接続箇所

－ ①

第8.2.1－７図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置
（手動圧縮空気ユニット供給）の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地下１階）

②

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液供給槽
プルトニウム溶液受槽

油水分離槽
プルトニウム濃縮缶供給槽
プルトニウム溶液一時貯槽
プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽
希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽
第３一時貯留処理槽

②

121



①

対象貯槽 接続箇所

－ ①

第8.2.1－８図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地下１階）

②

対象貯槽 接続口

プルトニウム濃縮液受槽
リサイクル槽

希釈槽
プルトニウム濃縮液一時貯槽
プルトニウム濃縮液計量槽
プルトニウム濃縮液中間貯槽

第３一時貯留処理槽

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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第8.2.1－９図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上１階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

－ ②

①

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１

123



第8.2.1－10図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給） （地上２階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

① ②

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液供給槽
プルトニウム溶液受槽

油水分離槽
プルトニウム濃縮缶供給槽

第２一時貯留処理槽
第７一時貯留処理槽

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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①

第8.2.1－11図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上３階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

②

対象貯槽 接続口

プルトニウム溶液一時貯槽
プルトニウム濃縮缶

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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①

第8.2.1－12図 精製建屋の水素爆発の再発の防止のための措置の建屋内ホース敷設ルート
（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）（地上４階）

対象貯槽 接続箇所

－ ①

②③

対象貯槽 接続口

プルトニウム濃縮缶槽 ②

第７一時貯留処理槽 ③

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１
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第8.2.1－13図 精製建屋の放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる
放射性エアロゾルの除去に関する対処の系統概要図

（建屋境界）

廃ガス
ポット

重大事故等対処共通設備の
管理放出設備へＰ

※１ 可搬型重大事故等対処設備

※２ 常設重大事故等対処設備

※２

※２

※１

放射性配管分岐第１セル

プルトニウム溶液供給槽

抽出塔

核分裂生成物洗浄塔

逆抽出塔

ウラン洗浄塔

補助油水分離槽

ＴＢＰ洗浄器

プルトニウム溶液受槽

油水分離槽

プルトニウム溶液一時貯槽

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮液受槽

リサイクル槽

希釈槽

プルトニウム濃縮液一時貯槽

プルトニウム濃縮液計量槽

プルトニウム濃縮液中間貯槽

第２一時貯留処理槽

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽

プルトニウム濃縮缶供給槽

第１一時貯留処理槽

Ｑ

Ｐ

Ｑ

Ｐ Ｐ

127



計測場所 監視項目

①
プルトニウム系塔槽類
廃ガス洗浄塔セル圧力

①

第8.2.1－14図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地下２階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－15図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地下１階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－16図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地上１階）

①

計測場所 監視項目

① 放射性配管分岐第１セル圧力

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－17図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地上２階）

計測場所 監視項目

① 放射性配管分岐第１セル水素濃度

② 可搬型フィルタ差圧

①②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－18図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地上３階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１

132



第8.2.1－19図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地上４階）

計測場所 監視項目

① 可搬型フィルタ差圧

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－20図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処のアクセスルート（地上５階）

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 南２

：アクセスルート 南１
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第8.2.1－21図 精製建屋の水素爆発に係る放射性物質のセルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア
ロゾルの除去に関する対処の可搬型ダクト敷設ルート（南１ルート及び南２ルート） （地上４階）

①

②

対象機器 接続箇所

－ ①及び②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート
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第8.2.1－22図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機からの給電に係る精製建屋内
可搬型電源ケーブル敷設ルート（第１接続口及び第２接続口）（地上１階）

対象機器 接続口

－ ①または②

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：敷設ルート 南２

：敷設ルート 南１

②
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第8.2.1－23図　可搬型電源ケーブル敷設ルート　屋外（第１接続口及び第２接続口） 137



作業名 作業班 要員数

・手動圧縮空気ユニットからかくはん系統への圧縮空気供給 AC1班、AC2班 4

・可搬型建屋内ホース接続（建屋入口） AC13班、AC14班 4

・可搬型建屋内ホース接続（建屋内），可搬型貯槽掃気圧縮空気流量
計及び可搬型水素掃気用圧縮空気圧力計設置

AC13班、AC14班 4

・可搬型空気圧縮機からの供給開始，水素掃気用圧縮空気圧力確認 AC13班 2

・水素掃気用圧縮空気圧力及び貯槽掃気流量確認，貯槽掃気流量調
整，セル導出ユニット流量確認

AC11班、AC12班 4

・計器監視（水素掃気用圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量） AC16班 2

・計器監視（水素掃気用圧縮空気圧力，貯槽掃気圧縮空気流量） AC17班 2

・隔離弁の操作，可搬型セル導出ユニット流量計設置 AC4班 2

・可搬型導出先セル圧力計設置 AC4班 2

・ダンパ閉止 AC5班 2

・可搬型水素濃度計設置 AC16班、AC17班 4

・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
AC14班、AC15班
AC16班

6

・可搬型ダクト，可搬型排風機，可搬型フィルタの設置
AC9班、AC10班
AC11班

6

・可搬型電源ケーブル敷設 AC1班、AC2班 4

・可搬型排風機起動準備 AC3班 4

・放射性配管分岐第１セル圧力確認，可搬型排風機起動 AC3班 2

・計器監視(放射性配管分岐第１セル圧力，水素濃度) AC16班 2

・計器監視(放射性配管分岐第１セル圧力，水素濃度) AC17班 2

20:0017:0010:00 11:006:00 7:00 8:00 9:00 18:00 19:0014:00 15:00 16:0012:00 13:00

精製
建屋

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 21:00 22:00 23:00

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

・他作業場所にて、対策を実施

第8.2.1－24図 圧縮空気の供給に必要な作業と所要時間
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第8.2.2－１図 精製建屋の水素爆発時の放射性物質の大気放出過程 

未然防止濃度に到達するまでの時間が 
１年以内の水素爆発を想定する機器内の

溶液中の放射性物質量 
Ｐｕ－238 ： 6.7×1016 Ｂｑ 
Ｐｕ－239 ： 6.4×1015 Ｂｑ 
Ｐｕ－240 ： 1.1×1016 Ｂｑ 
Ｐｕ－241 ： 1.4×1018 Ｂｑ 

放射性物質の気相中への移行 

移行割合 ： 0.010％ 

放射性物質放出量 

Ｐｕ－238 ： 6.7×10６ Ｂｑ 
Ｐｕ－239 ： 6.4×10５ Ｂｑ 
Ｐｕ－240 ： 1.1×10６ Ｂｑ 
Ｐｕ－241 ： 1.4×10８ Ｂｑ 

主排気筒放出 

放出経路上のセル換気系統の高性能粒子フィルタの 

放射性エアロゾルの除去効率 ： 99.999％ 

放出経路上の構造物の放射性エアロゾルの除去効率 ： 90％ 
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再処理施設　補足説明資料リスト

資料№ 名称

補足説明資料8-1 水素爆発発生時の燃焼挙動について

補足説明資料8-2 機能喪失時の一般公衆への被ばく影響評価方法

補足説明資料8-3 圧縮空気の地上放散に伴う被ばく線量

補足説明資料8-4 空気漏えい時の作業環境

補足説明資料8-5 水素爆発時の塔槽類廃ガスフィルタの健全性について

補足説明資料8-6 未然防止濃度に到達するまでの時間余裕の評価方法

補足説明資料8-7 圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットと予備圧縮空気ユニットの動作原理について

補足説明資料8-8 水素濃度計について

補足説明資料8-9 水素掃気に必要な空気流量の計算方法について

補足説明資料8-10 可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給による水素濃度の低下の傾向について

補足説明資料8-11 事故環境における重大事故等対処施設の機能維持

補足説明資料8-12 時間余裕計算方法の有する安全余裕について

補足説明資料8-13 可搬型発電機について

補足説明資料8-14 塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の爆発時健全性について

補足説明資料8-15 可搬型フィルタの健全性について

補足説明資料8-16 ５因子法において採用した値の適用性について

補足説明資料8-17 水素爆発発生時の機器の健全性について

補足説明資料8-18 水素爆発が機器内の溶液性状に与える影響について

第28条：重大事故等の拡大防止（８．放射線分解により発生する水素による爆発への対処）

再処理施設　補足説明資料
備考
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再処理施設　補足説明資料リスト

資料№ 名称

第28条：重大事故等の拡大防止（８．放射線分解により発生する水素による爆発への対処）

再処理施設　補足説明資料
備考

補足説明資料8-19 可搬型空気圧縮機の燃料について

(2/2) 141



補足説明資料 8－1（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 

142



補 8-1-1 

補足説明資料８－１

水素爆発発生時の燃焼挙動について

1. 文献において報告されている内容

火炎の伝播速度が音速を超える爆ごうについては，強力な爆ご

う波で直 接 起 爆 し た と き に 得 ら れ た 爆 ご う 範 囲 は 水 素 濃 度

12ｖ ｏ ｌ ％ か ら 70ｖｏｌ％であるとされている
（１）

。また，無限大

管径における水素の爆ごう範囲は11ｖｏｌ％から71ｖｏｌ％で

あるとされている
（１）

。矩形管路の片端又は両端を閉鎖した実験装置

において障害物を矩形管路内に設置し，乾燥状態の水素濃度12.

5ｖｏｌ％の空気に着火する爆発試験を実施したところ，爆ごう

が発生したとされている
（ ２ ）

。一方，同一体系で水蒸気を含有した

水素濃度 15ｖｏｌ％の空気においては，爆ごうが発生しなかっ

たとされている
（ ２ ）

。

仏国のＡＲＥＶＡのストレス テスト報告書においては，水素

爆発を想定する機器内の空間容量が200Ｌを下回る場合は，機器

の健全性に影響を与えないことが示されている
（ ３ ）

。

2. 空間容積200Ｌの容器の爆発試験

2.1 対象機器 

仏国のＡＲＥＶＡにおける検討結果の妥当性を確認するため

に空間容積が200L未満の機器について以下の機器について、水素

爆発試験を実施した。対象機器を第１表に示す。 
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補 8-1-2 

第１表 対象機器一覧

2.2 試験概要と結果

(１ ) 円筒型貯槽

ａ．試験概要 

試験の概要を第２表に示す。

ｂ．試験結果

爆発前後の機器の写真を第１図に示す。歪みを観察するた

めの変形確認用の線に1～ 2mm程度の変化が見られたのみで

あり、有意な塑性変形は観察されなかった。また，気密性確

認試験により、機器の健全性を確認した。 

以上の結果より，AREVAの評価の妥当性を実験的に確認し

た。60Lの水素による閉じ込め機能への影響はないことから

機器名 選定理由 形状 着火方法

円筒型貯槽
ラ・アーグ再処理工
場 の 取 扱 妥 当 性 を
確認するため 

円筒型 溶断着火

TBP洗浄塔

パ ル ス カ ラ ム の う
ち、径が大きく最も
爆 ご う に 遷 移 し や
す い 構 造 で あ る た
め 

パルス
カラム型

放電着火

補助油水分離槽
唯 一 板 型 機 器 で あ
るため 

板型 放電着火

144



補 8-1-3 

水素60L分のエネルギは容器が吸収できると考えられる。

第２表 試験の概要

対象

円筒型貯槽 
（220L, 300L。容器厚さは3mmとした。） 
なお、容積は200Lに余裕を見込んだ値と
した。 

混合気水素濃度
30vol% （水素量は66Lとなり、AREVAの
試験条件を包含する） 

着火
方法 溶断着火

エネルギ - 

液量
0 (220L容器の場合） 
80L (300L容器の場合）

試 験 装 置 の 開 放 /非 開
放 

密封系の貯槽

試験回数 n=1 

取得データ
容器変形確認、動画、水素濃度、表面温
度 

試験後の確認 残水素量、容器健全性

爆発前（300Ｌ容器） → 爆発後（300Ｌ容器）

第１図 試験前後の容器の写真
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補 8-1-4 

 

 (２ ) ＴＢＰ洗浄塔 

 ａ．試験概要 

試験の概要を第３表に示す。また，容器の概要を第２図に

示す。 

第３表 試験の概要 

対象 TBP洗浄塔 

水素濃度 30vol% 

着火 
方法 放電着火 

エネルギ 100mJ, 500mJ 

液量 設計値※  

試験装置の開放 /非開
放 

塔槽類廃ガス処理系の圧損を模擬した 
安全弁で開放 

試験回数 n=3 

取得データ 圧力、光、ひずみ、動画、水素濃度、湿度  

試験後の確認 
残水素量、容器健全性、ファイバ－スコー
プによる内部構造物観察 

※空間容量が最小となる、時間余裕と同じ液位とする。 

 

 

 

第３図 ＴＢＰ洗浄塔を模擬した容器 

146



補 8-1-5 

ｂ．試験結果

最大発生圧力は0.64MPa程度であった。また，最大歪みは6

00μ strain程度であり、塑性変形することは無かった。機器

内のノズルの健全性は維持された。気密性確認試験および歪

みの測定結果から、機器の健全性を確認した。 

(３ ) 補助油水分離槽

ａ．試験概要 

試験の概要を第４表に示す。また，容器の概要を第３図に

示す。 

第４表 試験の概要

対象 補助油水分離槽

水素濃度 30vol% 

着火
方法 放電着火

エネルギ 100mJ, 500mJ 

液量 設計値※

試験装置の開放/非開
放 

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系 の 圧 損 を 模 擬 し た 安
全弁で開放 

試験回数 n=3 

取得データ 圧力、光、ひずみ、動画、水素濃度、湿度

試験後の確認
残水素量、容器健全性、ファイバ－スコー
プによる内部構造物観察 

※空間容量が最小となる、時間余裕と同じ液位とする。 

第３図 補助油水分離槽を模擬した容器
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補 8-1-6 

ｂ．試験結果

最大発生圧力は2.8MPa程度であった。また，最大歪みは1

300μ strain程度であり、塑性変形することは無かった。機

器内のノズルの健全性は維持された。気密性確認試験および

歪みの測定結果から、機器の健全性を確認した。 
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3. 再処理施設の機器を対象とした水素爆発の試験及び解析

3.1 対象機器 

水素爆発を想定する機器のうち，複数機器間の接続，塔槽類廃

ガス処理設備の一部を含めて忠実に再現した容器に，水素濃度1

2ｖｏｌ％の空気を封入し水素爆発を発生させ圧力，ひずみ等を

確認した。対象機器を第５表に示す。 

第５表 試験及び解析の対象機器

機器名 選定理由 形状 着火方法

第１、２不溶解
残 渣 廃 液 一 時
貯槽 

オーバーフロー配管で水
平に貯槽同士が接続する
構造であり、ジェット着
火による爆ごう遷移が起
こりやすいと考えられる
ため。

円筒型
放電
着火

Pu濃縮液受槽
リサイクル槽

環状型貯槽のうち、貯槽
間の塔槽類廃ガス処理設
備の配管の距離が最も短
い組合せであるため。 

環状型
放電
着火

不 溶 解 残 渣 回
収槽、リサイク
ル槽

円筒型貯槽のうち、貯槽
間の塔槽類廃ガス処理設
備の配管の距離が最も短
い組合せであるため。 
なお、途中に小型ポット
を含み、燃焼に乱れが生
じやすい構造である。 

円筒型
放電
着火

3.2 試験概要と結果

(１ ) 第１、２不溶解残渣廃液一時貯槽

ａ．試験概要 

試験の概要を第６表に示す。また，容器の概要を第４図に

示す。 
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補 8-1-8 

第６表 試験の概要

対象
第１、２不溶解残渣廃液一時貯槽
（オーバーフロー配管で連結）

水素濃度 12vol% 

着火
方法 放電着火

エネルギ 100mJ, 500mJ 

液量 設計値※

試 験 装 置 の 開 放 /
非開放 

密封系

試験回数 n=3 

取得データ 圧力、光、ひずみ、動画、水素濃度、湿度

試験後の確認
残水素量、容器健全性、ファイバ－スコー

プによる内部構造物観察 

※空間容量が最小となる、時間余裕と同じ液位とする。 

第４図 第１、２不溶解残渣廃液一時貯槽のモデル

ｂ．試験結果

最大発生圧力は0.3MPa程度であった。また，最大歪みは4

00μ strain程度であり、塑性変形することは無かった。機器

内のノズルの健全性は維持された。気密性確認試験および歪
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補 8-1-9 

みの測定結果から、機器の健全性を確認した。

(２ ) プルトニウム濃縮液受槽，リサイクル槽

ａ．試験概要 

試験の概要を第７表に示す。また，容器の概要を第５図に

示す。 

第７表 試験の概要

対象 Pu濃縮液受槽、リサイクル槽

水素濃度 12vol% 

着火
方法 放電着火

エネルギ 100mJ, 500mJ 

液量 設計値※

試験装置の開放/非
開放 

密封系

試験回数 n=3 

取得データ
圧力、光、ひずみ、動画、水素濃度、湿

度

試験後の確認
残水素量、容器健全性、ファイバ－スコ

ープによる内部構造物観察 

※空間容量が最小となる、時間余裕と同じ液位とする。 

第５図 Pu濃縮液受槽、リサイクル槽のモデル
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ｂ．試験結果

最大発生圧力は0.2MPa程度であった。また，最大歪みは1

00μ strain程度であり、塑性変形することは無かった。機器

内のノズルの健全性は維持された。気密性確認試験および歪

みの測定結果から、機器の健全性を確認した。 

(３ ) 不溶解残渣回収槽，リサイクル槽

ａ．試験概要 

試験の概要を第８表に示す。また，容器の概要を第６図に

示す。 

第８表 試験の概要

対象 不溶解残渣回収槽、リサイクル槽

水素濃度 12vol% 

着火
方法 放電着火

エネルギ 100mJ, 500mJ 

液量 設計値※

試験装置の開放/非
開放 

密封系

試験回数 n=3 

取得データ
圧力、光、ひずみ、動画、水素濃度、湿

度

試験後の確認
残水素量、容器健全性、ファイバ－スコ

ープによる内部構造物観察 

※空間容量が最小となる、時間余裕と同じ液位とする。 
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第６図 不溶解残渣回収槽、リサイクル槽のモデル

ｂ．試験結果

最大発生圧力は0.5MPa程度であった。また，最大歪みは250

μ strain程度であり、塑性変形することは無かった。機器内の

ノズルの健全性は維持された。気密性確認試験および歪みの測

定結果から、機器の健全性を確認した。

２．参考文献

（ １ ） 新エネルギー・産業技術総合開発機構．“水素の有効利

用ガイドブック”．日本産業・医療ガス協会．

http://www.jimga.or.jp/front/bin/ptlist.phtml?Ca

tegory=7130，（参照 2016-10-23）． 

（ ２ ） S．B．Dorofeev．et al．Effect of scale on the onset of 

detonations．Shock Waves．2000-05，vol．10．issue．

2．  
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（ ３ ） “ Evaluation complémentaire de la sûreté des 

installations  nucléaires de base, Site de La Hague”， 

AREVA Paris,  Septembre 2011. 
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補足説明資料 8－2（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補足説明資料 ８－２ 

機能喪失時の一般公衆への被ばく影響評価方法 

1. はじめに

重大事故の事象選定において，設計上定める条件より厳しい条件により

安全機能が喪失したとしても，機能喪失時の一般公衆への被ばく影響が平

常時と同程度であるため，設計基準として整理する事象を「×３」として

整理した。本資料では、機能喪失時の一般公衆への被ばく影響評価方法に

ついて説明する。 

2. 判断基準

再処理工場の平常時の年間の被ばく線量は 22μＳｖと評価されている。

本評価値を十分下回る値として 0.1μSv を判断基準とする。以下の理由か

ら妥当と考えられる。 

 安全上重要な施設を選定する判断基準として，一般公衆に対して

5mSv とされているが本値を十分下回ること

 生涯にわたる平均の年被ばく線量を 1mSv 以下に抑えている場合は，

5mSv の数年間の適用は許容できるとされていること

 0.1μSv をテラベクレルに換算すると，地上放散を前提とした場合で

10-6オーダーTBq, 主排気筒放出の場合で 10-4オーダーTBqとなり、

100TBq と比較して極めて小さいこと 

3. 評価方法

3.1 基本方針 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機及び換気設備の建屋排気系が機能しない場
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合に想定される地上放散時の敷地境界における最大個人線量を評価する。ま

た，内的事象の場合に想定される，塔槽類廃ガス処理設備を経由し，主排気

筒から放出される場合の敷地境界における最大個人線量を評価する。 

これらの被ばく線量値を比較し，被ばく線量評価結果が大きな値と判断基

準を比較する。 

3.2 具体的評価手法 

事故により生じたエネルギーによって放射性物質が気相へ移行する割合や、

設備により除染される割合及び人間が呼吸しうる粒径の割合などをファクタ

ーとして考慮することによって放射性物質の放出量を簡易的に評価する手法、

５因子法
（１）

を参考として放射性物質放出量を評価する。以下に計算式を示す。 

ここで、 

STi  :核種グループ i の放射性物質放出量(Bq) 

MARi :対象機器等における核種グループ i の放射性物質量（Bq） 

DR :MAR のうち、各事象で影響を受ける割合(-) 

ARFi :核種グループ i の放射性物質の気相への移行割合(-) 

DFi :核種グループ i の放出経路における除染係数(-) 

Ci : 溶液組成の核種グループ i の濃度(Bq/m3) 

M: 溶液量(m3) 

核種グループは、事故時に支配的になる核種として、Zr／Ｎｂ，Ｒｕ／Ｒ

STi MARi DR ARFi DFi

MARi Ci M 
(1)
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ｈ，Ｃｓ／Ｂａ，Ｃｅ／Ｐｒ，Ｓｒ／Ｙ，その他ＦＰ，Ｐｕ（α），Ａｍ／Ｃ

ｍ（α），Ｕ（α）及びＮｐ（α）を設定した。 

放射性物質吸入による敷地境界外の実効線量 DI(Sv)は、放射性物質放出量

に相対濃度、呼吸率及び実効線量換算係数を乗じて求める。以下に計算式を

示す。 

 
i

iiI STQBHD / (2) 

ここで、 

Ｈ:実効線量換算係数(Sv/Bq) 

Ｂ: 呼吸率(m3/s) 

χ/Ｑ:相対濃度(s/m3) 

4. 評価条件

4.1． ＭＡＲの設定 

評価対象機器に内包する溶液中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理す

る使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5

ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した平常運転

時の最大値とする。ＭＡＲは，上記の放射性物質の濃度に基づき機器ごとに

設定する。 

4.2 ＤＲの設定 

ＤＲは事故時に発生するストレスにより放射性物質放出に寄与する割合で

あり、気相部の水素爆発では溶液表面部分のみの影響であると想定される。

このため，ＤＲは１を下回ると考えられるが，厳しい結果を与える設定とし

てＤＲ＝1(機器内または対象となる場所に存在する放射性物質の全数が事象
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に寄与)と設定する。 

4.3 ＡＲＦの設定 

水素爆発時のＡＲＦは実験値に基づき，より厳しい結果を与えるように１

×10－４と設定する。 

実験値によれば，機器の形状の影響を受けないＡＲＦの幅は １ ×

10－５から 6.0×10－４程度と考えられる。 

また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６４１０
（ １ ）

における実験では，圧力開放条件を模

擬しているものの水素爆発を模擬しているものではなく，ＡＲＦの上限とし

た 6.0×10－４が取得された実験は，3.5ＭＰａの圧力を穏やかに印加した後に

破裂板を用いて急激に減圧したときの移行率である。さらに，水素爆発の条

件に近いと思われる条件である，印加圧力を 0.35ＭＰａとしたときのＡＲＦ

は 4.0×10－５であることから，ＡＲＦが 6.0×10－４まで増加する可能性は低

い。 

上記を踏まえ，水素爆発のＡＲＦは１×10－５から 6.0×10－４の間であり，

水素濃度８ｖｏｌ％から３０ｖｏｌ％の発生圧力を包含可能な値として，１

×10－４とする。 

4.5 ＤＦの設定 

4.5.1 地上放散の場合 

地上放散の場合は，爆発により気相部に移行した放射性物質は水封安全器

を介してセルに放出された後，複数のセル又は部屋を介して屋外に到達する。

放射性物質が屋外に到達するまでの最短経路上のセル又は部屋の体積による

希釈，セル又は部屋間のＤＦ10 を考慮して，放出パスの総合的な除染係数（Ｄ

Ｆｇとする）を計算する。ＤＦｇは以下の式より計算する。計算に用いたパラ
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メータを表３に示す。

ＤＦ
ｇ,

Ｖ
,
∙

1

Ｖ
,

∙ＤＦ
→

Ｖ
,

Ｖ
,

7

ここで， 

ＤＦｇ，ｊ：機器ｊの総合的な除染係数 

Ｖleak,j(m
3)：機器ｊから爆発により膨張し，放出する気体の体積。爆燃

を想定している。 

Ｖcell,i(m
3)：通過セルｉの体積 

Ｖgas,j(m
3)：機器ｊの気相部体積 

ＤＦi→i+1：通過セル i から次の通過セル i+1 間の除染係数。壁一枚につ

き１０とする
（２）

。 
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表３．ＤＦｇの算出に用いたパラメータ 

建屋 
※ 

機器名称 
気相部体積 膨張後体積 導出先体積 1 導出先体積 2 導出先体積 3 導出先体積 4 DFg 

Vgasj[m3] Vleakj[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] (-) 

AA ハル洗浄槽 A,B 0.038 0.27 3300 4700 － － 4.6E-11 

AA 水バッファ槽 0.69 4.8 3300 4700 － － 1.5E-08 

AA 中継槽 A,B 2.7 19 3300 4700 － － 2.3E-07 

AA リサイクル槽 A,B 0.47 3.3 3300 4700 － － 7.0E-09 

AA 不溶解残渣回収槽 A,B 2.4 17 3300 4700 － － 1.9E-07 

AA 計量前中間貯槽 A,B 7.8 55 3300 4700 － － 2.0E-06 

AA 計量・調整槽 7.8 55 3300 4700 － － 2.0E-06 

AA 計量後中間貯槽 7.8 55 3300 4700 － － 2.0E-06 

AA 計量補助槽 1.6 11 3300 4700 － － 8.1E-08 

AA 中間ポット A,B 0.060 0.42 3300 4700 － － 1.2E-10 

AB 抽出塔 0.22 1.5 2800 6400 － － 1.3E-09 

AB 第１洗浄塔 0.22 1.5 2800 6400 － － 1.3E-09 

AB 第２洗浄塔 0.22 1.5 2800 6400 － － 1.3E-09 

AB ＴＢＰ洗浄塔 0.058 0.41 2800 6400 － － 9.0E-11 

AB プルトニウム分配塔 0.29 2.0 2800 6400 － － 2.3E-09 

AB ウラン洗浄塔 0.049 0.34 2800 6400 － － 6.4E-11 

AB プルトニウム洗浄器 1.1 7.7 2800 6400 － － 3.3E-08 

AB プルトニウム溶液受槽 0.15 1.1 2800 6400 － － 6.0E-10 

AB プルトニウム溶液中間貯槽 0.15 1.1 2800 6400 － － 6.0E-10 

AB 第１一時貯留処理槽 0.15 1.1 2800 6400 － － 6.0E-10 

AB 第２一時貯留処理槽 0.15 1.1 2800 6400 － － 6.0E-10 

AB 第３一時貯留処理槽 11 77 2800 6400 － － 3.3E-06 

AB 第４一時貯留処理槽 11 77 2800 6400 － － 3.3E-06 

AB 第５一時貯留処理槽 0.15 1.1 2800 6400 － － 6.0E-10 

AB 第６一時貯留処理槽 1.0 7.0 2800 6400 － － 2.7E-08 

AB 第７一時貯留処理槽 0.020 0.14 2800 6400 － － 1.1E-11 
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建屋 
※ 

機器名称 
気相部体積 膨張後体積 導出先体積 1 導出先体積 2 導出先体積 3 導出先体積 4 DFg 

Vgasj[m3] Vleakj[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] (-) 

AB 第８一時貯留処理槽 0.070 0.49 2800 6400 － － 1.3E-10 

AB 第９一時貯留処理槽 3.6 25 2800 6400 － － 3.5E-07 

AB 第 10 一時貯留処理槽 3.6 25 2800 6400 － － 3.5E-07 

AB 第１洗浄器 1.9 13 2800 6400 － － 9.7E-08 

AB 高レベル廃液供給槽Ａ 4.5 32 2800 6400 － － 5.4E-07 

AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ 32 220 2800 6400 － － 2.8E-05 

AB 溶解液中間貯槽 11 78 2800 6400 － － 3.4E-06 

AB 溶解液供給槽 2.3 16 2800 6400 － － 1.5E-07 

AB 抽出廃液受槽 4.5 31 2800 6400 － － 5.3E-07 

AB 抽出廃液中間貯槽 4.2 29 2800 6400 － － 4.6E-07 

AB 抽出廃液供給槽 A,B 19 130 2800 6400 － － 9.4E-06 

AC プルトニウム溶液供給槽 0.26 1.8 7600 8700 － － 5.0E-10 

AC 抽出塔 0.019 0.13 7600 8700 － － 2.7E-12 

AC 核分裂生成物洗浄塔 0.019 0.13 7600 8700 － － 2.7E-12 

AC 逆抽出塔 0.019 0.13 7600 8700 － － 2.7E-12 

AC ウラン洗浄塔 0.0016 0.011 7600 8700 － － 1.9E-14 

AC 補助油水分離槽 0.0076 0.053 7600 8700 － － 4.3E-13 

AC ＴＢＰ洗浄器 0.059 0.41 7600 8700 － － 2.6E-11 

AC プルトニウム溶液受槽 0.088 0.62 7600 8700 － － 5.7E-11 

AC 油水分離槽 0.11 0.77 7600 8700 － － 8.9E-11 

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 0.18 1.3 7600 8700 － － 2.4E-10 

AC プルトニウム溶液一時貯槽 0.19 1.3 7600 8700 － － 2.7E-10 

AC プルトニウム濃縮缶 0.24 1.7 7600 8700 － － 4.3E-10 

AC プルトニウム濃縮液受槽 0.13 0.91 7600 8700 － － 1.3E-10 

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 0.10 0.70 7600 8700 － － 7.4E-11 

AC プルトニウム濃縮液計量槽 0.13 0.91 7600 8700 － － 1.3E-10 

AC リサイクル槽 0.13 0.91 7600 8700 － － 1.3E-10 

AC 希釈槽 0.11 0.77 7600 8700 － － 8.9E-11 
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建屋 
※ 

機器名称 
気相部体積 膨張後体積 導出先体積 1 導出先体積 2 導出先体積 3 導出先体積 4 DFg 

Vgasj[m3] Vleakj[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] Vcell i[m3] (-) 

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 0.13 0.91 7600 8700 － － 1.3E-10 

AC 第１一時貯留処理槽 0.12 0.84 7600 8700 － － 1.1E-10 

AC 第２一時貯留処理槽 0.12 0.84 7600 8700 － － 1.1E-10 

AC 第３一時貯留処理槽 0.18 1.3 7600 8700 － － 2.4E-10 

AC 第４一時貯留処理槽 0.13 0.91 7600 8700 － － 1.3E-10 

AC 第７一時貯留処理槽 2.8 20 7600 8700 － － 5.8E-08 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 0.33 2.3 1 1100 － － 1.1E-06 

CA 混合槽Ａ,B 0.33 2.3 1 1100 － － 1.1E-06 

CA 一時貯槽 0.33 2.3 1 1100 － － 1.1E-06 

KA 高レベル濃縮廃液貯槽 13 89 1800 1200 3900 690 1.0E-09 

KA 高レベル濃縮廃液一時貯槽 7.7 54 1800 1200 3900 690 1.3E-10 

KA 高レベル廃液混合槽 A,B 8.0 56 1800 1200 3900 690 1.6E-10 

KA 供給液槽 A,B 3.4 24 1800 1200 3900 690 4.9E-12 

KA 供給槽 A,B 1.1 7.8 1800 1200 3900 690 5.9E-14 

KA 不溶解残渣廃液一時貯槽 3.8 27 1800 1200 3900 690 8.1E-12 

KA 不溶解残渣廃液貯槽 21 140 1800 1200 3900 690 6.8E-09 

KA 
高レベル廃液共用貯槽
(HALW) 

7.3 51 1800 1200 3900 690 1.1E-10 

KA 
高レベル廃液共用貯槽
(FINE) 

57 400 1800 1200 3900 690 4.1E-07 

※AA:前処理建屋、AB:分離建屋、AC:精製建屋、CA：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、

KA:高レベル廃液ガラス固化建屋

163



4.5.2 主排気筒放出の場合 

以下に示す根拠から経路上の除染係数を 10000 として設定する。なお，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋については，フィルタ段数が２段多いこと

から，1E+6 とする。 

主排気筒放出の場合は，爆発により気相部に移行した放射性物質は塔槽類

廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔等を経て，高性能粒子フィルタへ到達する。 

廃ガス洗浄塔，凝縮器及びデミスタが経路上に存在することから，これら

の除染係数を総合して 10 とする。 

高性能粒子フィルタへ至る前の配管の曲り及び機器による除染を考慮して，

除染係数 10 を期待する。これは，水素爆発時であっても配管の曲り１つで除

染係数 10 程度の効果があることが報告されていることに基づく
（ ３ ）

。 

高性能粒子フィルタでは，定格風量を上回る流れが想定される。塔槽類廃

ガス処理設備の容量は前処理建屋で 400ｍ３／ｈ／基[normal]，分離建屋で

390ｍ３／ｈ／基[normal]，精製建屋で 320ｍ３／ｈ／基[normal]，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋で 220ｍ３／ｈ／基[normal]，高レベル廃液ガラス固

化建屋で 1000ｍ３／ｈ／基[normal]である。爆風として想定されるのは，爆

燃範囲であるため数十ｃｍ／ｓｅｃ
（ ４ ）

（１ｍとして 3600ｍ／ｈ）から 10ｍ／ｓ

ｅｃ（36000ｍ／ｈ）であり，塔槽類廃ガス処理設備の断面積を約 0.37m2 と

想定すると，594 から 2700ｍ／ｈとなる。定格風量の 10 から 20 倍で除染係

数は 0.01 倍になると報告がある
（ ５ ）

ことから，おおよそ適用範囲に入ると考えて，

フィルタ２段分の除染係数として 100 を期待する。

4.6 実効線量換算係数 

実効線量換算係数は ICRP Pub 7 2
（６）

から核種毎の係数を調査し設定した。実

効線量換算係数を表４に示す。 
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表４ 実効線量換算係数 

核種グループ 呼吸摂取実効線量換算係数（Sv/Bq) 

Zr/Nb 1.7×10-8 
Ru/Rh 3.3×10-8 
Cs/Ba 2.4×10-9 
Ce/Pr 2.6×10-8 
Sr/Y 8.1×10-8 
その他 FP 2.9×10-8 
Pu 3.5×10-6 
Am/Cm 3.6×10-5 
U 5.1×10-6 
Np 4.19×10-7 

4.7 相対濃度及び呼吸率 

相対濃度は「再処理施設の設計基準事象選 定
（７）

」に記載の値を用いた(表５

参照)。呼吸率は再処理事業指定申請書に記載の 3.33×10-4m3/s とした。 

表５ 相対濃度一覧 

放出点 χ/Q(s/m3) 
主排気筒 1.2×10-6 
前処理建屋 9.5×10-5 
分離建屋 9.3×10-5 
精製建屋 7.7×10-5 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 7.8×10-5 
高レベル廃液ガラス固化建屋 1.1×10-4 

5. 評価結果

評価結果を表６に示す。 
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表６ 被ばく線量評価結果 

機器名称 
地上放散 主排気筒 1E-4ｍSv 

を超える 
対象機器 

線量(ｍSv) 線量(ｍSv) 

ハル洗浄槽 A(内側) 2.4E-11 6.6E-07 
ハル洗浄槽 B(内側) 2.4E-11 6.6E-07 
水バッファ槽 7.3E-08 6.1E-06 
中継槽 A 5.5E-05 3.0E-04 対象 
中継槽 B 5.5E-05 3.0E-04 対象 
リサイクル槽 A 1.2E-07 2.1E-05 
リサイクル槽 B 1.2E-07 2.1E-05 
不溶解残渣回収槽 A 4.9E-06 3.4E-05 
不溶解残渣回収槽 B 4.9E-06 3.4E-05 
計量前中間貯槽 A 1.6E-03 1.0E-03 対象 
計量前中間貯槽 B 1.6E-03 1.0E-03 対象 
計量・調整槽 1.6E-03 1.0E-03 対象 
計量後中間貯槽 1.6E-03 1.0E-03 対象 
計量補助槽 1.9E-05 2.9E-04 対象 
中間ポット A 5.0E-10 5.5E-06 
中間ポット B 5.0E-10 5.5E-06 
抽出塔 3.1E-08 3.0E-05 
第１洗浄塔 2.1E-08 2.1E-05 
第２洗浄塔 1.6E-08 1.6E-05 
ＴＢＰ洗浄塔 3.3E-10 4.6E-06 
プルトニウム分配塔 6.4E-08 3.7E-05 
ウラン洗浄塔 1.3E-09 2.5E-05 
プルトニウム洗浄器 4.1E-08 1.6E-06 
プルトニウム溶液受槽 6.8E-08 1.5E-04 対象 
プルトニウム溶液中間貯槽 6.8E-08 1.5E-04 対象 
第１一時貯留処理槽 1.8E-08 3.9E-05 
第２一時貯留処理槽 8.2E-08 1.8E-04 対象 
第３一時貯留処理槽 1.6E-03 6.1E-04 対象 
第４一時貯留処理槽 7.2E-04 2.9E-04 対象 
第５一時貯留処理槽 2.2E-10 4.6E-07 
第６一時貯留処理槽 1.8E-07 8.6E-06 
第７一時貯留処理槽 7.0E-10 8.5E-05 
第８一時貯留処理槽 6.4E-09 6.3E-05 
第９一時貯留処理槽 4.2E-07 1.5E-06 
第 10 一時貯留処理槽 1.2E-09 4.3E-09 
第１洗浄器 4.5E-10 5.9E-09 
高レベル廃液供給槽Ａ 4.9E-05 1.2E-04 対象 
高レベル廃液濃縮缶Ａ 8.6E-02 4.1E-03 対象 
溶解液中間貯槽 2.7E-03 1.0E-03 対象 
溶解液供給槽 2.9E-05 2.5E-04 対象 
抽出廃液受槽 8.6E-05 2.1E-04 対象 
抽出廃液中間貯槽 9.9E-05 2.8E-04 対象 
抽出廃液供給槽 A 4.4E-03 5.9E-04 対象 
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機器名称 
地上放散 主排気筒 1E-4ｍSv 

を超える 
対象機器 

線量(ｍSv) 線量(ｍSv) 

抽出廃液供給槽 B 4.4E-03 5.9E-04 対象 
プルトニウム溶液供給槽 6.4E-08 2.0E-04 対象 
抽出塔 5.3E-11 3.1E-05 
核分裂生成物洗浄塔 2.3E-11 1.3E-05 
逆抽出塔 9.9E-11 5.8E-05 
ウラン洗浄塔 2.3E-13 1.9E-05 
補助油水分離槽 4.5E-12 1.6E-05 
ＴＢＰ洗浄器 3.5E-10 2.1E-05 
プルトニウム溶液受槽 6.7E-09 1.8E-04 対象 
油水分離槽 1.1E-08 1.8E-04 対象 
プルトニウム濃縮缶供給槽 9.3E-08 6.1E-04 対象 
プルトニウム溶液一時貯槽 1.1E-07 6.1E-04 対象 
プルトニウム濃縮缶 9.5E-08 3.5E-04 対象 
プルトニウム濃縮液受槽 1.7E-07 2.1E-03 対象 
プルトニウム濃縮液一時貯槽 1.6E-07 3.3E-03 対象 
プルトニウム濃縮液計量槽 1.7E-07 2.1E-03 対象 
リサイクル槽 1.7E-07 2.1E-03 対象 
希釈槽 3.1E-07 5.3E-03 対象 
プルトニウム濃縮液中間貯槽 1.7E-07 2.1E-03 対象 
第１一時貯留処理槽 5.2E-09 7.6E-05 
第２一時貯留処理槽 1.7E-08 2.5E-04 対象 
第３一時貯留処理槽 4.1E-08 2.7E-04 対象 
第４一時貯留処理槽 1.3E-10 1.6E-06 
第７一時貯留処理槽 2.7E-05 7.2E-04 対象 
硝酸プルトニウム貯槽 1.5E-03 2.2E-05 対象 
混合槽Ａ 9.1E-04 1.3E-05 対象 
混合槽Ｂ 9.1E-04 1.3E-05 対象 
一時貯槽 1.5E-03 2.2E-05 対象 
第１高レベル濃縮廃液貯槽 2.1E-05 2.2E-02 対象 
第２高レベル濃縮廃液貯槽 2.1E-05 2.2E-02 対象 
第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 5.5E-07 4.6E-03 対象 
第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 5.5E-07 4.6E-03 対象 
高レベル廃液混合槽Ａ 5.2E-07 3.7E-03 対象 
高レベル廃液混合槽Ｂ 5.2E-07 3.7E-03 対象 
供給液槽Ａ 4.2E-09 9.3E-04 対象 
供給液槽Ｂ 4.2E-09 9.3E-04 対象 
供給槽Ａ 2.0E-11 3.7E-04 対象 
供給槽Ｂ 2.0E-11 3.7E-04 対象 
第１不溶解残渣廃液一時貯槽 -※ -※ 
第２不溶解残渣廃液一時貯槽 -※ -※ 
第１不溶解残渣廃液貯槽 1.3E-06 2.0E-04 対象 
第２不溶解残渣廃液貯槽 1.3E-06 2.0E-04 対象 
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時） 

2.2E-06 2.2E-02 対象 

※未然防止濃度に達する時間が１年以上のため線量評価をしていない。
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補足説明資料 ８－３ 

圧縮空気の地上放散に伴う被ばく線量 

1. はじめに

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，同時に全交流動力電源が喪

失した場合は，安全圧縮空気系の空気貯槽（水素掃気用）から圧縮空気

が自動的に供給される。圧縮空気の供給によって機器内の液面から気相

中に移行した放射性物質は各建屋の塔槽類廃ガス処理設備からセル又

は部屋に放出される。このため，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋においては圧縮空気の供給を停止するとともに，各建屋では放出

経路を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットに切り替え

ることで，放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタにより除去すること

により，空気の放出に伴う大気中への放射性物質の放出量を 低限に留

める。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

は，圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットにより空気の供給が継続するた

め，セルに導出するユニットの高性能粒子フィルタを介してセルに導出

された空気の地上放散は，可搬型排風機が起動するまでの間継続するこ

とになる。 

上述の状態について，一般公衆への被ばく線量を評価する。 

2. 事象の推移及び放出経路の同定

各建屋について，圧縮空気の放出の推移を整理する。

2.1 前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置される機器は，機器
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内の水素濃度が未然防止濃度に到達するまでに１日以上の時間余裕を有す

るという特徴がある。このため，放射性物質を含む圧縮空気の放出を防止

するために，圧縮空気を停止し，圧縮空気の放出を停止した上で重大事故

への対処が可能である。 

このため，放射性物質の放出による被ばく線量の対象となる経路は，図

１に示す経路①（以下，経路①-AA,KA）のみとなる。評価期間は，弁の手

動閉止が可能な事故後 45 分となる。 

図１．前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の放出経路 

現実的には，45 分の間に供給される圧縮空気量は 250m3程度（概略では

あるが，空気貯槽容量 35m3に圧力比 0.7MPa/0.1MPa を乗じると 245m3とな

る）であり，建屋の体積は十万 m3オーダーであることを考慮すると，ほと

んどの空気は建屋内に留まると想定される。この場合，建屋内の空気は放

出緩和設備の可搬型排風機が起動した後に緩やかに排風機側に引き込まれ，

可搬型フィルタを介して主排気筒放出するものと想定される（経路②
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-AA,KA と呼ぶ）。

2.2 分離建屋及び精製建屋 

分離建屋及び精製建屋に設置される機器は，機器内の水素濃度が未然防

止濃度に到達するまでの時間余裕が短いため，圧縮空気貯槽を水素掃気系

統上に設けることにより，水素掃気機能喪失後でも自動的に圧縮空気が供

給される設計とすることで時間余裕を１日以上に延長しているという特徴

がある。 

このため，水素掃気機能喪失後に圧縮空気を停止すると，機器内におけ

る水素爆発が発生する可能性があるため，圧縮空気の供給を継続すること

から，2.1 と同じ経路①（経路①-AB,AC）が想定される。 

その後，圧縮空気に同伴する放射性物質量を低減するために，高性能粒

子フィルタを設けたセルに導出するユニットに放出経路を切り替える。セ

ルに導出するユニットを介してセルへ放出された放射性物質は，可搬型排

風機が起動する前は地上放散する（経路②-AB,AC）。 

可搬型排風機が起動すると，放出影響緩和設備の可搬型フィルタを介し

て主排気筒から放出される。（経路③-AB,AC） 

以上の放出経路をまとめて図２に示す。 

現実的には，圧縮空気貯槽の圧縮空気量は分離建屋で 120m3 程度（概略

ではあるが，空気貯槽容量 16m3に圧力比 0.7MPa/0.1MPa を乗じると 112m3

となる），精製建屋で 140m3程度であり，建屋の体積は十万 m3オーダーであ

ることを考慮すると，ほとんどの空気は建屋内に留まると想定される。こ

の場合，建屋内の空気は放出緩和設備の可搬型排風機が起動した後に緩や

かに排風機側に引き込まれ，可搬型フィルタを介して主排気筒放出するも

のと想定される（経路④-AB,AC と呼ぶ）。 
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図２．分離建屋及び精製建屋の放出経路 
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2.3 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置される機器は，分離建屋及び

精製建屋に設置される機器と同様，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到

達するまでの時間余裕が短いため，圧縮空気ユニットを水素掃気系統上に

設けることにより，水素掃気機能喪失後でも自動的に圧縮空気が供給され

る設計とすることで時間余裕を１日以上に延長しているという特徴がある。

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋には水封安全器が無い，かつ，

塔槽類廃ガス処理設備の排風機がルーツブロアではなく排風機の停止時に

構造的に閉塞しないという特徴を有する。このため，主な放出経路は，塔

槽類廃ガス処理設備の排風機前に存在する排風機の流量を調整するための

インリーク経路から部屋への放出である。インリーク経路は電源喪失時に

フェイルオープンとなるため，大部分の空気はインリーク経路から放出さ

れると考えられる。 

また，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においても，水素掃気機能喪

失後に圧縮空気を停止すると，機器内における水素爆発が発生する可能性

があるため，圧縮空気の供給を継続することから，圧縮空気は塔槽類廃ガ

ス処理設備から部屋へ放出され地上放散する（経路①-CA）。 

その後，圧縮空気に同伴する放射性物質量を低減するために，高性能粒

子フィルタを設けたセルに導出するユニットに放出経路を切り替える。セ

ルに導出するユニットを介してセルへ放出された放射性物質は，可搬型排

風機が起動する前は地上放散する（経路②-CA）。 

可搬型排風機が起動すると，放出影響緩和設備の可搬型フィルタを介し

て主排気筒から放出される。（経路③-CA） 

以上の放出経路をまとめて図３に示す。 

現実的には，圧縮空気ユニットの圧縮空気量は 20m3程度（概略ではある
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が，ボンベ３本分の容量 0.14m3に圧力比 14MPa/0.1MPa を乗じると 19.6m3

となる）であり，建屋の体積は十万 m3 オーダーであることを考慮すると，

ほとんどの空気は建屋内に留まると想定される。この場合，建屋内の空気

は放出緩和設備の可搬型排風機が起動した後に緩やかに排風機側に引き込

まれ，可搬型フィルタを介して主排気筒放出するものと想定される（経路

④-CA と呼ぶ）。

図３．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の放出経路 
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3. 評価方法

3.1 基本方針 

各経路について敷地境界における 大個人線量を評価する。 

これらの被ばく線量値を比較し，被ばく線量評価結果が大きな経路を，圧

縮空気供給時の各建屋の代表線量とする。 

3.2 具体的評価手法 

事故により生じたエネルギーによって放射性物質が気相へ移行する割合や、

設備により除染される割合及び人間が呼吸しうる粒径の割合などをファクタ

ーとして考慮することによって放射性物質の放出量を簡易的に評価する手法、

５因子法
（１）

を参考として放射性物質放出量を評価する。以下に計算式を示す。 

ここで、 

STi  :核種グループ i の放射性物質放出量(Bq) 

MARi :対象機器等における核種グループ i の放射性物質量（Bq） 

DR :MAR のうち、各事象で影響を受ける割合(-) 

ARFi :核種グループ i の放射性物質の気相への移行割合(-) 

DFi :核種グループ i の放出経路における除染係数(-) 

Ci : 溶液組成の核種グループ i の濃度(Bq/m3) 

M: 溶液量(m3) 

STi MARi DR ARFi DFi

MARi Ci M 
(1)
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核種グループは、事故時に支配的になる核種として、Zr／Ｎｂ，Ｒｕ／Ｒ

ｈ，Ｃｓ／Ｂａ，Ｃｅ／Ｐｒ，Ｓｒ／Ｙ，その他ＦＰ，Ｐｕ（α），Ａｍ／Ｃ

ｍ（α），Ｕ（α）及びＮｐ（α）を設定した。 

放射性物質吸入による敷地境界外の実効線量 DI(Sv)は、放射性物質放出量

に相対濃度、呼吸率及び実効線量換算係数を乗じて求める。以下に計算式を

示す。 

 
i

iiI STQBHD / (2) 

ここで、 

Ｈ:実効線量換算係数(Sv/Bq) 

Ｂ: 呼吸率(m3/s) 

χ/Ｑ:相対濃度(s/m3) 

4. 評価条件

4.1． ＭＡＲの設定 

評価対象機器に内包する溶液中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理す

る使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5

ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間 15 年を基に算出した平常運転

時の 大値とする。ＭＡＲは，上記の放射性物質の濃度に基づき機器ごとに

設定する。 

4.2 ＤＲの設定 

ＤＲは事故時に発生するストレスにより放射性物質放出に寄与する割合で

あり、気相部の水素爆発では溶液表面部分のみの影響であると想定される。

このため，ＤＲは１を下回ると考えられるが，厳しい結果を与える設定とし
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てＤＲ＝1(機器内または対象となる場所に存在する放射性物質の全数が事象

に寄与)と設定する。 

4.3 ＡＲＦの設定 

圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する場合の放射性物質の割合は圧縮空

気１ｍ３当たり 10ｍｇ（1×10-5kg/m3）とし，ＡＲＦは本値に応じて機器ごと

に設定する。 

1 10
(3) 

ここで， 

Ｑi:機器 i に供給される圧縮空気流量(m3/h) 

Ｔ：評価時間(h) 

Ｖi：機器 i 内の溶液量(m3) 

ρi：機器 i 内の溶液の密度（kg/m3） 

ＡＲＦの算出に用いたパラメータを表１に示す。 

4.4 ＤＦの設定 

4.4.1 地上放散の場合 

地上放散の場合は，気相部に移行した放射性物質は水封安全器を介してセ

ルに放出された後，複数のセル又は部屋を介して屋外に到達する。放射性物

質が屋外に到達するまでの 短経路上のセル又は部屋の体積による希釈，セ

ル又は部屋間のＤＦ10 を考慮して，放出パスの総合的な除染係数（ＤＦｇと

する）を計算する。ＤＦｇは以下の式より計算する。計算に用いたパラメー
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タを表２に示す。 

 

ＤＦ
ｇ,

Ｖ
,
∙

1

Ｖ
,

∙ＤＦ
→

 (4) 

 

ここで，	

 

ＤＦｇ，ｊ：機器ｊの総合的な除染係数 

Ｖleak,j(m
3)：機器ｊから爆発により膨張し，放出する気体の体積。爆燃

を想定している。 

Ｖcell,i(m
3)：通過セルｉの体積 

Ｖgas,j(m
3)：機器ｊの気相部体積 

ＤＦi→i+1：通過セル i から次の通過セル i+1 間の除染係数。壁一枚につ

き１０とする
（２）

。 

 

 

4.4.2 主排気筒放出の場合 

圧縮空気を供給することにより平常時の流量を超えることは無いため，高

性能粒子フィルタの劣化は考慮しない。以下の通り除染係数を設定し，放出

経路上に存在する機器を組み合わせて経路ごとに除染係数を定める。 

セルへ導出するユニットの高性能粒子フィルタ：10３ 

可搬型フィルタ：10５ 

塔槽類廃ガス処理設備の配管：10 

高性能粒子フィルタへ至る前の配管の曲り及び機器による除染を考慮して，

除染係数 10 を期待する。これは，水素爆発時であっても配管の曲り１つで除
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染係数 10 程度の効果があることが報告されていることに基づく
（ ３ ）

。 
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表１．ＡＲＦの算出に用いたパラメータ 

建屋 
※ 

機器 
掃気流量 

（ｍ３／ｈ） 
液量 

（ｍ３） 
密度（ｋｇ
／ｍ３） 

ＡＲＦ 
（／ｈ） 

AA ハル洗浄槽 2 0.2 1000 1.0E-07 

AA 水バッファ槽 0.5 1000 1.0E-09 

AA 中継槽 0.5 7 1410 5.1E-10 

AA リサイクル槽 0.5 2 1410 1.8E-09 

AA 不溶解残渣回収槽 5 5 976 1.1E-08 

AA 計量前中間貯槽 1.1 25 1410 3.2E-10 

AA 計量・調整槽 0.9 25 1410 2.6E-10 

AA 計量後中間貯槽 0.9 25 1410 2.6E-10 

AA 計量補助槽 0.5 7 1410 5.1E-10 

AA 中間ポット 0.5  1400 2.8E-08 

AB 抽出塔 2.3 824 1.5E-08 

AB 第１洗浄塔 1.4 824 8.8E-09 

AB 第２洗浄塔 0.7 824 4.4E-09 

AB ＴＢＰ洗浄塔 2.1 824 2.0E-08 

AB プルトニウム分配塔 1.1 760 5.2E-09 

AB ウラン洗浄塔 0.7 824 5.0E-08 

AB プルトニウム洗浄器 0.5  824 3.5E-09 

AB プルトニウム溶液受槽 0.7 3 1010 2.4E-09 

AB プルトニウム溶液中間貯槽 0.7 3 1100 2.2E-09 

AB 第１一時貯留処理槽 2.9 824 1.5E-08 

AB 第２一時貯留処理槽 0.7 3 760 3.1E-09 

AB 第３一時貯留処理槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 第４一時貯留処理槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 第５一時貯留処理槽 0.7 3 1100 2.2E-09 

AB 第６一時貯留処理槽 4.4 824 8.90E-08 

AB 第７一時貯留処理槽 0.7 1073 2.4E-09 

AB 第８一時貯留処理槽 1.3  824 5.4E-09 

AB 第９一時貯留処理槽 0.5 10 1100 4.6E-10 

AB 第 10 一時貯留処理槽 0.5 824 1.1E-09 

AB 第１洗浄器 0.5 824 1.1E-09 

AB 高レベル廃液供給槽 0.5 20 1050 2.4E-10 

AB 高レベル廃液濃縮缶 5.7 22 1460 1.8E-09 

AB 溶解液中間貯槽 0.8 25 1410 2.3E-10 

AB 溶解液供給槽 0.5 6 1410 6.0E-10 

AB 抽出廃液受槽 0.5 15 1073 3.2E-10 

AB 抽出廃液中間貯槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 抽出廃液供給槽 1.1 60 1073 1.8E-10 

AC プルトニウム溶液供給槽 0.5 1100 1.2E-09 

AC 抽出塔 0.5 824 3.6E-08 

AC 核分裂生成物洗浄塔 0.5 824 4.7E-08 

AC 逆抽出塔 0.5 824 5.1E-08 

AC ウラン洗浄塔 0.5 824 1.9E-07 

AC 補助油水分離槽 0.5 1150 5.6E-08 

AC ＴＢＰ洗浄器 0.5 1150 8.7E-08 

AC プルトニウム溶液受槽 0.5 1080 5.2E-09 

AC 油水分離槽 0.5  1080 5.2E-09 

については商業機密の観点から公開できません。
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建屋 
※ 

機器 
掃気流量 

（ｍ３／ｈ） 
液量 

（ｍ３） 
密度（ｋｇ
／ｍ３） 

ＡＲＦ 
（／ｈ） 

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 0.7 1080 2.2E-09 

AC プルトニウム溶液一時貯槽 0.7 1080 2.2E-09 

AC プルトニウム濃縮缶 0.5 1700 1.5E-08 

AC プルトニウム濃縮液受槽 0.7 1620 4.5E-09 

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 1 1.5 1620 4.2E-09 

AC プルトニウム濃縮液計量槽 0.7 1620 4.5E-09 

AC リサイクル槽 0.7 1620 4.5E-09 

AC 希釈槽 1.6 1620 4.1E-09 

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 0.7 1620 4.5E-09 

AC 第１一時貯留処理槽 0.5 824 1.4E-08 

AC 第２一時貯留処理槽 0.5 824 1.3E-08 

AC 第３一時貯留処理槽 0.5 1080 1.6E-09 

AC 第４一時貯留処理槽 0.5 1200 2.4E-09 

AC 第７一時貯留処理槽 0.5 1080 4.6E-10 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 1 1 1580 6.4E-09 

CA 混合槽 1 1 1570 6.4E-09 

CA 一時貯槽 1 1 1580 6.4E-09 

KA 高レベル濃縮廃液貯槽 32 120 1300 2.1E-09 

KA 高レベル濃縮廃液一時貯槽 7.3 25 1300 2.3E-09 

KA 高レベル廃液混合槽 10 20 1300 3.9E-09 

KA 供給液槽 3 5 1300 4.7E-09 

KA 供給槽 1 2 1300 3.9E-09 

KA 不溶解残渣廃液一時貯槽 4.5 5 976 9.3E-09 

KA 不溶解残渣廃液貯槽 27 70 976 4.0E-09 

KA 高レベル廃液共用貯槽 32 120 1300 2.1E-09 
※ＡＡ：前処理建屋，ＡＢ：分離建屋，ＡＣ：精製建屋，ＣＡ：ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，ＫＡ：高レベル廃液ガラス固化建屋

については商業機密の観点から公開できません。
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表２．ＤＦｇの算出に用いたパラメータ 

建屋 

※ 
機器 

Vleak 

(m3) 

Vcell１ 

(m3) 

Vcell2 

(m3) 

Vcell3 

(m3) 

Vcell4 

(m3) 

１/DFg 

(-) 

AA ハル洗浄槽 2 3304 4720 － － 1.5E-10 

AA 水バッファ槽 0.5 3304 4720 － － 9.1E-12 

AA 中継槽 0.5 3304 4720 － － 9.1E-12 

AA リサイクル槽 0.5 3304 4720 － － 9.1E-12 

AA 不溶解残渣回収槽 5 3304 4720 － － 9.1E-10 

AA 計量前中間貯槽 1.1 3304 4720 － － 4.4E-11 

AA 計量・調整槽 0.9 3304 4720 － － 3.0E-11 

AA 計量後中間貯槽 0.9 3304 4720 － － 3.0E-11 

AA 計量補助槽 0.5 3304 4720 － － 9.1E-12 

AA 中間ポット 0.5 3304 4720 － － 9.1E-12 

AB 抽出塔 2.3 2832 6497 － － 2.6E-09 

AB 第１洗浄塔 1.4 2832 6497 － － 9.6E-10 

AB 第２洗浄塔 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 

AB ＴＢＰ洗浄塔 2.1 2832 6497 － － 2.2E-09 

AB プルトニウム分配塔 1.1 2832 6497 － － 6.0E-10 

AB ウラン洗浄塔 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 

AB プルトニウム洗浄器 0.5 2832 6497 － － 1.3E-10 

AB プルトニウム溶液受槽 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 

AB プルトニウム溶液中間貯槽 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 

AB 第１一時貯留処理槽 2.9 2832 6497 － － 4.2E-09 

AB 第２一時貯留処理槽 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 

AB 第３一時貯留処理槽 0.5 2832 6497 － － 1.3E-10 

AB 第４一時貯留処理槽 0.5 2832 6497 － － 1.3E-10 

AB 第５一時貯留処理槽 0.7 2832 6497 － － 2.4E-10 
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建屋 

※ 
機器 

Vleak 

(m3) 

Vcell１ 

(m3) 

Vcell2 

(m3) 

Vcell3 

(m3) 

Vcell4 

(m3) 

１/DFg 

(-) 

AB 第６一時貯留処理槽 4.4 2832 6497 － － 9.47E-09 

AB 第７一時貯留処理槽 0.7 2832 6497 － － 2.40E-10 

AB 第８一時貯留処理槽 1.3 2832 6497 － － 8.27E-10 

AB 第９一時貯留処理槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 第 10一時貯留処理槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 第１洗浄器 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 高レベル廃液供給槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 高レベル廃液濃縮缶 5.7 2832 6497 － － 1.59E-08 

AB 溶解液中間貯槽 0.8 2832 6497 － － 3.13E-10 

AB 溶解液供給槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 抽出廃液受槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 抽出廃液中間貯槽 0.5 2832 6497 － － 1.22E-10 

AB 抽出廃液供給槽 1.1 2832 6497 － － 5.92E-10 

AC プルトニウム溶液供給槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 抽出塔 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 核分裂生成物洗浄塔 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 逆抽出塔 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC ウラン洗浄塔 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 補助油水分離槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC ＴＢＰ洗浄器 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC プルトニウム溶液受槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 油水分離槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 

AC プルトニウム溶液一時貯槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 

AC プルトニウム濃縮缶 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC プルトニウム濃縮液受槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 
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建屋 

※ 
機器 

Vleak 

(m3) 

Vcell１ 

(m3) 

Vcell2 

(m3) 

Vcell3 

(m3) 

Vcell4 

(m3) 

１/DFg 

(-) 

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 1 7645 8710 － － 1.35E-10 

AC プルトニウム濃縮液計量槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 

AC リサイクル槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 

AC 希釈槽 1.6 7645 8710 － － 3.46E-10 

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 0.7 7645 8710 － － 6.62E-11 

AC 第１一時貯留処理槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 第２一時貯留処理槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 第３一時貯留処理槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 第４一時貯留処理槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

AC 第７一時貯留処理槽 0.5 7645 8710 － － 3.38E-11 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 1 1 1183 － － 7.61E-06 

CA 混合槽 1 1 1183 － － 7.61E-06 

CA 一時貯槽 1 1 1183 － － 7.61E-06 

KA 高レベル濃縮廃液貯槽 32 1801 1289 3923 697 2.48E-07 

KA 高レベル濃縮廃液一時貯槽 7.3 1801 1289 3923 697 1.29E-08 

KA 高レベル廃液混合槽 10 1801 1289 3923 697 2.42E-08 

KA 供給液槽 3 1801 1289 3923 697 2.18E-09 

KA 供給槽 1 1801 1289 3923 697 2.42E-10 

KA 不溶解残渣廃液一時貯槽 4.5 1801 1289 3923 697 4.91E-09 

KA 不溶解残渣廃液貯槽 27 1801 1289 3923 697 1.77E-07 

KA 高レベル廃液共用貯槽 32 1801 1289 3923 697 2.48E-07 

※AA:前処理建屋、AB:分離建屋、AC:精製建屋、CA：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、KA:高レベル廃液ガラス固化建

屋 
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4.6 実効線量換算係数 

実効線量換算係数は ICRP Pub 7 2
（４）

から核種毎の係数を調査し設定した。実

効線量換算係数を表３に示す。 

表３ 実効線量換算係数 

核種グループ 呼吸摂取実効線量換算係数（Sv/Bq) 

Zr/Nb 1.7×10-8 
Ru/Rh 3.3×10-8 
Cs/Ba 2.4×10-9 
Ce/Pr 2.6×10-8 
Sr/Y 8.1×10-8 
その他 FP 2.9×10-8 
Pu 3.5×10-6 
Am/Cm 3.6×10-5 
U 5.1×10-6 
Np 4.19×10-7 

4.7 相対濃度及び呼吸率 

相対濃度は「再処理施設の設計基準事象選 定
（５）

」に記載の値を用いた(表４

参照)。呼吸率は再処理事業指定申請書に記載の 3.33×10-4m3/s とした。 

表４ 相対濃度一覧 

放出点 χ/Q(s/m3) 
主排気筒 1.2×10-6 
前処理建屋 9.5×10-5 
分離建屋 9.3×10-5 
精製建屋 7.7×10-5 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 7.8×10-5 
高レベル廃液ガラス固化建屋 1.1×10-4 

5. 評価結果

評価結果を表５に示す。各建屋で支配的となる放出経路は初期の地上放散

であるが，平常時の年間の被ばく線量 22μSv を下回ることを確認した。 
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表５ 被ばく線量評価結果 

建屋 経路名 評価時間 除染係数 
被ばく線量 

(mSv) 
AA,KA 経路①-AA,KA 45 分（0.75h） 表２に示す AA:8E-12 

KA:5E-7 
経路②-AA,KA 1 年 １Ｅ＋６ 平常時と同等 

AB,AC 経路①-AB,AC 3 時間           表２に示す値 AB:3E-10 
AC:3E-11 

経路②-AB,AC 4 時間
（可搬型排風
機起動まで） 

表２の値× 
１Ｅ＋３ 

AB:4E-13 
AC:4E-14 

経路③-AB,AC 1 年 １Ｅ＋９ 平常時と同等 
経路④-AB,AC 1 年 １Ｅ＋６ 平常時と同等 

CA 経路①-CA 3 時間           表２に示す値 8E-7 
経路②-CA 4 時間

（可搬型排風
機起動まで） 

表２の値× 
１Ｅ＋３ 

1E-9 

経路③-CA 1 年 １Ｅ＋９ 平常時と同等 
経路④-CA 1 年 １Ｅ＋６ 平常時と同等 
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８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 
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補足説明資料８－４ 

 

空気漏えい時の作業環境 

 

1. はじめに 

重大事故時に対処に当たる要員の作業環境を評価するため、

発生防止対策又は拡大防止対策成功時において、供給した空

気が部屋へ漏えいした場合の事象発生建屋内の要員の外部被

ばくの線量率を算出する。 

 

2. 評価対象となる建屋及び作業部屋 

評価対象の建屋は，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットに

より継続的に空気が供給される分離建屋，精製建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋を対象とする。評価対象の部

屋は，セル導出先のセルに隣接する部屋とする。 

 

3. 評価方法 

3.1 内部被ばく 

内部被ばくについては、重大事故等の対処時に酸素呼吸器

を装備していることをから被ばく経路に考慮しない。 

 

3.2 外部被ばく 

外部被ばくの線量率は、サブマージョン計算式を用い評価

する。供給された圧縮空気は，厳しい結果となるように全量

が漏えいすることを想定する。 

 

 (１ ) 流出する放射能量の算出 
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核種グループｉの放出インベントリＳＴｉ は， 

ＳＴｉ＝ＭＡＲｉ ×ＤＲ×ＡＲＦ／ＤＦ 

ここで， 

ＳＴｉ：核種グループｉの放出インベントリ（Ｂｑ） 

   ＭＡＲｉ：核種グループｉの貯槽の放射性物質量（Ｂｑ） 

   ＤＲ：原因事象の影響を受ける割合（－）（＝１） 

   ＡＲＦ：気相への移行率（－）（10ｍｇ／ｍ３とする） 

   ＤＦ：除染係数（－）（＝１） 

 

 (２ ) ＡＲＦの評価方法 

圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する場合の放射性物質

の割合は圧縮空気１ｍ３当たり 10ｍｇ（1×10-5kg/m3）とし，

ＡＲＦは本値に応じて機器ごとに設定する。 

1 10
 (3) 

 

ここで， 

Ｑ i:機器 i に供給される圧縮空気流量(m3/h) 

Ｔ：評価時間(h) 

Ｖ i：機器 i 内の溶液量(m3) 

ρ i：機器 i 内の溶液の密度（kg/m3）  

 

ＡＲＦの算出に用いたパラメータを表１に示す。 
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表１．ＡＲＦの算出に用いたパラメータ

建
屋
※

機器
掃気流量
（ｍ ３ ／

ｈ）

液量
（ｍ ３ ） 

密度（ｋ
ｇ／ｍ ３ ） 

ＡＲＦ
（／ｈ）

AB 抽出塔 2.3  824 1.5E-08 

AB 第１洗浄塔 1.4  824 8.8E-09 

AB 第２洗浄塔 0.7  824 4.4E-09 

AB ＴＢＰ洗浄塔 2.1  824 2.0E-08 

AB プルトニウム分配塔 1.1  760 5.2E-09 

AB ウラン洗浄塔 0.7  824 5.0E-08 

AB プルトニウム洗浄器 0.5  824 3.5E-09 

AB プルトニウム溶液受槽 0.7 3 1010 2.4E-09 

AB 
プルトニウム溶液中間貯
槽  

0.7 3 1100 2.2E-09 

AB 第１一時貯留処理槽 2.9  824 1.5E-08 

AB 第２一時貯留処理槽 0.7 3 760 3.1E-09 

AB 第３一時貯留処理槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 第４一時貯留処理槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 第５一時貯留処理槽 0.7 3 1100 2.2E-09 

AB 第６一時貯留処理槽 4.4  824 8.90E-08 

AB 第７一時貯留処理槽 0.7  1073 2.4E-09 

AB 第８一時貯留処理槽 1.3  824 5.4E-09 

AB 第９一時貯留処理槽 0.5 10 1100 4.6E-10 

AB 第 10 一時貯留処理槽 0.5  824 1.1E-09 

AB 第１洗浄器 0.5  824 1.1E-09 

AB 高レベル廃液供給槽 0.5 20 1050 2.4E-10 

AB 高レベル廃液濃縮缶 5.7 22 1460 1.8E-09 

AB 溶解液中間貯槽 0.8 25 1410 2.3E-10 

AB 溶解液供給槽 0.5 6 1410 6.0E-10 

AB 抽出廃液受槽 0.5 15 1073 3.2E-10 

AB 抽出廃液中間貯槽 0.5 20 1073 2.4E-10 

AB 抽出廃液供給槽 1.1 60 1073 1.8E-10 

AC プルトニウム溶液供給槽 0.5 1100 1.2E-09 

AC 抽出塔 0.5 824 3.6E-08 

AC 核分裂生成物洗浄塔 0.5 824 4.7E-08 

AC 逆抽出塔 0.5 824 5.1E-08 

AC ウラン洗浄塔 0.5 824 1.9E-07 

AC 補助油水分離槽 0.5 1150 5.6E-08 

AC ＴＢＰ洗浄器 0.5 1150 8.7E-08 

AC プルトニウム溶液受槽 0.5 1080 5.2E-09 

AC 油水分離槽 0.5 1080 5.2E-09 

AC 
プルトニウム濃縮缶供給
槽  

0.7 1080 2.2E-09 

AC 
プルトニウム溶液一時貯
槽  

0.7 1080 2.2E-09 

AC プルトニウム濃縮缶 0.5 1700 1.5E-08 

AC プルトニウム濃縮液受槽 0.7 1620 4.5E-09 

AC 
プルトニウム濃縮液一時
貯槽  

1 1.5 1620 4.2E-09 

AC プルトニウム濃縮液計量 0.7 1620 4.5E-09 

については商業機密の観点から公開できません。
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建
屋
※

機器
掃気流量
（ｍ ３ ／

ｈ）

液量
（ｍ ３ ） 

密度（ｋ
ｇ／ｍ ３ ） 

ＡＲＦ
（／ｈ）

槽

AC リサイクル槽 0.7  1620 4.5E-09 

AC 希釈槽 1.6  1620 4.1E-09 

AC 
プルトニウム濃縮液中間
貯槽  

0.7  1620 4.5E-09 

AC 第１一時貯留処理槽 0.5  824 1.4E-08 

AC 第２一時貯留処理槽 0.5  824 1.3E-08 

AC 第３一時貯留処理槽 0.5  1080 1.6E-09 

AC 第４一時貯留処理槽 0.5  1200 2.4E-09 

AC 第７一時貯留処理槽 0.5  1080 4.6E-10 

CA 硝酸プルトニウム貯槽 1 1 1580 6.4E-09 

CA 混合槽 1 1 1570 6.4E-09 

CA 一時貯槽 1 1 1580 6.4E-09 
※ Ａ Ｂ：分 離 建 屋 ，Ａ Ｃ：精 製 建 屋 ，Ｃ Ａ：ウ ラ ン・プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建
屋

については商業機密の観点から公開できません。
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(３ ) ガンマ線の線源強度の算出

爆発によりリークする核種グループｉの放射能量Ｍ ｉ は，

以下の式より求める。 

Ｍｉ＝ＭＡＲｉ×ＤＲ×ＡＲＦｉ

Ｓγ ,ｉ＝Ｅ×Ｍｉ／0.5／Ｖｄ ｉ ｆ

ここで， 

Ｍｉ：リークする核種グループｉの放射能量（Ｂｑ） 

Ｓγ ,ｉ：核種グループｉの線源強度（γ／ｃｍ３／ｓ） 

Ｅ ｉ ：核種グループｉのガンマ線実効エネルギ（Ｍ

ｅＶ／ｄｉｓ） 

0.5：エネルギ換算係数（0.5ＭｅＶ換算）(ＭｅＶ／

γ) 

Ｖｄ ｉ ｆ ：拡散範囲(ｃｍ３ )

用いたガンマ線実効エネ ル ギ
（１）（２）

を表２に示す。

表２ ガンマ線実効エネルギ一覧

元素(代表核種) 
ガンマ線実効エネルギ

(MeV/dis) 

Zr/Nb(Zr-93) 8.009×10-5 

Ru/Rh(Rh-106) 2.050×10-1 

Cs/Ba(Cs-137) 5.970×10-1 

Ce/Pr(Pr-144) 3.200×10-2 

Sr/Y(Y-90) 7.488×10-2 

その他 FP(Eu-154) 1.242 

(４ ) 外部被ばくの線量率の算出

サブマージョンモデルを用いて外部被ばくの線量率を計
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算す る
（３）

。  

 

Ｄγ ,ｉ＝（Ｋ／μ）×[（Ａ／（１＋α１ ））×｛１－ｅｘｐ

（－（１＋α１）・μ・Ｒ２）｝＋（（１－Ａ）／（１＋α２））

×｛１－ｅｘｐ（－（１＋α２）・μ・Ｒ０）｝]×Ｓγ ,ｉ×0.5 

 

ここで， 

Ｄ γ ,ｉ ：核種グループｉの外部被ばくの線量率（ｍＳｖ

／ｈ） 

Ｋ：線量率換算係数（（ｍＳｖ／ｈ）／（γ／ｃｍ２／ｓ）） 

（＝8.92206×10－ ６）  

Ａ，α１，α２ ：テーラ型ビルド アップ係数（－） 

（Ａ＝24.0，α１＝－0.138，α２＝0.0）  

（空気に対する 0.5ＭｅＶガンマ線の値） 

μ：線吸収係数（ｃｍ － １ ）（＝質量減衰係数 0.087（ｃ

ｍ２／ｇ）×ρ） 

Ｒ 0：放射性物質拡散範囲の半球換算時等価半径（ｃｍ） 

 

Ｄγ＝∑（Ｄγ ,ｉ ）  

ここで， 

Ｄ γ ：全核種グループの外部被ばくの線量率（ｍＳｖ／

ｈ） 

 

４．評価結果 

ガンマ線の線源強度の評価結果を表３に示す。また，建屋

毎の線量率を表４に示す。評価結果からわかるように，可搬

型排風機の起動までの作業に支障はないと判断できる。 
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表３．ガンマ線の線源強度 

元素グル ープ  

分離建屋  精製建屋  
ウラン・ プルトニ
ウム混合 脱硝建屋  

Sγ (Bq) Sγ (Bq) Sγ (Bq) 

Zr/Nb 2.1E+04 0.0E+00 0.0E+00 

Ru/Rh 3.5E+05 3.7E+00 4.3E-02 

Cs/Ba 1.1E+09 0.0E+00 8.3E+00 

Ce/Pr 2.4E+04 0.0E+00 1.7E-03 

Sr/Y 7.8E+08 0.0E+00 1.0E+01 

other FPs 6.9E+07 7.0E+01 1.3E+02 

Pu 4.9E+08 6.8E+09 3.2E+09 

Am/Cm 6.4E+07 0.0E+00 3.1E+06 

U 7.7E+03 5.8E+00 3.3E+02 

Np 4.4E+04 0.0E+00 5.6E+00 

 

表４．線量率の評価結果 

建屋 線量率 
(mSv/h) 

分離建屋 0.03 

精製建屋 
隣接部屋１ 5×10-9 

隣接部屋２ 2×10-10 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 9×10-10 

 

５．参考文献 

 (１ ) K. F. Echerman and J. C. Ryman “ FEDERAL GUIDANCE 

REPORT NO.12 EXTERNAL EXPOSURE TO RADIONUCLIDES IN 

AIR, WATER AND SOIL (1993). 

 (２ ) 原子力安全委員会「被曝計算に用いる放射線エネルギ等

について」(平成 13 年 ) 

 (３ ) W.H. Guilinger, N. D. Cook and P. A. Gills, 

“ SPAN-3” ; A Shield Design Program for the 

PHILCO-2000 Computer” , WAPD-TM-235 (1962) 
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補足説明資料８－５ 

 

水素爆発時の塔槽類廃ガスフィルタの健全性について 

 

1. 目的 

機器内において放射線分解により発生した水素が爆発した

場合，機器から塔槽類廃ガス処理設備へ水素の燃焼が伝播し，

塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタへ圧力波，高温

ガスが到達する可能性がある。水素爆発を想定する機器内で

水素爆発が発生した場合における塔槽類廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタに与える影響を定性的に検討する。 

 

2. 塔槽類廃ガス処理設備内の水素爆発の様態 

2.1 水素爆発時の燃焼伝播モードについて 

一般的に，可燃性ガスの燃焼の伝播には，爆燃及び爆轟の

２つのモードがある。概略ではあるが，爆燃とは亜音速で伝

播する火炎伝播現象であり，爆轟とは超音速で伝播する火炎

伝播現象であ る
（１）

。爆轟は強いエネルギで直接起爆し発生する

場合と，爆燃から配管のような狭い空間において圧力波の反

射による燃焼波の乱れ等により波面が加速し，爆轟に遷移す

る（以下，「ＤＤＴ」という。）ことがある。再処理工場にお

いては，着火源が排除されていることから，何らかの原因で

水素が着火するとしても，着火エネルギが大きくなるとは考

えがたい。このため，火炎の伝播は爆燃から始まると考えら

れる。この場合は，爆発前後の圧力比は空気の場合で約 7 程

度である
（ １ ）

。一方，水素と空気の理論混合比における爆轟の圧
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力は，1.58ＭＰａ程度に達する
（ １ ）

。  

2.2 再処理工場の特徴を考慮した爆発現象 

水素爆発を想定する機器と，塔槽類廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタの間には，塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗

浄塔，凝縮器等の機器が存在する。 

配管のような閉空間では，2.1 で述べたように燃焼に伴う

圧力波が散逸せず，反射することにより部分的に高圧になり，

火炎の速度を加速させ爆轟に転移する可能性がある。一方，

洗浄塔のように機器内部に水を含む場合は圧力波及び火炎を

減衰させる。このため，塔槽類廃ガス処理設備内での圧力伝

播挙動は，機器内の水素の濃度，塔槽類廃ガス処理設備内の

水素濃度分布，着火位置など様々な要因により変化すると考

えられる。 

高性能粒子フィルタの健全性について，定量的な結果を得

るためには，水素爆発を想定する機器それぞれ 86 機器分の経

路をモデル化した拡散解析，水素燃焼解析を実施する必要が

あり現実的ではない。このため，着火から爆轟波が形成され

るまでの距離である爆轟誘導距離（経路長さ÷経路の径，以

下Ｌ／Ｄという。）を用いて定性的な検討を行う。水素の爆轟

誘導距離は，文献（１）では 100 とされている。原子力発電

所の検討例では，Ｌ／Ｄの目安として 20 が使用されている実

績がある
（ ２ ）

。配管径を 50Ａから 150Ａと想定し，Ｌ／Ｄ=20 と

なるように配管長さを求めた結果を表１に示す。水素が理想

的に滞留するような条件では，表１に示すように比較的短い

距離で爆轟に遷移する可能性がある。 

このため，発生防止対策又は拡大防止対策が成立せず，水

素が蓄積するような状況となった場合には，配管内での爆轟
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を想定する必要がある。 

 

表１．配管径と爆轟誘導距離 20 の場合の配管長さ 

配管径  Sch20S の時の内径 (mm) L/D=20 相当の管長さ (m) 

50A 53.5 1.07 

65A 69.3 1.386 

80A 81.1 1.622 

90A 93.6 1.872 

100A 106.3 2.126 

125A 129.8 2.596 

150A 155.2 3.104 

 

3. 高性能粒子フィルタの健全性 

高性能粒子フィルタの健全性を議論する場合，着目すべき

物理現象及び要因は，主にガス温度，ガス流速，差圧，湿度，

流入する化学物質である。水素爆発の場合，ガス温度，ガス

流速，差圧に着目する必要がある。 

3.1 健全性の判断基準 

ガス温度は報告されている高温試験に基づき 200℃とす る
（３）

。 

ガス流速はＮＵＲＥＧ／ＣＲ－６４１ ０
（４）

に基づき定常流

速の 10 倍とする。 

フィルタの差圧は報告されている圧力変化試験に基づき

9.3ｋＰａとす る
（５）

。  

3.2 ガス温度 

爆轟に達した場合，ガス温度は 3000℃前後に達する。燃焼

後のガスが持つ熱は，配管や構造物へ放熱しつつ伝播し，高

性能粒子フィルタに到達するころには大きく温度は低下する

と想定されるが，厳しい結果となるように断熱条件で考えれ

ば 200℃を超過する場合があると考える。 

3.3 ガス流速 
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爆轟の場合，ガス流速は音速を超える。音速を約 340ｍ／

ｓ と し ， フ ィ ル タ の 断 面 積 を 約 0.37ｍ ２ と 仮 定 す る と ，

450,000ｍ３／ｈとなり，高性能粒子フィルタの定格風量 2000

ｍ３ /h の 10 倍を大きく上回ることから，フィルタの健全性を

担保するためには詳細な検討が必須となる。 

3.4 差圧 

判断基準とした 9.3kPa に相当する流量は 400ｍ３／ｈ程度

である。差圧は大風量下では風速の２乗に比例するため，3.3

で想定したような風量では明らかに 9.3ｋＰａを超過する。

このため，フィルタの健全性を担保するためには詳細な検討

が必須となる。 

 

4. まとめ 

水素爆発を想定する機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタの水素爆発時の健全性について定性的

に検討した。定性的な検討の範囲では，爆発時の温度，ガス

流速及び差圧の全ての観点で厳しい条件となることから，高

性能粒子フィルタが爆発時に健全であるとは断言できない。 

 

5．参考文献 

 (１ ) 「水素の有効利用ガイドブック」，（独）新エネルギー・

産業技術総合開発機構，平成 20 年３月 

 ( ２ )  玄海原子力発電所３号炉及び４号炉  重大事故等対策

の有効性評価に係る説明資料，平成 28 年６月，九州電

力株式会社 

 (３ ) 尾崎誠，金川昭．高性能エアフィルタの苛酷条件下にお

ける性能．空気清浄．1988-03， vol． 25， no． 6． 
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 (４ ) Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis 

Handbook, NUREG/CR-6410, 1998.  

 (５ ) 尾崎他、 「高性能エアフィルタの苛酷時健全性試

験,(VII), 圧力変化試験」、日本原子力学会誌、Vol.30, 

No.4, 1988 年  
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補足説明資料８－６ 

未然防止濃度に到達するまでの時間余裕の評価方法 

 

1. はじめに 

水素爆発を想定する機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達するまで

の時間の評価方法を以下に示す。 

また，分離建屋及び精製建屋に設置する圧縮空気貯槽並びにウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋に設置する圧縮空気ユニットから，安全圧縮空

気系の系内の圧力の低下に伴い空気が自動供給される。これらの機器が，

24 時間後においても，水素爆発を想定する機器内の水素濃度を未然防止

濃度に維持できることを以下に示す。 

 

2. 評価の方法 

2.1 圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットを考慮しない場合 

機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する時間を以下の通り評価す

る。 

水素発生速度を下式より求める。以下の式は，再処理施設の設計及

び工事の方法の認可申請書における火災及び爆発の防止設計の水素発

生量の評価式と同等である。 

 

水相のみの場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ａｑ

× Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋Ｑ
βγ，ａｑ

×Ｇ
βγ，ａｑ

  

ここで， 

Ｆ
Ｈ

２

：水素発生速度（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 
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Ｖａｑ：水相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりのα崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ａｑ：水相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

Ｇβγ，ａｑ：水相での βγ 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

有機相のみの場合，  

 Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ｏｒｇ

× Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

	

    ＋Ｑ
βγ，ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

 

ここで， 

Ｖｏｒｇ：有機相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりのα崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ｏｒｇ：有機相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

Ｇβγ，ｏｒｇ：有機相での βγ 線のＧ値 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 

水相及び有機相が混在する場合， 

 Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６× Ｖ
ａｑ

× Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋ 	

    
Ｖ

ａｑ
×Ｑ

βγ，ａｑ
＋Ｖ

ｏｒｇ
×Ｑ

βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ａｑ

＋ 

   Ｖ
ｏｒｇ

× Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋	
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Ｖ

ａｑ
×Ｑ

βγ，ａｑ
＋Ｖ

ｏｒｇ
×Ｑ

βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

	

次に，水素発生速度を用いて，気相部の初期水素濃度を下式より求め

る。評価に用いる水素掃気用安全圧縮空気流量は，水素掃気空気の流量計

の警報設定値とし，初期水素濃度を高めに評価する。 

Ｃ
０
＝

Ｆ
Ｈ

２

Ｆ
Ｈ

２

+ｆ
ａｉｒ

×100 

ここで， 

Ｃ０：初期水素濃度（ｖｏｌ％） 

ｆａｉｒ：水素掃気用安全圧縮空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

さらに，水素発生速度及び気相部の初期水素濃度を用いて，未然防止

濃度到達までの時間を下式より求める。 

ｔ
ｍａｒ

＝
８-Ｃ

０

100
×

Ｖ
ｇａｓ

Ｆ
Ｈ

２

 

ここで， 

ｔｍａｒ：未然防止濃度到達までの時間（ｈ） 

Ｖｇａｓ：機器の空間容量（ｍ３） 

 

評価に用いるパラメータを第１表に示す。 

 

2.2 圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットを考慮する場合 

水素掃気機能が喪失した場合に，圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニット（以

下，圧縮空気貯槽等）から水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が継続

される時間を以下のとおり評価する。 
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圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットから圧縮空気を供給する流路は，平常

運転時に圧縮空気を供給する流路と大部分を共有している。このため，平常

運転時の経路の抵抗を用いて水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏ

ｌ％以下に維持するために必要な圧縮空気流量を供給するための圧縮空気貯

槽等の出口流量を求める。 

水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持するために

必要な圧縮空気流量及び平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮

空気流量の比率を下式により求める。 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

＝
Ｆ

８ｖｏｌ％

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

 

ここで， 

Ｆ
ｒａｔｉｏ

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以

下に維持するために必要な圧縮空気流量及び平常運転

時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮空気流量の

比率（－） 

Ｆ
８ｖｏｌ％

：水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以

下に維持するために必要な圧縮空気流量（ｍ３／ｈ

［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｆ
ｄｅｓｉｇｎ

：平常運転時の水素掃気用安全圧縮空気系からの圧縮

空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

得られた比率に，平常運転時において水素爆発を想定する機器にそれぞれ

供給されている圧縮空気の流量の建屋毎の和をかけることで，水素爆発を想

定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に維持できる圧縮空気を供給する

ために必要な建屋入口での圧縮空気流量を求めることができる。 

水素掃気機能が喪失した直後に，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから
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供給される圧縮空気流量を初期圧縮空気流量とする。圧縮空気の供給に伴い

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの圧力が減少し，供給

される空気流量も減少する。圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの供給

開始後１分毎の圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの圧力

の減少は下式により求める。 

ΔＰ＝Ｐ ×
Ｆ

ｓｅｒｖｅ

60
×

1

Ｖ
×

Ｔ＋273.15

273.15
 

ここで， 

ΔＰ ：同一の空気流量で圧縮空気を１分間供給したときの圧力の

減少量（ＭＰａ） 

Ｐ０:初期圧力（ＭＰａ），0.1013 とした。 

Ｆ
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される各

建屋入口での圧縮空気流量（ｍ３／ｈ） 

Ｖ ：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボンベの体

積（ｍ３） 

Ｔ ：空気温度（℃） 

安全圧縮空気系は，オリフィスにより減圧し，減圧後の圧力で各機器に必

要な圧縮空気が流れる設計としている。圧縮空気貯槽等の圧力によって，オ

リフィスにおける空気の流れが臨界流又は乱流と変わることから，いずれの

場合においても適用可能な流量と圧力の関係式である以下の式から，圧力減

少に伴う空気供給流量の減少を求める。 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

＝Ｆ
ｓｅｒｖｅ

×
Ｐ

ｈｅａｄｅｒ
－ΔＰ

Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

２

 

ここで， 

Ｆ’
ｓｅｒｖｅ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される
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減圧後の各建屋入口での圧縮空気流量（ｍ３／ｈ） 

Ｐ
ｈｅａｄｅｒ

：圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットの圧縮空気ボン

ベの圧力（ＭＰａ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから供給される減圧後の各建屋入口で

の圧縮空気流量が水素爆発を想定する機器内の水素濃度を８ｖｏｌ％以下に

維持できる圧縮空気を供給するために必要な建屋入口での圧縮空気流量を下

回るまで圧力減少及び供給流量減少の評価を繰り返し，圧縮空気貯槽又は圧

縮空気ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が継続される

時間を求める。 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットは，各建屋の水素掃気用安全圧縮空気

系に設置するため，水素掃気機能が喪失した場合に，各建屋に設置されてい

る全ての水素爆発を想定する機器に圧縮空気を自動で供給する。一方で，分

離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置されている

水素爆発を想定する機器の時間余裕は最短で 0.20 時間，最長で 7800 時間で

あり，全ての機器に圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供

給がなされ，時間余裕の延長が期待される。上記の計算により得られた圧縮

空気貯槽又は圧縮空気ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供

給が継続される時間及び圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気

の供給を期待しない場合の未然防止濃度到達までの時間を比較し，大きい方

を時間余裕として採用する。以上の評価の流れを図１に示す。 

  

209



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．計算フロー 
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3. 圧縮空気の供給が継続される時間の評価条件 

水素爆発を想定する機器についての条件を第１表に示す。また，圧縮空気

貯槽又は圧縮空気ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空気の供給が

継続される時間を求めるために用いる主要な評価条件を第２表に示す。 

 

4. 評価の結果 

圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットから水素爆発を想定する機器に圧縮空

気の供給が継続されない場合とされる場合の未然防止濃度到達までの時間を

第３表に示す。 
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第１表 放射線分解により発生する水素による爆発の未然防止濃度到達時間の評価条件 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

（ｍ３） 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

前処

理建

屋 

ハル洗浄槽 0.020 0.0 1.2×10１ 1.1×10２ 1.4 0.45 － － － － － 0.12 0.038 

水バッファ槽  0.0 6.2 1.4×10１ 1.4 0.45 － － － － － 0.36 0.69 

中間ポット  3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.37 0.060 

中継槽 7.0 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 2.7 

リサイクル槽 2.0 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 0.47 

不溶解残渣回収槽 5.0 0.17 1.7×10－２ 3.3 0.86 0.24 － － － － － 3.6 2.4 

計量前中間貯槽 25 3.0 1.7×10２ 4.4×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.83 7.8 

計量・調整槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.63 7.8 

計量後中間貯槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.63 7.8 

計量補助槽 7.0 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 1.6 

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

分離 

建屋 

抽出塔  3.0 7.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042  3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.50 0.22 

第１洗浄塔 3.0 2.9×10１ 8.6×10１ 0.11 0.042  3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 0.22 

第２洗浄塔  4.2 1.1×10１ 1.1 0.059 0.034  3.1×10１ 3.5×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.22 

ＴＢＰ洗浄塔  2.8 4.1×10１ 3.2×10２ 0.11 0.044 － 2.2 － 7.0 0.68 0.058 

溶解液中間貯槽 25 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.59 11 

溶解液供給槽 6.0 3.0 1.2×10２ 3.5×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 2.3 

抽出廃液受槽 15 2.8 4.1×10１ 2.5×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 4.4 

抽出廃液中間貯槽 20 2.8 4.1×10１ 2.5×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 4.1 

抽出廃液供給槽 60 2.6 4.1×10１ 2.5×10２ 0.12 0.045 － － － － － 0.83 18 

プルトニウム分配塔  1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065  3.5×10１ 1.7×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.29 

ウラン洗浄塔  1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065  8.1×10１ 1.4×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.049 

プルトニウム洗浄器  0.5 3.8 4.6×10－１ 0.63 0.16  3.5 1.6×10－１ 3.0 3.0 0.36 1.1 

プルトニウム溶液受槽 3.0 1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.15 

プルトニウム溶液中間貯槽 3.0 1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.15 

第１一時貯留処理槽 3.0 7.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 3.8×10１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.50 0.15 

第２一時貯留処理槽 3.0 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065 － － － － － 0.36 0.15 

第３一時貯留処理槽 20 3.0 8.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 11 

第４一時貯留処理槽 20 2.8 4.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.044 － － － － － 0.36 11 

第５一時貯留処理槽 － － － － － － 3.0 4.3×10－１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 0.15 

第６一時貯留処理槽  2.8 2.0×10２ 1.3×10３ 0.11 0.044  2.6 7.1×10１ 3.0 3.0 1.1 1.0 

第７一時貯留処理槽  3.0 8.9×10１ 3.2×10２ 0.11 0.042 － － － － － 0.36 0.020 

第８一時貯留処理槽 1.5 2.9×10２ 5.2×10－１ 0.22 0.065  3.5×10１ 1.7×10－１ 3.0 3.0 0.36 0.070 

第９一時貯留処理槽 － － － － － － 10 4.3×10－１ 1.8×10１ 3.0 3.0 0.36 3.6 

第 10 一時貯留処理槽  0.15 1.2×10－２ 3.8×10－１ 0.89 0.30 1.4×10－２ 3.5×10－２ 3.0 3.0 0.36 3.6 

第１洗浄器 0.15 － 5.3×10－１ － 0.30 － 2.9×10－２ － 3.0 0.36 1.9 

高レベル廃液供給槽 20 2.6 1.7×10１ 1.1×10２ 0.12 0.046 － － － － － 3.8 4.5 

高レベル廃液濃縮缶 22 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.17 0.053 － － － － － 4.2 31 

については商業機密の観点から公開できません。
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（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間 

容量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

 (ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

(Ｗ／ｍ３) 

βγ 

（Ｗ／ 

ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ 

ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

精製 

建屋 

プルトニウム溶液供給槽  1.7 2.4×10２ － 0.19 － － － － － － 0.36 0.26 

抽出塔  4.3 1.8×10２ － 0.060 －  3.9×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

核分裂生成物洗浄塔  1.0 9.0×10１ － 0.43 －  3.9×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

逆抽出塔  0.27 9.3×10２ － 0.77 －  4.2×10２ － 3.0 － 0.36 0.019 

ウラン洗浄塔  0.91 9.3×10２ － 0.46 －  4.4×10２ － 3.0 － 0.36 0.0016 

補助油水分離槽  0.91 9.3×10２ － 0.46 － － － － － － 0.040 0.0076 

ＴＢＰ洗浄器  0.91 9.3×10２ － 0.46 －  3.5 － 7.0 － 0.36 0.059 

プルトニウム溶液受槽  1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.088 

油水分離槽  1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.11 

プルトニウム濃縮缶供給槽 3.0 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.18 

プルトニウム溶液一時貯槽 3.0 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 0.36 0.19 

プルトニウム濃縮缶  7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.36 0.24 

プルトニウム濃縮液受槽  7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 1.5 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.72 0.10 

プルトニウム濃縮液計量槽  7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

リサイクル槽  7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

希釈槽 2.5 1.5 9.3×10２ － 0.20 － － － － － － 1.1 0.11 

プルトニウム濃縮液中間貯槽  7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.50 0.13 

第１一時貯留処理槽  1.5 4.3×10１ － 0.23 －  2.5×10２ － 3.0 － 0.36 0.12 

第２一時貯留処理槽  1.5 4.1×10２ － 0.23 －  3.7×10１ － 3.0 － 0.36 0.12 

第３一時貯留処理槽 3.0 1.5 4.1×10２ － 0.23 － － － － － － 0.36 0.18 

第４一時貯留処理槽 － － － － － －  3.7 － 3.0 － 0.36 0.13 

第７一時貯留処理槽  1.5 3.3×10２ － 0.23 － － － － － － 0.36 2.8 

については商業機密の観点から公開できません。

214



（つづき） 

建屋 機器名 

水相 有機相 
水素掃気用安全

圧縮空気流量 

（ｍ３／ｈ 

［ｎｏｒｍａｌ］） 

評価用 

空間容

量 

(ｍ３) 

液量 

（ｍ３） 

ＮＯ３
―

濃度 

（ｍｏｌ 

／Ｌ） 

崩壊熱密度 Ｇ値 

液量 

(ｍ３) 

崩壊熱密度 Ｇ値 

α 

(Ｗ／ｍ３) 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 
α 

（Ｗ／ｍ３） 

βγ 

（Ｗ／ｍ３） 

α βγ 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

／100ｅＶ） 

（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ 

／100ｅＶ） 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 1.0 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.66 0.33 

混合槽 1.0 4.3 5.3×10３ － 0.059 － － － － － － 0.66 0.33 

一時貯槽 1.0 7.0 8.6×10３ － 0.048 － － － － － － 0.66 0.33 

高レベル

廃液ガラ

ス固化建

屋 

高レベル濃縮廃液貯槽 120 2.0 4.4×10２ 2.8×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 25 12 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 25 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 5.7 7.6 

高レベル廃液混合槽 20 0.17 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 7.7 7.9 

供給液槽 5.0 0.090 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 2.1 3.3 

供給槽 2.0 2.0 5.0×10２ 3.2×10３ 0.014 0.0050 － － － － － 0.73 1.1 

不溶解残渣廃液一時貯槽 5.0 0.090 1.7×10－２ 3.3 0.86 0.24 － － － － － 3.5 3.8 

不溶解残渣廃液貯槽 70 1.0 7.5×10－３ 1.5 0.97 0.30 － － － － － 21 20 

高レベル廃液共用貯槽 

（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 
120 1.0 4.4×10２ 2.8×10３ 0.0085 0.0030 － － － － － 25 7.3 

高レベル廃液共用貯槽 

（不溶解残渣廃液貯蔵時） 
70 1.0 7.5×10－３ 1.5 0.97 0.30 － － － － － 25 57 
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第２表 圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットからの圧縮空気の供給継続時間の評価条件 

必要貯槽体積 蓄積圧力 
圧縮空気貯槽／ 

圧縮空気ボンベ体積 
基数／本数 

分離建屋 16ｍ３ 約 0.7ＭＰａ 5.5ｍ３／基 ３基 

精製建屋 20ｍ３ 約 0.7ＭＰａ 
2.5ｍ３／基 

５ｍ３／基 

２基 

３基 

ウラン・

プルトニウム

混合脱硝建屋

0.14ｍ３ 約 14ＭＰａ 0.047ｍ３／本 ３本 
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第３表 未然防止濃度到達までの時間 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

前処理建屋 

ハル洗浄槽 280 － 

水バッファ槽 86 － 

中間ポット 120 － 

中継槽 94 － 

リサイクル槽 60 － 

不溶解残渣回収槽 5700 － 

計量前中間貯槽 73 － 

計量・調整槽 97 － 

計量後中間貯槽 97 － 

計量補助槽 75 － 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

分離建屋 

抽出塔 2.8 24 

第１洗浄塔 4.7 24 

第２洗浄塔 10 24 

ＴＢＰ洗浄塔 0.80 24 

溶解液中間貯槽 130 130 

溶解液供給槽 130 130 

抽出廃液受槽 170 170 

抽出廃液中間貯槽 110 110 

抽出廃液供給槽 160 160 

プルトニウム分配塔 8.1 24 

ウラン洗浄塔 7.1 24 

プルトニウム洗浄器 430 430 

プルトニウム溶液受槽 10 24 

プルトニウム溶液中間貯槽 10 24 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

分離建屋 

第１一時貯留処理槽 1.4 24 

第２一時貯留処理槽 7.2 24 

第３一時貯留処理槽 200 200 

第４一時貯留処理槽 240 240 

第５一時貯留処理槽 8.3 24 

第６一時貯留処理槽 6.8 24 

第７一時貯留処理槽 2.9 24 

第８一時貯留処理槽 1.7 25 

第９一時貯留処理槽 53 53 

第 10 一時貯留処理槽 7800 7800 

第１洗浄器 3500 3500 

高レベル廃液供給槽 310 310 

高レベル廃液濃縮缶 48 48 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

精製建屋 

プルトニウム溶液供給槽 13 45 

抽出塔 0.80 43 

核分裂生成物洗浄塔 1.0 45 

逆抽出塔 0.50 32 

ウラン洗浄塔 0.20 45 

補助油水分離槽 1.9 45 

ＴＢＰ洗浄器 24 45 

プルトニウム溶液受槽 4.8 45 

油水分離槽 6.0 45 

プルトニウム濃縮缶供給槽 2.6 24 

プルトニウム溶液一時貯槽 2.7 24 

プルトニウム濃縮缶 26 45 

プルトニウム濃縮液受槽 2.8 32 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 1.4 30 

プルトニウム濃縮液計量槽 2.8 32 

リサイクル槽 2.8 32 

希釈槽 2.2 56 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 2.8 32 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

精製建屋 

第１一時貯留処理槽 3.0 28 

第２一時貯留処理槽 7.4 45 

第３一時貯留処理槽 5.6 33 

第４一時貯留処理槽 61 61 

第７一時貯留処理槽 27 27 
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（つづき） 

建屋 機器名 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがない場合の

時間余裕（ｈ） 

圧縮空気貯槽又は圧縮空

気ユニットがある場合の

時間余裕（ｈ） 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 7.1 24 

混合槽 9.6 33 

一時貯槽 7.1 24 

高レベル廃液ガラス固化

建屋 

高レベル濃縮廃液貯槽 84 － 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 210 － 

高レベル廃液混合槽 160 － 

供給液槽 280 － 

供給槽 230 － 

不溶解残渣廃液一時貯槽 9100 － 

不溶解残渣廃液貯槽 6100 － 

高レベル廃液共用貯槽 ※ 

（高レベル濃縮廃液貯蔵時） 
48 － 

※ 不溶解残渣廃液貯蔵時は 17000ｈ。 
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補足説明資料 8－7（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補 8-7-1 

 

補足説明資料８－７ 

 

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットと予備圧縮空気ユニットの動作原理につ

いて 

 

１．圧縮空気貯槽 

分離建屋及び精製建屋には圧縮空気貯槽を設置し、水素掃気機能が喪失し

た場合に直ちに圧縮空気が供給される設計とする。圧縮空気貯槽の概要図を

図１に示す。 

圧縮空気貯槽には通常運転時に安全圧縮空気系からの約 0.7MPa の圧縮空

気で蓄圧し、空気を蓄える。圧縮空気を供給する経路にはオリフィス又は減

圧弁が設置され，安全圧縮空気系の圧力が低下した場合に，母管との差圧で

圧縮空気が自動的に供給される。 

 

 

 

図１．圧縮空気貯槽の概要図 
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補 8-7-2 

 

２．圧縮空気ユニット 

ウラン・プルトニウム混合建屋には圧縮空気ユニットを設置し、水素掃気

機能が喪失した場合に直ちに圧縮空気が供給される設計とする。圧縮空気ユ

ニットの概要図を図２に示す。 

圧縮空気ユニット及び安全圧縮空気系の間には，安全圧縮空気系からの圧

縮空気により閉となるＯＮ－ＯＦＦ弁を設置する。安全圧縮空気系の圧力が

低下すると，ＯＮ－ＯＦＦ弁が開放し，自動で空気を供給する。 

 

 

図２．圧縮空気ユニットの概要図 

  

225



 

補 8-7-3 

 

3．予備圧縮空気ユニット 

予備圧縮空気ユニットは，未然防止濃度に到達するまでの時間が 24 時間

未満である重大事故の水素爆発を想定する機器の安全圧縮空気系に設置する。

予備圧縮空気ユニットの概要図を図３に示す。 

予備圧縮空気ユニット及び安全圧縮空気系の間には，安全圧縮空気系から

の圧縮空気により閉となるＯＮ－ＯＦＦ弁を設置する。安全圧縮空気系の圧

力が低下すると，ＯＮ－ＯＦＦ弁が開放し，自動で空気を供給する。 

 

 

図３．予備圧縮空気ユニットの概要図 
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補 8-7-4 

 

圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニットと予備圧縮空気ユニットの系統構成につ

いて 

 

上記のとおり，圧縮空気貯槽及び圧縮空気ユニット，また，これらの代替

設備としての予備圧縮空気ユニットは安全圧縮空気系へ接続する。以下に，

これらの系統構成の妥当性を示す。 

 図４に，例として，分離建屋及び精製建屋における圧縮空気貯槽及び予備

圧縮空気ユニットが接続する機器の一般的な系統構成を示す。 

 

 

図４．分離建屋及び精製建屋において圧縮空気貯槽及び予備圧縮空気ユニッ

トが接続する機器の一般的な系統構成 

  

図４に示すように，分離建屋及び精製建屋において，圧縮空気貯槽及び予

備圧縮空気ユニットが接続する機器の気相部へ直接圧縮空気を供給可能な配

水素掃気用配管
（発生防止）

計装配管
（拡大防止）

VOG

セル

貯槽

予備圧縮空気
ユニット

手動圧縮空気
ユニット

圧縮空気
貯槽

L

かくはん用配管
（拡大防止）

D

D

L

凡例

自動弁（空気作動弁）

手動弁（流量調節弁）

逆止弁

液位計

密度計
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補 8-7-5 

 

管は安全圧縮空気系のみであり，その他の配管は液浸配管である。なお，液

位計の気相部の計装配管は機器の VOG 配管に接続しており，圧縮空気を機器

内の気相部へ直接供給することができない。 

 機器内の液位は運転により変動するため，液浸配管から圧縮空気を供給す

る場合は，その水頭圧により圧縮空気の流量が変動するため，必要な水素掃

気流量を確保するための流量調整が必要となる。このため，水素爆発未然防

止濃度に至る時間余裕を確実に確保するため，圧縮空気供給を人の操作に頼

ることなく，自動で速やかに供給する必要がある圧縮空気貯槽及び予備圧縮

空気ユニットについては，溶液の水頭圧の影響を受けない機器内の気相部へ

供給することが適切である。 

 なお、手動圧縮空気ユニットについては，液浸配管に圧縮空気を供給する

が，人の操作により流量調整を実施するため，必要な水素掃気流量を確保す

ることができる。 
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補足説明資料 8－8（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補 8-8-1 

補足説明資料 ８－８ 

水素濃度計について 

1．水素濃度計の測定原理 

水素掃気系統から圧縮空気が各機器に供給されていることは，各機器への

水素掃気配管に設置される可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により確認する。

また，セル導出ユニットに設置する可搬型セル導出ユニット流量計を用いて，

供給した圧縮空気が水素爆発を想定する機器を経由して排出されることを確

認する。さらに，代表機器の水素濃度を測定することで，水素濃度が上昇し

ないことを監視する。 

機器内の水素濃度を測定するために用いる可搬型水素濃度計は，熱伝導式

のものを用いる。熱伝導式の水素検出器は，第１図に示すとおり，白金線コ

イルにより加熱された検知素子にガスが接触すると，ガス固有の熱伝導率に

より熱放散の状態が変わり，検知素子の温度が変化する。この変化はガス濃

度にほぼ比例することから，白金線の抵抗値の変化をブリッジ回路の偏差電

圧として取り出し水素濃度を測定することができる。なお，機器内水素濃度

の計測範囲0～25vol％において，計器仕様は最大±1.25vol％の誤差を生じ

る可能性があるが，この誤差があることを理解した上で，水素爆発を想定す

る機器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監視する。 
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補 8-8-2 

 

図１．可搬型水素濃度計の測定原理の概要図 
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補 8-8-3 

2．可搬型水素濃度計の構成について 

機器内の水素濃度の測定においては，以下の装置をユニット化した可搬型

水素濃度計を用いて測定を行う。各装置及び配管は可能な限りステンレス鋼

製とし，硝酸の影響を受け難いように設計する。 

これにより使用する条件下において水素濃度測定への影響は十分小さい設

計とする。 

 

 (１) 冷却器 

自然空冷式のコイル型冷却器である。冷却器はサンプリングガスを可

搬型水素濃度計入口において予め冷却することにより，機器から吸入

する可能性のある水蒸気及び硝酸蒸気を除去することで，水素濃度計

本体の検出器の劣化を防止する。 

 (２) 凝縮液回収容器 

凝縮液回収容器は冷却器において発生した凝縮液を回収する容器で

ある。凝縮液回収容器は凝縮液の液位をサイドグラスから目視できる

設計とし，必要に応じて遮へい材を設置できる構成とする。凝縮水が

蓄積した場合には，凝縮液を水素爆発を想定する機器内へ排出できる

設計とする。 

 (３) 吸着剤カラム 

吸着剤カラムはソーダ石灰により硝酸蒸気を吸着する機能を有する。

これにより，水素濃度計本体の劣化を防止する。 

 (４) 真空ポンプ 

真空ポンプは，水素濃度を測定する機器に設置される配管を介して，

水素濃度の測定に必要なサンプリングガスを水素濃度計に導入する容

量を有する。真空ポンプは防爆構造のポンプを採用し，必要に応じて
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補 8-8-4 

交換可能な設計とする。 

 (５) 水素濃度計 

水素濃度計は，熱伝導式の汎用品を用いる。水素濃度計は防爆構造

とし，ボルト操作等で容易に交換可能な設計とする。 

 (６) 電源装置及び指示計ユニット 

電源装置は，バッテリ、ＤＣ／ＡＣインバータ，充電器，ＡＣ／Ｄ

Ｃパワーサプライから構成され，外部電源からの給電無しで動作可能

な設計とする。また，外部電源復旧後は，100Ｖの電源により充電及び

動作可能な設計とする。指示計ユニットは水素濃度を容易に目視でき

るように設置する。 
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補 8-8-5 

3．可搬型水素濃度計内での水素燃焼及び爆轟の可能性について 

可搬型水素濃度計では，以下の理由から水素燃焼及び爆轟が生じないこと

を確認した。 

機器内の水素濃度の測定は，水素爆発を想定する機器内に圧縮空気が供給

されている状態に限定する。これにより，サンプリングガスは可燃限界濃度

である４ｖｏｌ％を超えないことから，可搬型水素濃度計内での水素燃焼及

び爆轟は生じない。 
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補 8-8-6 

4．可搬型水素濃度計からの水素漏えい防止及び汚染拡大対策 

可搬型水素濃度計を用いた水素爆発を想定する機器内の水素濃度の計測は，

計測後のガスを水素爆発を想定する機器内又は塔槽類廃ガス処理設備に戻す

構成となっており，外部に対して閉じた系とし，系外への漏えいが発生しな

いよう，ステンレス鋼チューブと構成機器をカプラで接続する。 

よって，可搬型水素濃度計からの水素漏えい及び汚染拡大の可能性は低い。 
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5．可搬型水素濃度計の計測タイミングについて 

圧縮空気供給前において，分離建屋，精製建屋およびウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の水素爆発を想定する機器へ空気貯槽等から圧縮空気が供給

されるため，初動から対策における水素濃度推移は緩慢である。また，水素

濃度の上昇傾向を把握するためには，複数回の間隔を設けた測定が必要であ

り，時間を要する。 

前処理建屋，ガラス固化建屋においては，水素濃度の上昇が非常に緩慢で

あり，水素濃度の上昇傾向を把握できない。 

分離建屋、精製建屋およびウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において，

何らかの原因により空気貯槽等から圧縮空気が供給されない場合，制限時間

までの時間が極端に短くなる可能性がある。 

このため，水素爆発を想定する機器へ圧縮空気を供給することを優先し，

当該対策後に水素濃度が下がっていることを確認し，対策が成功している状

態を監視する。 

水素濃度の上昇速度の速い精製建屋の重要度高機器の水素濃度推移の例を

図１に示す。空気貯槽からの圧縮空気に対して水素の発生のみを考慮してい

る。実際は酸素等の発生があるため、初動対応から対策を実施する期間にお

ける水素濃度の傾向は横ばいに近くなると考えられる。 

前処理建屋、高レベル廃液ガラス固化建屋の例を図２に示す。水素の発生

のみを考慮した水素濃度推移でも，ほぼ横ばいであり，初動対応から対策を

実施する期間において水素濃度の傾向に変化はない。 

このため，対策を優先し，対策後に水素濃度推移に上昇傾向が無いことを

監視する。 
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図１．精製建屋の代表機器の水素濃度の推移 

 

図２．前処理建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の 

代表機器の水素濃度の推移の例 
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８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補足説明資料８－９ 

水素掃気に必要な空気流量の計算方法について 

 

1. はじめに 

 水素爆発を想定する機器について，機器内の気相部の水素濃度を可燃限

界濃度未満に維持するために必要な空気流量の評価方法を概説する。 

 

2. 評価の方法 

2.1 非沸騰時の評価 

機器内の水素濃度を可燃限界濃度未満に維持するために必要な空気

流量を以下のとおり評価する。 

水素発生速度を下式より求める。以下の式は，再処理施設の設計及

び工事の方法の認可申請書における火災及び爆発の防止設計の水素発

生量の評価式と同等である。 

方法 

 

水相のみの場合， 

Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ａｑ

× Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋Ｑ
βγ，ａｑ

×Ｇ
βγ，ａｑ

  

ここで， 

Ｆ
Ｈ

２

：水素発生速度（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｖａｑ：水相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりのα崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｑβγ，ａｑ：機器内の水相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ａｑ：水相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅＶ） 
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Ｇβγ，ａｑ：水相での βγ 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅ

Ｖ） 

有機相のみの場合， 

 Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６×Ｖ
ｏｒｇ

× Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

	

     ＋Ｑ
βγ，ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

 

ここで， 

Ｖｏｒｇ：有機相の液量（ｍ３） 

Ｑα，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりのα崩壊熱量（Ｗ／

ｍ３） 

Ｑβγ，ｏｒｇ：機器内の有機相の単位液量あたりの βγ 崩壊熱量 

（Ｗ／ｍ３） 

Ｇα，ｏｒｇ：有機相での α 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅ

Ｖ） 

Ｇβγ，ｏｒｇ：有機相での βγ 線のＧ値（Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ／100ｅ

Ｖ） 

水相及び有機相が混在する場合， 

 Ｆ
Ｈ

２

＝8.36×10－６× Ｖ
ａｑ

× Ｑ
α，ａｑ

×Ｇ
α，ａｑ

＋ 	

    
Ｖ

ａｑ
×Ｑ

βγ，ａｑ
＋Ｖ

ｏｒｇ
×Ｑ

βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ａｑ

＋ 

   Ｖ
ｏｒｇ

× Ｑ
α，ｏｒｇ

×Ｇ
α，ｏｒｇ

＋	

   
Ｖ

ａｑ
×Ｑ

βγ，ａｑ
＋Ｖ

ｏｒｇ
×Ｑ

βγ，ｏｒｇ

Ｖ
ａｑ

＋Ｖ
ｏｒｇ

×Ｇ
βγ，ｏｒｇ

 

水素発生速度を用いて，以下の式より機器を可燃限界濃度未満に維
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持するために必要な空気流量を求める。 

Ｆ＝
Ｆ

Ｈ２

0.04
 

ここで， 

Ｆ：可燃限界濃度未満に維持するために必要な空気流量 

（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

 

2.2 沸騰時の評価 

評価方法は基本的には 2.1 に記した方法と同様である。しかし，機器内の

溶液が沸騰している場合，沸騰に伴う溶液の攪拌により水素発生量が気相部

に追い出されやすくなり，みかけ上のＧ値が大きくなる。この効果を反映す

るために，沸騰を想定する機器のＧ値を２倍する。 

また，高レベル濃縮廃液について，東海再処理工場の高レベル廃液から発

生する水素の測定
（ １ ）

実績
（ ２ ）

を踏まえてＧ値を 1/20 としているが，沸騰環境では

同様の効果が持続するかは不明である。このため，沸騰時の評価では本低減

効果も考慮しない。 

以上を踏まえて，以下の式から沸騰時に必要な水素掃気流量を評価する。

沸騰時の水素発生量の不確実さを考慮し，1.5 倍の安全余裕を見込む。 

Ｆ ＝
Ｆ'

Ｈ２

0.04
1.5 

ここで， 

Ｆboil：沸騰時の水素発生量に対して可燃限界濃度未満に維持する

ために必要な空気流量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 

Ｆ’H2：沸騰時の水素発生量（ｍ３／ｈ［ｎｏｒｍａｌ］） 
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3. 対策において供給する流量 

水素掃気機能喪失は，空気圧縮機の多重故障，安全冷却水系の外部ループ

の機能喪失又は全交流動力電源の喪失により発生することから，多くの場合，

冷却機能の喪失と同時に発生する。 

このため，対策時に供給する圧縮空気の流量は，2.2 で求めた流量とし，

沸騰蒸気の凝縮とともに水素が凝縮器近傍等で濃縮することを防止すること

とする。 

 

4. 参考文献 

 （１） HIROSHI KINUHATA et al．STUDY ON THE BEHAVIOR OF 

RADIOLYTICALLY PRODUCED HYDROGEN IN A HIGH-LEVEL LIQUID 

WASTE TANK OF A REPROCESSING PLANT：COMPARISON BETWEEN 

ACTUAL AND SIMULATED SOLUTIONS．Nuclear Technology．2015-11，

vol．192，no．2． 

 （２） HIROSHI KINUHATA et al．THE BEHAVIOR OF RADIOLYTICALLY 

PRODUCED HYDROGEN IN A HIGH-LEVEL LIQUID WASTE TANK OF A 

REPROCESSING PLANT：HYDROGEN CONCENTRATION IN THE VENTILATED 

TANK AIR．Nuclear Technology．2015-02，vol．189，no．2． 
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８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補足説明資料８－１０ 

可搬型空気圧縮機による圧縮空気の供給による 

水素濃度の低下の傾向について 

 

１．はじめに 

 重大事故の水素爆発を想定する機器のうち，拡大防止対策が終了した時

点において機器内水素濃度が４ｖｏｌ％を越えている場合がある。可搬型

空気圧縮機による圧縮空気の供給開始後の水素濃度の低下の傾向について

示す。 

水素爆発未然防止濃度（ｖｏｌ％）到達までの時間余裕が 24 時間未満の

機器に対して，圧縮空気貯槽，予備圧縮空気ユニット，手動圧縮空気ユニ

ット，圧縮空気ユニットにより，24 時間は機器内水素濃度を８ｖｏｌ％

に維持するために必要な圧縮空気が供給される。機器内水素濃度が８ｖｏ

ｌ％に到達した瞬間に可搬型空気圧縮機から圧縮空気を供給した際の水素

濃度の低下の傾向について示す。 

 

２．評価方法 

（１）条件 

①対象機器 

拡大防止対策が完了するまでに，機器内水素濃度が重大事故の水素

爆発を想定する機器のうち，拡大防止対策が完了するまでに機器内水

素濃度が４ｖｏｌ％を超える機器とする。 

②初期水素濃度 
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 前処理建屋の計量前中間貯槽は，水素掃気機能喪失から約 34 時間後

に拡大防止対策が完了する。このときの水素濃度が約 4.2ｖｏｌ％※１で

あるため，機器内の初期水素濃度を 4.2ｖｏｌ％とする。 

 分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器に

ついては，24 時間は機器内水素濃度を８ｖｏｌ％に維持するために必

要な圧縮空気が供給されること及び拡大防止対策は 24 時間以内に完了

することから，機器内の初期水素濃度を 8.0ｖｏｌ％とする。 

※１ 水素発生速度 7.6E-03m3/h，空間容量 7.8m3，水素掃気機能停止の前の水素掃気流

量 0.36m3/h より評価。水素掃気機能停止時の水素濃度は 0.902vol％（7.55E-

03(m3)／(7.55E-03(m3/h)+0.83(m3))＝0.009014 より），1 時間あたりの水素濃度の

上昇率 9.68E-2vol%/h(＝0.755E-03(m3/h)／7.8(m3)＝0.09679 より)であることか

ら，拡大防止対策が完了する 34 時間後の水素濃度は，約 4.2％となる

(0.902vol％＋9.68E-2vol%/h×34=4.193 より) 

③圧縮空気の供給流量 

 機器内水素濃度を４％に維持するための流量の 1.5 倍とする。沸騰

のおそれのある機器については沸騰による溶液のかくはんに伴い，水

素発生量が増加する可能性があることから，更に２倍とする。数値は

表-１に示す。 

④空間容量 

 未然防止濃度に到達するまでの時間を評価する際に用いた空間容量

を用いる。数値は表-１に示す。（満液状態を考慮した。液量が少ない

と水素発生量が少なくなり，24 時間で８％に到達しないため。） 

⑤水素発生速度 

未然防止濃度に到達するまでの時間を評価する際に用いた空間容量を

用いる。数値は表-１に示す。（満液状態を考慮しており，水素発生量

が多くなるため，濃度が低下しにくくなる側の想定となる。） 

 

（２）評価方法 
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０分における機器内の水素量ＱＨ２ｔ０は，水素濃度が８ｖｏｌ％である

ことから空間容量Ｖ×0.08（ｍ３）とする。 

⊿ｔ分後における機器内の水素量ｍＨ２ｔ０＋⊿ｔを 

 ＱＨ２ｔ０＋ＱＨ２ｉｎ－ＱＨ２ｏｕｔ 

により評価する。 

     ここで， 

ＱＨ２ｉｎ：⊿ｔ分間に発生した水素量（ｍ３） 

＝ＲＨ２／60×⊿ｔ（ｍ３） 

ＲＨ２：水素発生量速度（ｍ３/ｈ） 

ＱＨ２ｏｕｔ：⊿ｔ分間で機器から出る水素量 

＝Ｃ０×（ＲＨ２＋ＲＡＩＲ）／60×⊿ｔ 

Ｃ０ ：初期水素濃度（－） 

ＲＡＩＲ：圧縮空気供給流量（ｍ３/ｈ） 

（⊿ｔ分間において，発生した水素と供給した圧縮空

気により，機器外に水素量が押し出されると想定） 

 同様に，さらに⊿ｔ分後の機器内の水素量ＱＨ２ｔ０＋⊿ｔ＋⊿ｔを評価し， 

必要な回数を繰り返すことにより，機器内の水素量の変化を評価する。 
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表－１ 個別評価条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建屋 

  

機器名称 

初期 

水素 

濃度 

水素 

発生 

速度 

空間 

容量 

圧縮 

空気 

供給 

流量 

[vol％] [m3/h] [m3] [m3/h] 

前処理 

建屋 
計量前中間貯槽 4.2 7.6E-03 7.8 4.2E-02 

分離建屋 

プルトニウム溶液受槽 8.0 1.2E-03 0.15 4.2E-02 

プルトニウム溶液中間貯槽 8.0 1.2E-03 0.15 4.2E-02 

第２一時貯留処理槽 8.0 1.6E-03 0.15 5.8E-02 

精製建屋 

プルトニウム溶液供給槽 8.0 1.5E-03 0.26 5.5E-02 

プルトニウム溶液受槽 8.0 1.4E-03 0.088 1.0E-01 

油水分離槽 8.0 1.4E-03 0.11 1.0E-01 

プルトニウム濃縮缶供給槽 8.0 4.7E-03 0.18 3.4E-01 

プルトニウム溶液一時貯槽 8.0 4.7E-03 0.19 3.4E-01 

プルトニウム濃縮液受槽 8.0 3.4E-03 0.13 2.5E-01 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 8.0 5.2E-03 0.10 3.8E-01 

プルトニウム濃縮液計量槽 8.0 3.4E-03 0.13 2.5E-01 

リサイクル槽 8.0 3.4E-03 0.13 2.5E-01 

希釈槽 8.0 3.9E-03 0.11 2.8E-01 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 8.0 3.4E-03 0.13 2.5E-01 

第２一時貯留処理槽 8.0 1.3E-03 0.12 9.2E-02 

第３一時貯留処理槽 8.0 2.4E-03 0.18 1.7E-01 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 8.0 3.5E-03 0.33 2.5E-01 

混合槽 8.0 2.7E-03 0.33 1.9E-01 

一時貯槽 8.0 2.6E-03 0.33 1.9E-01 
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３．評価結果 

 機器内水素濃度が４ｖｏｌ％に低下するまでに要する時間を表－２に示

す。 

また，各建屋において４ｖｏｌ％に低下するまでに要する時間が長い

機器について，水素濃度の低下の傾向を図－１及び図－２に示す。 

 

 

 

 

 

  

  

建屋 

  

機器名称 

４ｖｏｌ％に低下するまでに要する

時間 

[hr] 

前処理建屋 計量前中間貯槽 0.99 

分離建屋 

プルトニウム溶液受槽 4.6 

プルトニウム溶液中間貯槽 4.6 

第２一時貯留処理槽 3.4 

精製建屋 

プルトニウム溶液供給槽 6.2 

プルトニウム溶液受槽 0.77 

油水分離槽 0.96 

プルトニウム濃縮缶供給槽 0.47 

プルトニウム溶液一時貯槽 0.50 

プルトニウム濃縮液受槽 0.47 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 0.24 

プルトニウム濃縮液計量槽 0.47 

リサイクル槽 0.47 

希釈槽 0.35 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 0.47 

第２一時貯留処理槽 1.17 

第３一時貯留処理槽 0.93 

ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋 

硝酸プルトニウム貯槽 1.2 

混合槽 1.6 

一時貯槽 1.2 
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前処理建屋 
計量前中間貯槽 

図－１ 水素濃度の低下の傾向（前処理建屋） 

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋 
混合槽 

分離建屋 
プルトニウム 
溶液受槽 

精製建屋 
プルトニウム 
溶液供給槽 

図－２ 水素濃度の低下の傾向 

（分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

249



補足説明資料 8－11（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 
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補足説明資料８－１１ 

 

事故環境における重大事故等対処施設の機能維持 

 

１．はじめに 

水素爆発への対処は，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪

失が発生した場合に実施するため，水素爆発への対処に使用

する重大事故等対処施設には，安全圧縮空気系の水素掃気機

能の喪失に伴って生じる環境条件の変化を想定した場合でも，

必要な機能を有効に発揮することが求められる。 

以下に，重大事故等対処施設が機能を有効に発揮できるこ

とを説明する。 

 

２．水素爆発未然防止設備 

(１ ) 常設重大事故等対処設備（圧縮空気貯槽，圧縮空気ユニッ

ト，予備圧縮空気ユニット，手動圧縮空気ユニット，圧縮空

気供給系，圧縮空気設備の水素掃気用安全圧縮空気系，発生

防止用圧縮空気供給系，その他圧縮空気を供給するための系

統） 

ａ．温度 

水素爆発の発生防止対策は水素爆発前に実施されること

から，温度条件としては平常時と同じであり，重大事故の

影響を受けることはない。 

ｂ．圧力 

重大事故等対処設備に供給される圧縮空気の圧力は重

大事故等対処設備の使用圧力に対して小さいこと，または
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重大事故等対処設備に供給される圧縮空気の圧力※を必

要に応じて減圧し，供給することから，設備の機能を損な

うことはない。 

※圧縮空 気貯槽及 び可搬型 空気圧縮 機：約 0.69MPa 

圧縮空気 ユニット ：約 14MPa 

ｃ．放射線 

水素爆発の発生防止対策は，水素爆発発生前に実施する

ことから，その放射線環境は平常時と同じであり，設備の

機能を損なうことはない。 

(２ ) 可搬型重大事故等対処設備（可搬型空気圧縮機，可搬型個

別供給用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホース，

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース） 

ａ．温度 

可搬型個別供給用建屋外ホース等は可搬型空気圧縮機か

ら供給される圧縮空気を送気するのみである。 

発生防止対策は，水素爆発前に実施されることから，温

度条件としては平常時と同じであり，重大事故の影響を受

けることはない。 

ｂ．圧力 

可搬型個別供給用建屋外ホース等は，可搬型空気圧縮機

からの圧縮空気の供給圧力（約 0.69MPa 程度）を必要に応

じて減圧し，供給することから有意な影響はない。 

ｃ．放射線 

水素爆発の発生防止対策は，水素爆発発生前に実施する

ことから，その放射線環境は平常時と同じであり，設備の

機能を損なうことはない。 
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３．水素爆発拡大防止設備 

(１ ) 常設重大事故等対処設備（圧縮空気供給系，拡大防止用圧

縮空気供給系） 

ａ．温度 

水素爆発の拡大防止対策は水素爆発前に実施されること

から，水素爆発の影響を受けることはなく，温度条件は平

常時と同じであるため，設備の機能を損なうことはない。

また，仮に水素爆発が発生した場合でも，水素爆発による

温度の上昇は一時的なものであることから，設備の機能を

損なうことはない。 

ｂ．圧力 

圧縮空気を供給するための常設重大事故等対処設備の配

管は，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の供給圧力（約

0.69ＭＰａ程度）を必要に応じて減圧し，供給することか

ら有意な影響はない。 

仮に水素爆発が発生した場合でも，建屋外に配備する重

大事故等対処設備は水素爆発の影響を受けることはないこ

と，水素爆発の発生を想定する機器の近傍に設置される重

大事故等対処設備は水素爆発の影響を受ける可能性がある

が，水素爆発が発生した場合の爆発圧力に対して十分な強

度を有することから，設備の機能を損なうことはない＊。 

＊  爆発 の圧力が 太めの配 管の内側 から加わ った場合  

  耐圧 は下式 ＊ １ より約 29ＭＰａと なる。  

 

 

 

 

Do：外径 (mm)＝ 114.3mm 

η：継手 効率＝ 1.0 

Ｓ：許容 引張応力 (MPa)＝ 404.1MPa 

（ SUS304 の引張り 強さの 0.9 倍）  

2
0.8
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ｔ：厚さ (mm)＝ 4.0mm 
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爆発の圧 力が配管 の外側か ら加わっ た場合  

耐圧は下 式 ＊ １ より 約 19ＭＰ ａとなる 。  

 

 

 

 

ｔ：管の 計算上必 要な厚さ (mm)＝ 4.0mm 

D 0： 管の 外径＝ 114.3mm 

Pe：外面 に受ける 最高の圧 力 (MPa) 

B：付録材 料図表 21 から求め た値 =420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮に水素 爆発が起 こったと しても圧 力はせい ぜい数 MPa である た

め，拡大 防止用圧 縮空気供 給系が使 用できな くなるこ とはない 。  

＊１  「 再処理設 備規格  設計規格 (2010 年版 ），日本 機械学会 ，

JSME S RA1-2010」 に記載の 式を変形  

 

 

 

  

3 0
4
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ｃ．放射線 

水素爆発により気相中へ移行する放射性物質からの放射

線に曝されるが，材質又は設備の設置場所を適切に考慮す

ることから，設備の機能を損なうことはない。 

(２ ) 可搬型重大事故等対処設備（可搬型空気圧縮機，可搬型個

別供給用建屋外ホース，可搬型個別供給用建屋内ホース，

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース） 

ａ．温度 

可搬型個別供給用建屋外ホース等は，可搬型空気圧縮機

から供給される圧縮空気を送気するのみである。 

拡大防止対策は，水素爆発開始までに実施されることか

ら，温度条件としては平常時と同じであり，重大事故の影

響を受けることはない。 

可搬型空気圧縮機は，建屋外に配備するため，仮に水素

爆発が起こったとしても，セル内の機器の爆発による影響

を受けない。 

ｂ．圧力 

可搬型個別供給用建屋外ホース等の使用圧力が１ＭＰａ

程度であるのに対し，可搬型空気圧縮機からの圧縮空気の

供給圧力（約 0.69MPa 程度）はそれよりも小さいことから，

有意な影響はない。 

可搬型空気圧縮機は，建屋外に配備するため，仮に水素

爆発が起こったとしても，セル内の機器の爆発による影響

を受けない。 
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４．換気系統遮断・セル内導出設備 

(１ ) 常設及び可搬型重大事故等対処設備（塔槽類廃ガス処理設

備の配管，セル導出ユニットの配管，可搬型ダクト） 

ａ．温度 

異常な水準の放出防止対策（セル導出）は，水素爆発前

に実施されるため，温度条件としては蒸発乾固時における

各溶液の沸点程度（１００℃を上回る程度）であることか

ら，常設重大事故等対処設備である塔槽類廃ガス処理設備

の配管及びセル導出ユニットが有意な影響を受けることは

なく，また，可搬型重大事故等対処設備である可搬型ダク

トについても，想定される使用温度において有意な影響は

ない。 

仮に水素爆発が起こった場合，瞬間的に気体の温度は上

昇するが，貯槽温度を有意に上昇させる熱量ではなく数度

の温度上昇に留まること，過渡的な現象であることから有

意な影響はない 

ｂ．圧力 

仮に水素爆発が起こった場合，塔槽類廃ガス処理設備の

配管及びセル導出ユニットの配管内の圧力上昇の可能性が

あるが，十分な強度を持つことから，有意な影響はない＊。 

隔離弁については，耐圧性能が水素濃度８ｖｏｌ％の爆

発による圧力上昇を上回るため，経路維持可能であり有意

な影響はない（補足８－１７）。 

＊爆発の 圧力が太 めの配管 の内側か ら加わっ た場合  

  耐圧 は下式 （ １ ） より約 16ＭＰａと なる。  

 

 

 

 

Do：外径 (mm)＝ 812.8mm 

2
0.8
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η：継手 効率＝ 1.0 

Ｓ：許容 引張応力 (MPa)＝ 336.6MPa 

（ 100℃ の R-SUS304ULC の 引張り強 さの 0.9 倍）  

ｔ：厚さ (mm)＝ 20mm 

ｃ．放射線 

水素爆発により気相中へ移行する放射性物質からの放射

線に曝されるが，材質又は設備の設置場所を適切に考慮す

ることから，設備の機能を損なうことはない。 

 

５．放出影響緩和設備 

(１ )  常設重大事故等対処設備（換気系統のダクト） 

ａ．温度 

異常な水準の放出防止対策は，水素爆発前に実施される

ため，温度条件としては蒸発乾固の各溶液の沸点程度（１

００℃を上回る程度）であることから，常設重大事故等対

処設備である換気系統のダクトが有意な影響を受けること

はない。 

仮に水素爆発が起こった場合においては，導出先のセル

の容積により発生圧力は緩和されることから，温度上昇は

僅かであり換気系のダクトが有意な影響を受けることはな

い。 

ｂ．圧力 

異常な水準の放出防止対策は，水素爆発前に実施される

ため，有意な圧力上昇はないと考えられるが，万一水素爆

発により逆止ダンパから放射性物質が漏えいしたとしても，

可搬型排風機を起動することにより管理しながら放出する

ことが可能である。 
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６．結果 

 ２．～５．より，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失に

伴って生じる環境条件の変化を想定した場合でも，重大事故

等対処施設は機能を有効に発揮する。 

以上 
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補足説明資料 8－12（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補足説明資料８－１２ 

時間余裕計算方法の有する安全余裕について 

 

１．はじめに 

圧縮空気貯槽や圧縮空気貯槽からの圧縮空気の供給がない場合の機

器内水素濃度が未然防止濃度（８ｖｏｌ％）に到達するまでの時間余

裕は，機器の溶液量，溶液の崩壊熱密度及び水素のＧ値から決まる水

素発生速度，水素発生速度と水素掃気機能喪失前の水素掃気用安全圧

縮空気流量から決まる初期水素濃度並びに機器の空間容量から評価し

ている。（詳細は，補足資料８－７ 未然防止濃度に到達するまでの時

間余裕の評価方法に記す。） 

２．各種パラメータの安全余裕について 

(１)溶液量及び空間容量 

 時間余裕の評価に用いた機器の溶液量は平常運転時の最大の溶液量とし

ている。平常運転時は最大の溶液量とは限らず，平常運転時に対し水素発

生量を大きくし，空間容量を小さくするため，通常の運転時と比べ時間余

裕を短くする想定である。（ただし，平常運転時において最大の溶液量で

取り扱う機器については，液量設定による安全余裕がとれない場合があ

る。） 

 参考に機器の液量が最大の溶液量に対し 80％にした場合の時間余裕の

評価例を下表に示す。 
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表 未然防止濃度到達時間の比較（溶液量 100％と 80％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 供給槽は平常運転時において最大の溶液量で取り扱う機器であるため，80％での時間余裕

は評価しない。 

 

(２)水素のＧ値 

 時間余裕の評価に用いた水相の水素のＧ値は，平常運転時の最低の硝酸

イオン濃度を想定して設定している。Ｇ値は硝酸イオン濃度が低いほど大

きくなるため，水素発生量が大きくなり時間余裕を短くする想定である。 

(３)水素掃気用安全圧縮空気流量 

 時間余裕の評価に用いた水素掃気機能喪失前の水素掃気用安全圧縮空気

流量は，警報設定値を元に設定しており，平常運転時の水素掃気流量より

小さい値である。水素掃気用安全圧縮空気流量が小さいほど初期水素濃度

が大きくなるため，時間余裕を短くする想定である。 

 ただし，下表に示すとおり，警報設定値を元に設定した流量に基づく時

間余裕と平常運転時の流量に基づく時間余裕に有意な差はない。 

 

  

建屋 機器 時間余裕［ｈ］ 

液量 100％ 液量 80％ 

高レベル 

廃液ガラ 

ス固化建 

屋 

高レベル濃縮廃液貯槽 84 300 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 210 440 

高レベル廃液混合槽 160 310 

供給液槽 280 460 

供給槽 230 －＊ 

不溶解残渣廃液一時貯槽 9100 14000 

不溶解残渣廃液貯槽 6100 12000 
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表 未然防止濃度到達時間の比較（水素掃気用安全圧縮空気流量を警報設

定値に基づく流量とした場合と平常運転時の流量とした場合の比較） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 

 

３．時間余裕の計算方法による時間余裕について 

 未然防止濃度到達までの時間は，水素掃気機能喪失の前に機器に存在し

ていた水素と発生した水素が全て機器内に蓄積しつづけるという想定で，

未然防止濃度到達までの時間を評価している。 

ｔ
ｍａｒ

＝
８-Ｃ

０

100
×

Ｖ
ｇａｓ

Ｆ
Ｈ

２

 

ｔｍａｒ：未然防止濃度到達までの時間（ｈ） 

Ｃ０：初期水素濃度（ｖｏｌ％） 

Ｖｇａｓ：機器の空間容量（ｍ３） 

実際には，機器内の水素の一部が機器内で発生した水素によって機器

外の押し出されるが，水素が全て蓄積し続けると想定することは，より未

然防止濃度に到達する時間が短くなるという点で安全側である。 

比較のために，空間容量を 0.1ｍ３，水素発生速度を 0.001ｍ３／ｈとし

た架空の貯槽における機器外への水素の押し出しを考慮した水素濃度の変

化を評価した。評価方法は，「補足説明資料８－１２ 可搬型空気圧縮機

による圧縮空気の供給による水素濃度の低下の傾向について」と同じ方法

を用いた。ただし，初期水素濃度を０ｖｏｌ％に，圧縮空気供給流量を０

建屋 機器 時間余裕［ｈ］ 

警報設定

値に基づ

く流量の

場合 

平常運転時

の流量の場

合 

高レベル 

廃液ガラ 

ス固化建 

屋 

高レベル濃縮廃液貯槽 84 84 

高レベル濃縮廃液一時貯槽 210 210 

高レベル廃液混合槽 160 160 

供給液槽 280 280 

供給槽 230 230 

不溶解残渣廃液一時貯槽 9100 9100 

不溶解残渣廃液貯槽 6100 6100 
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ｍ３／ｈに変更した。評価結果を下図に示す。未然防止濃度に到達する時

間は，水素が機器内に全て蓄積すると想定することで，約４％短くなる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 水素が機器内に全て蓄積すると想定した場合の水素濃度推移と 

機器外への水素の追出しを考慮した場合の水素濃度推移の比較 
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８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 
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補足説明資料８－１３ 

可搬型発電機について 

 

１．必要な電力について 

 地震発生による全交流動力電源の喪失を伴う水素掃気機能喪失時の重大事

故等の対処において，可搬型排風機を運転するために，前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（以下，「可搬型発電機」

という）から給電する。 

各建屋で必要な電源負荷容量と可搬型発電機の電源容量を下表に示す。可

搬型発電機の電源容量は，必要な電源負荷量を上回っており，電源供給が可

能である。 

 

建屋名／設備名 

必要な電源負荷

容量
※２ 

（ｋＶＡ） 

可搬型発電機 

の電源容量 

（ｋＶＡ） 

前処理建屋 約４０ 約８０ 

分離建屋 約５０ 約８０ 

精製建屋/ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
※１

 
約５０ 約８０ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 約４０ 約８０ 

※１：精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は可搬型発電機の発電機本体を共用

する。 

※２：必要な電源負荷容量には、起動電力、計器等で必要となる電源負荷容量を含む。 

 

２.  可搬型発電機の共用について 

 可搬型発電機については，水素爆発の拡大の防止のための措置の放出低減
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対策での可搬型排風機の運転に使用する。建屋間の共用については，精製建

屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のみ共用している。 

前処理建屋における放出低減対策に必要な負荷は，可搬型排風機の約 5.2

ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約

32ｋＶＡである。 

分離建屋における放出低減対策に必要な負荷は可搬型排風機の約 5.2ｋＶ

Ａであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約 32ｋ

ＶＡである。 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における放出低減対策に

必要な負荷は，可搬型排風機の約 11ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可

搬型排風機の起動時を考慮しても約 63ｋＶＡである。 

高レベル廃液ガラス固化建屋における放出低減対策に必要な負荷は，可搬

型排風機の約 5.2ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時

を考慮しても約 32ｋＶＡである。 

可搬型発電機は，80ｋＶＡの給電容量を有することから，放出低減対策に

必要な負荷を賄うことができる。 

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋については，放出低減対

策で使用する可搬型発電機を共用している。仮に精製建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機を同時に起動した場合でも，必要な給

電容量は，約 63ｋＶＡであり，２建屋合わせても可搬型発電機の容量(80ｋ

ＶＡ)以下であるため，対応可能である。 

 

 

268



補足説明資料 8－14（２８条） 

８．放射線分解により発生する水素による 

爆発への対処 

269



補 8-14-1 

 

補足説明資料８－１４ 

塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁の爆発時健全性について 

 

１．水素濃度の想定について 

水素爆発の未然防止や拡大防止は，機器内水素濃度が８ｖｏｌ％に到

達するまでに実施する。このため，機器内で８ｖｏｌ％の水素濃度での爆

発が起こることを想定する。 

２．爆発時の圧力上昇について 

密閉状態で爆発が起こった場合の圧力上昇を以下にしめす
（ １ ）

。初期圧力

８ｖｏｌ％における爆発圧力は，初期圧力の約 2.7 倍となる。初期圧力は

大気圧（=0.1013ＭＰａ）であるため，爆発時の圧力は 0.1013ＭＰａ×

2.7＝0.273 より約 0.28ＭＰａである。なお，当社の機器形状を模擬して

８ｖｏｌ％で爆発させた実験を行ったときの爆発圧力は 0.05ＭＰａ未満

であり，2.7ＭＰａより小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

8vol％ 

2.7（Ｐｅ／Ｐｉ） 
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３．隔離弁の健全性について 

 隔離弁の耐圧性能を以下に示す。 

各建屋の隔離弁の耐圧性能は，0.28ＭＰａより十分大きいことから，

隔離弁の健全性は維持される。 

 

４．参考文献 

(１) 柳生，松田：“水素の爆発危険性についての研究（第２報）  ”，

産業安全研究所報告，RIIS-PR-21-4（1973） 

分類 前処理建屋 分離建屋 精製建屋 

U・Pu 

混合 

脱硝建屋 

高レベル 

廃液 

ガラス固化 

建屋 

耐圧性能

(MPa) 
2.3／3.0 2.0 1.5 1.5 2.9 

隔離弁 

種類 
バタフライ弁

／ニードル弁 
バタフライ弁 バタフライ弁 ゲート弁 バタフライ弁 
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補足説明資料８－１５ 

可搬型フィルタの健全性について 

 

(１) 方法 

各建屋において未然防止濃度に到達するまでの時間が最も短い水素

爆発を想定する機器が未然防止濃度に到達するまでの時間において，

建屋内の機器から発生した水素の全量が爆発することを想定する。水

素爆発によって生じたエネルギは全て導出先のセル及び連結するセル

の温度上昇に使われると仮定し，爆発前後の気体のエンタルピの収支

計算を行って爆発後の温度を評価する。爆発前の水素のエンタルピに

ついてはわずかであるため考慮しない。また窒素は酸素より，同一の

温度に対して内部エネルギが小さいので，爆発後の温度は高めに算出

されることから，酸素の内部エネルギは窒素の内部エネルギに置き換

えて評価する。 

 Ｅ
Ｏ

２
１
＋Ｅ

Ｎ
２
１
＝Ｅ

Ｏ
２
２
＋Ｅ

Ｎ
２
２
＋Ｅ

Ｈ
２
Ｏ２

＋Ｅ
Ｄ
 

ここで， 

Ｅ
Ｏ

２
１
:水素爆発発生前の酸素のエンタルピ（ｋＪ） 

Ｅ
Ｎ

２
１
:水素爆発発生前の窒素のエンタルピ（ｋＪ） 

Ｅ
Ｏ

２
２
:水素爆発発生後の酸素のエンタルピ（ｋＪ） 

Ｅ
Ｎ

２
２
:水素爆発発生後の窒素のエンタルピ（ｋＪ） 

Ｅ
Ｈ

２
Ｏ２

:水素爆発発生後の蒸気のエンタルピ（ｋＪ） 

Ｅ
Ｄ
:爆発（燃焼）による生成エンタルピ（ｋＪ） 

ただし， 
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Ｅ=
Ｖ

Ｖ
Ｎ

×Ｈ Ｔ  

ここで，	

Ｅ:エンタルピ（ｋＪ） 

Ｖ:ガス体積（ｍ３） 

ＶＮ:標準モル体積（ｍ３／ｍｏｌ）	

Ｈ（Ｔ）：比エンタルピ（ｋＪ／ｍｏｌ） 

爆発後の圧力については，状態方程式から求める。 

Ｐ Ｐ
０

Ｔ

Ｔ
０

 

ここで， 

Ｐ０：初期圧力（101.3ｋＰａ） 

Ｔ：爆発後の温度（Ｋ） 

Ｔ０：初期温度（323Ｋ） 

爆発後の温度Ｔ及び圧力上昇Ｐ－Ｐ０を評価し，可搬型フィルタの健

全性が維持される差圧及び温度と比較することにより，可搬型フィル

タの健全性を確認する。 

(２) 可搬型フィルタの健全性の評価条件 

爆発を想定する水素量 

前処理建屋     ：2.5ｍ３ 

分離建屋      ：4.3ｍ３ 

精製建屋      ：1.5ｍ３ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ：0.22ｍ３ 

高レベル廃液ガラス固化建屋  ：3.5ｍ３ 

(３) 評価結果 
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可搬型フィルタの健全性が維持される温度は 200℃未満，可搬型フィ

ルタの健全性が維持される差圧は 9.8ｋＰａ未満である。 

以下に示すとおり，各建屋における爆発後のセル内温度は 200℃未満

であり，圧力上昇は 9.8ｋＰａ未満である。このため，可搬型フィルタ

の健全性は維持される。 

前処理建屋 ：セル内温度 53℃，圧力上昇 0.72ｋＰａ 

分離建屋 ：セル内温度 52℃，圧力上昇 0.46ｋＰａ 

精製建屋 ：セル内温度 51℃，圧力上昇 0.17ｋＰａ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

：セル内温度 64℃，圧力上昇 4.2ｋＰａ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

：セル内温度 61℃，圧力上昇 3.5ｋＰａ 
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補足説明資料８－１６ 

 

５因子法において採用した値の適用性について 

 

１．はじめに 

放出量評価において，文献から値を引用して評価に適用し

ている。文献における試験の実施条件，適用範囲を確認し，

文献引用の適用性について確認した。 

２．評価に用いた値と引用文献の関係について 

 対策成功時の放出量評価においては，下表の値を使用して

いる。 

分類  項目  採用した 値  引用元、 参考元  
ＭＡＲ  重大事故 等が発生

する貯槽 に保有さ
れる放射 性物質量  

放射性物 質
量の最大 値  －  

ＤＲ  貯槽に保 有される
放射性物 質量のう
ち事故の 影響を受
ける割合  

１  
－  

ＡＲＦ  圧縮空気 の供給に
伴い気相 中に移行
する放射 性物質の
割合  

圧縮空気 １

ｍ ３ 当 た り

10ｍｇ  

F.J. Herrmann, et. al., Some 
Aspects of Aerosol Production 
and Removal During Spent Fuel 
Processing Steps, Proceedings 
of the 16

t h
 DOE Nuclear air 

cleaning conference held in 
San Diego, California, 20-23 
October 1980. 

ＤＦ  
放出経路 構造物へ
の沈着に よる放射
性エアロ ゾルの除
染係数  

10 
小林卓志 ほか．“ 再 処理工場 水素
爆発事故 時におけ る放射性 物質
移行率の 調査（５ ）環状容 器試
験  その２ ”．日本 原子力学 会
2016 年春 の年会， 日本原子 力学
会， 2016-03．  
 

ＤＦ  高性能粒 子フィル
タの除染 係数  10３ /フ ィ

ルタ 1 段  

尾崎誠， 金川昭． 高性能エ アフ
ィルタの 苛酷時健 全性試験，
（Ⅰ） DOP エアロ ゾルの捕 集性
能．日本 原子力学 会誌． 1985，
vol． 27， no． 7．  
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重大事故等が発生する貯槽に保有される放射性物質量は，

六ヶ所再処理施設の設計で決めるべきものであるため，文献

を引用していない。なお，貯槽に保有される放射性物質量の

うち事故の影響を受ける割合については，圧縮空気の供給に

伴い気相中に移行する放射性物質の割合の設定「圧縮空気 1

ｍ３当たり 10mg」の中で既に考慮されているため１とした。

ＲＦは放出後の放射性物質の粒径分布の情報がないため，放

出量を多くする想定として１と設定した。 

 水素爆発時の放出量評価においては，下表の値を使用して

いる。 

分類  項目  採用した 値  引用元、 参考元  
ＭＡＲ  重大事故 等が発生

する貯槽 に保有さ
れる放射 性物質量  

放射性物 質
量の最大 値  －  

ＤＲ  貯槽に保 有される
放射性物 質量のう
ち事故の 影響を受
ける割合  

１  
－  

ＡＲＦ  水素爆発 に伴い気
相中に移 行する放
射性物質 の割合  

1×10
- 4
 

Nuclear Fuel Cycle Facility 
Accident Analysis Handbook, 
NUREG/CR-6410, 1998. 他  

ＤＦ  
放出経路 構造物へ
の沈着に よる放射
性エアロ ゾルの除
染係数  

10 
小林卓志 ほか．“ 再 処理工場 水素
爆発事故 時におけ る放射性 物質
移行率の 調査（５ ）環状容 器試
験  その２ ”．日本 原子力学 会
2016 年春 の年会， 日本原子 力学
会， 2016-03．  
 

ＤＦ  大風量負 荷時のフ
ィルタの 健全性の
判断基準  

9.3kPa 尾崎他、 「高性能 エアフィ ルタ
の苛酷時 健全性試 験 ,(VII), 圧
力変化試 験」、日 本原子力 学会
誌、 Vol.30, No.4, 1988 年  

 

爆発の影響を受けるのは液面付近の溶液に限られると考え

られるが，事故の影響を受ける割合に関する情報がないこと

から放出量を多くする想定として貯槽に保有されるほう社性

物質量の全量が影響を受けるものとした。 
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３．文献引用の妥当性について 

(１ ) 圧縮空気の供給に伴い気相中に移行する放射性物質の

割合について 

試験条件と実機の条件を以下に示す。試験条件と実機条

件は同様であり、適用できる。  

 

項目  試験条件  実機条件  考察  

設備  

再処理工 場の第

１抽出サ イクル  

(①参照 ) 

再処理工 場  
試験条件 と実機条 件は同様

であり、 適用でき る。  

内包

液  
実液  実液  

試験条件 と実機条 件は同様

であり、 適用でき る。  

掃気

流量  

150ｍ
３
／ ｈ～

3000ｍ
３
／ｈ  

(②参照 ) 

数～数十 ｍ
３

／ｈ  

（建屋に よ

り異なる ）  

実機条件 よりも試 験条件の

掃気流量 が多いこ とから ，エ

アロゾル 濃度につ いてもよ

り厳しい 結果を与 える試験

条件の 10ｍｇ／ｍ
３
とし て い

る。 (②参 照 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

① 

② 
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( ２ )  水素爆発に伴い気相中に移行する放射性物質の割合に

ついて 

水素爆発による気相への移行率を直接測定した例は少な

いため，緩やかに加圧したあと急激に減圧させた場合の気

相 へ の 移 行 を 参 考 に 設 定 し た 。 根 拠 と な る 試 験 は

NUREG/CR-3093 に記されている。 

爆発の場合には急激な圧力上昇とその後の減圧に伴う気

泡の発生により放射性物質が気相へ移行する。一方，緩や

かに加圧した試験は，加圧されたガスが爆発に比べてより

多く液に溶存し，爆発に比べ多くの気泡が生じることから，

文献は爆発より厳しい条件となる。文献による気相への移

行率 4×10
-5

～ 6×10
-4

に対し爆発による移行率は小さい値

をとると考えられる。 

したがって，当該文献は適用できる。 

【NUREG/CR-3093 の試験概要】 

  硝酸ウラニル溶液を含む容器内に空気を封入・加圧し、

容器を開放した際に容器外に放出される溶液を回収し、

移行率を算出した。 

移行率
気相へ移行した溶質量

容器に投入した初期溶質量
 

  溶液量、溶液組成は明らかであるが、試験容器の具体

的なサイズは不明である。 

  試験時の圧力は明らかではあるが、加圧した時間は不

明であり、緩やかな加圧と想定される。 

  一方、ラプチャーディスク破損時の放出挙動は右図の

通りであり、容器上部が開放していると考えられる。 
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NUREG/CR-3093
1 )

より引 用  
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(３ ) 放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除

去効率について 

試験条件と実機の条件を以下に示す。試験から得られ

た配管曲り部の除染係数は、より複雑かつ配管の長い実

機条件と比較して厳しい結果を与えると考えられ、除染

係数 10 は適用可能である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目  試験条件  実機条件  考察  

容器の
サイズ  

直径約
3.8m の円
環形状  

水素爆発 を想
定する機 器に
より様々  

発生圧力 が高いの は、壁面 の圧
力波の反 射により 火炎が加 速し
やすい円 環形状の 場合であ り、
飛沫が飛 びやすい 条件であ り適
用できる と考える 。  

配管長
さ  

1m～ 2m 数十 m 

試験条件 の方が曲 り箇所が 極
めて少な く、除 染係 数として は
厳しい結 果となる と考えら れ
るため適 用できる。（下図参照 ） 

爆発時
圧力  

3.5MPa 

0.7～ 2.9MPa 
(水素濃度
30vol%に お
ける着火 側
機器の圧 力 ) 

試験の最 大圧力は 実機を想 定
して実施 した試験 結果であ る
0.7～ 2.9MPa を包含 しており 、
適用でき ると判断 した。  
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ガス混合器

水素濃度計

予備ノズル

180°
120°

60°

点火位置
(X1 溶断点火）

ドレン

自動弁A

自動弁B

圧力測定位置
（30°間隔12箇所）

温度測定位置
(60°)

HEPA

逆止弁

自動弁C

捕集槽
D

捕集槽
C

捕集槽
B

捕集槽
A

配管B 配管D配管C

配管A

ミスト捕集連続槽

逆止弁

着火点A 着火点C
着火点B

ガス濃度測定ライン

環状容器

P1

P2P3
P4P5P6P7

P8

P9 P10 P11 P12

試験装置

実機イメージ 

図 試験装置と実機の比較 
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(４ ) 高性能粒子フィルタの除染係数について(対策成功時) 

 試験で用いられた高性能粒子フィルタと実機（可搬型フ

ィルタ）の条件を以下に示す。試験で用いられたフィルタ

と実機（可搬型フィルタ）の仕様は同様であり適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項 目  試 験 条 件 
実 機 条 件 

（ 可 搬 型 フ ィ ル

タ ） 
考 察 

ろ 材 グ ラ ス フ

ァ イ バ ー 
グ ラ ス フ ァ イ バ

ー 
同 一 の 素 材 で あ り 適 用 可 能 で あ

る 。 

サ イ ズ 
幅 -高 さ -

奥 行 き ： 
610-610-2

92(mm) 

幅 -高 さ -奥 行

き ： 
610-610-約

300(mm) 

同 様 の サ イ ズ で あ り 適 用 可 能 で

あ る 。 
（ 実 機 奥 行 き は 構 造 図 に 記 載 な

い た め 構 造 図 か ら 推 測 ） 

耐 熱 温 度

（ ℃ ） 200 
180 

（ 連 続 使 用 最 高

温 度 ） 

実 機 条 件 の 温 度 に 比 べ て 、 試 験

条 件 の 耐 熱 温 度 が 高 い こ と か ら

適 用 可 能 で あ る 。 

定 格 風 量

（ m
３
/h）  

定 格 風

量 ： 2,000 約 2,500 
風 量 が 異 な る 場 合 で も 所 定 の 除

染 効 率 を 期 待 で き る こ と か ら 適

用 可 能 で あ る 。 （ ① 参 照 ） 

試 験 温 度 
（ ℃ ） 25～ 45 50～ 100℃ 程 度  

試 験 に 用 い ら れ て い る フ ィ ル タ

の 最 高 使 用 温 度 を 下 回 る こ と か

ら 適 用 可 能 で あ る 。 

粒 径 
0.024～

0.750μ m

で 試 験 

エ ア ロ ゾ ル の 径

は 事 象 に よ り 異

な る が 、μ m オ ー

ダ ー と 想 定 

試 験 よ り 0.13μ m 近 辺 で 最 も 除

染 係 数 が 低 く な る が 、 こ の 場 合

で も 10
３
に 余 裕 が あ る こ と 、 実

機 条 件 の エ ア ロ ゾ ル 径 は

0.13μ m よ り 大 き い と 想 定 さ れ

る こ と か ら 、適 用 可 能 と 考 え る 。

（ ② 参 照 ） 
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①風量と捕集効率の関係 

 以下に示す通り，さまざまな風量、粒径において DF10
３
を

維持できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②粒径と捕集効率の関係 

以下に示す通り，さまざまな粒径において DF10
３
を維持で

きる。 
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(４ ) 大風量負荷時のフィルタの健全性の判断基準 

 試験で用いられた高性能粒子フィルタと実機（可搬型フ

ィルタ）のフィルタサイズは同様である。水素爆発時の差

圧上昇は試験範囲を超える可能性があるが，試験では差圧

上昇速度が低いほどリークが発生する差圧が小さくなる傾

向があり，差圧上昇速度が低い場合のフィルタリーク発生

差圧を採用することは厳しい結果となることから、適用可

能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目  試験条件  
実機条件  

（可搬型 フィ
ルタ）  

考察  

フィル
タサイ
ズ  

幅 -高さ -奥
行き：  
610-610-29
2(mm) 
（①参照 ）  

幅 -高さ -奥行
き：  
610-610-約
300(mm) 

同様のサ イズであ り適用可 能であ
る。  
（実機奥 行きは構 造図に記 載ない
ため構造 図から推 測）  

差圧上
昇速度  

1kPa/s～
50kPa/s 

水素爆発 想定
時：  
数 kPa/s～数
十 kPa/s 

差圧上昇 速度が速 いほどフ ィルタ
が破損す る圧力が 上昇する 傾向を
有するこ と、水 素爆 発時の差 圧上昇
は試験範 囲を超え る可能性 がある
が、差 圧上 昇速度が 低い場合 のフィ
ルタリー ク発生差 圧を採用 するこ
とは厳し い結果と なる (②参 照 )こ
とから、 適用可能 である。  

① 

②（差 圧 上 昇 速 度 が低 いほどリ
ーク発 生 差 圧 が小 さくなる傾 向
がある。） 
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８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 
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補足説明資料８－１７ 

 

水素爆発発生時の機器の健全性について 

 

1. 評価に用いる式 

評価に用いる計算式を第１表に示す。 

 

第１表(1) 評価に用いる計算式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「 V-1 主要な容 器及び管 の耐圧強 度及び耐 食性に関 する設計 の基本方 針 」

又 は 「 再 処 理 設 備 規 格  設 計 規 格 (2010 年 版 ）， 日 本 機 械 学 会 ， JSME S 

RA1-2010」に記載 の式を変 形  
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第１表(2) 評価に用いる計算式 

 

 

※１「 V-1 主要な 容器及び 管の耐圧 強度及び 耐食性に 関する設 計の基 本 方

針」又 は「 再処理設 備規格  設計規格 (2010 年版 ），日本 機 械学会 ，JSME 

S RA1-2010」に記載 の式を変 形  

※ 2 平板 の取り付 け方によ り計算式 は変化す るが、こ こでは高 レベル 濃 縮

廃液貯槽 に用いら れた例を 示す。  

 

  

289



補 8-17-3 

 

2. 評価結果 

前処理建屋の機器の耐圧計算結果の例を第２表に示す。 

 

第２表 各機器の耐圧計算結果例 

機器名 
許容圧力 ※ 1 

(ＭＰａ) 

発生圧力 ※ 2 

(ＭＰａ) 
判定  

中継槽 A 0.05 ○  

中継槽 B 0.05 ○  

計量前中間貯槽 A  0.05 ○  

計量前中間貯槽 B  0.05 ○  

※１：最 も弱い部 位の結果 を記載し ている。  
※２： 0.05 は水素 濃度８ｖ ｏｌ％未 満に対応 。  

 

については商業機密の観点から公開できません。 
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８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 
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補足説明資料８－１８ 

 

水素爆発が機器内の溶液性状に与える影響について 

 

1. はじめに 

水素爆発が水素爆発を想定する機器内で発生した場合に，爆

発により溶液性状に影響を与え，他の事象に連鎖するか否かを

考察する。 

 

2. 水素爆発の発生の防止のための措置が機能しない場合 

起因事象発生後，水素爆発の発生の防止のための措置が失敗

し，水素爆発の再発の防止のための措置及び放射性物質のセル

への導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾ

ルの除去に関する対処が成功した場合を検討する。 

実際，水素爆発の発生の防止のための措置及び水素爆発の再

発の防止のための措置を未然防止濃度（水素濃度8vol%）到達

前に実施するため，機器内に水素は蓄積しない。また，機器内

に着火源は存在しないため，仮に水素が蓄積したとしても，水

素爆発は発生しない。 

ここでは，連鎖の有無の確認の観点で，8vol%で 1度爆発が発

生した場合を想定する。 

 

2.1 連鎖により発生する可能性のある重大事故等の確認するパ

ラメータ 

連鎖により発生する可能性のある重大事故等の確認する

パラメータを以下に事故毎に示す。また，爆発時のエネルギ
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が溶液に与える影響を第１表に示す。 

 ①臨界事故 

水素爆発によるエネルギーが全て溶液に付加された場合

の温度上昇を評価し，溶液中の核燃料物質の濃度が未臨界濃

度を超えるかどうか確認する。また，水素爆発により機器の

形状に影響を与えるかを確認する。 

 ②蒸発乾固 

水素爆発によるエネルギーが全て溶液に付加された場合

の温度上昇を評価し，溶液が沸騰し，乾燥・固化に至るか確

認する。 

 ③溶媒火災 

水素爆発によるエネルギーが全て溶媒に付加された場合

の温度上昇を評価し，火災・爆発等の反応に進展するか確認

する。 

 ④ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

水素爆発によるエネルギーが全て溶媒に付加された場合

の温度上昇を評価し， 火災・爆発等の反応に進展するか確

認する。 

 ⑤その他 

水素爆発事象としての事象推移から健在化する可能性の

ある①から④以外の事象を考察する。 
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第１表 水素濃度８ｖｏｌ％の爆発時のエネルギが溶液に与える影響 

 

 

水素爆発 を想定す る機
器  

起因事象  連鎖によ り発生す る可能性 のある重 大事故  

水素爆発  臨界  蒸発乾固  溶媒火災  ＴＢＰ  
燃料損傷  
／漏えい  

その他  

気相部  
容積
[m3] 

発生エネ ルギ  
[MJ] 

核燃料物 質の濃度  
温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

- - 

中継槽 A 2.7 2.4 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

中継槽 B 2.7 2.4 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量前中 間貯槽 A 7.8 6.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量前中 間貯槽 B 7.8 6.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量後中 間貯槽  7.8 6.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量・調 整槽  7.8 6.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量補助 槽  1.6 1.4 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

溶解液中 間貯槽  11.1 9.7 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

溶解液供 給槽  2.3 2.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 
ABプルト ニウム溶 液受
槽  

0.15 0.13 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

ABプルト ニウム溶 液中
間貯槽  

0.15 0.13 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 中間貯槽  4.1 3.6 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 供給槽 A 18 16.3 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 供給槽 B 18 16.3 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

AB第７一 時貯留処 理槽  0.020 0.02 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AB第２一 時貯留処 理槽  0.15 0.13 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

高レベル 廃液濃縮 缶 A 31 27.6 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 
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（つづき） 

水素爆発 を想定す る機器  

起因事象  連鎖によ り発生す る可能性 のある重 大事故  

水素爆発  臨界  蒸発乾固  溶媒火災  ＴＢＰ  
燃料損傷  
／漏えい  

その他  

気相部  
容積 [m3] 

発生エネ ルギ  
[MJ] 

核燃料物 質  
の濃度  

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

- - 

AC第２一 時貯留処 理槽  0.12 0.11 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AC第３一 時貯留処 理槽  0.18 0.16 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AC第７一 時貯留処 理槽  2.8 2.5 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム溶液 供給槽  0.26 0.23 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

ACプルト ニウム溶 液受槽  0.088 0.08 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

油水分離 槽  0.11 0.10 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 缶  0.24 0.21 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 缶供給槽  0.18 0.16 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム溶液 一時貯槽  0.19 0.17 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液受槽  0.13 0.12 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

リサイク ル槽  0.13 0.12 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

希釈槽  0.11 0.10 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液一時貯 槽  0.10 0.09 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液計量槽  0.13 0.12 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液中間貯 槽  0.13 0.12 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

硝酸プル トニウム 貯槽  0.33 0.29 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

混合槽 A 0.33 0.29 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

混合槽 B 0.33 0.29 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

一時貯槽  0.33 0.29 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

第 1高レベ ル濃縮廃 液貯槽  12 11.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

第 2高レベ ル濃縮廃 液貯槽  12 11.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

高レベル 廃液共用 貯槽  57 49.5 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 
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※ １  有 機 溶 媒 を 保 有 す る こ と は な い 。 又 は ， 仮 に 存 在 す る 場 合 で あ っ て も 極 微 量 で あ る 。  

※ ２  水 素 爆 発 の 発 生 が 想 定 さ れ る 機 器 に お い て 燃 料 損 傷 及 び 放 射 性 物 質 の 漏 え い は 発 生 し な い 。  

Ａ Ｂ ： 分 離 建 屋 ， Ａ Ｃ ： 精 製 建 屋  
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2.2 連鎖の検討結果 

①水素爆発⇒臨界 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の組成変化である。 

臨界の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネルギ

ーは数十MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶液に

付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，溶

液中の核燃料物質の濃度が有意に変動することはないため，

臨界が発生することはない。 

②水素爆発⇒蒸発乾固 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇である。 

蒸発乾固の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネ

ルギーは数十MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶

液に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，

溶液が沸騰に至ることはない。 

③水素爆発⇒有機溶媒火災 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（７４℃到達）である。 

有機溶媒火災の誘発の観点では，水素爆発により発生する

エネルギーは数十MJ程度であることから，仮に全エネルギー

が溶液に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度で

あり，火災・爆発等の反応に進展することはない。 

④水素爆発⇒ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 
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着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（１３５℃到達）である。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の誘発の観点では，水素

爆発により発生するエネルギーは最大でも数十MJ程度であ

ることから，仮に全エネルギーが溶液に付加されたとしても，

溶液の温度上昇は数℃程度であり，火災・爆発等の反応に進

展することはない。 
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3. 水素爆発の発生の防止のための措置及び水素爆発の再発の

防止のための措置が機能しない場合 

起因事象発生後，水素爆発の発生の防止のための措置及び

水素爆発の再発の防止のための措置が失敗し，放射性物質の

セルへの導出，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エ

アロゾルの除去に関する対処が成功した場合を検討する。 

実際，水素爆発の発生の防止のための措置及び水素爆発の

再発の防止のための措置を未然防止濃度（水素濃度8vol%）

到達前に実施するため，機器内に水素は蓄積しない。また，

機器内に着火源は存在しないため，仮に水素が蓄積したとし

ても，水素爆発は発生しない。 

事象の拡大の観点から水素濃度30vol%(空気との混合で化

学量論比）の爆発を想定する。 

 

3.1 連鎖により発生する可能性のある重大事故等の確認するパ

ラメータ 

連鎖により発生する可能性のある重大事故等の確認する

パラメータを以下に事故毎に示す。また，爆発時のエネルギ

が溶液に与える影響を第２表に示す。 

 ①臨界事故 

水素爆発によるエネルギーが全て溶液に付加された場合

の温度上昇を評価し，溶液中の核燃料物質の濃度が未臨界濃

度を超えるかどうか確認する。また，水素爆発により機器の

形状に影響を与えるかを確認する。 

 ②蒸発乾固 

水素爆発によるエネルギーが全て溶液に付加された場合
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の温度上昇を評価し，溶液が沸騰し，乾燥・固化に至るか確

認する。 

 ③溶媒火災 

水素爆発によるエネルギーが全て溶媒に付加された場合

の温度上昇を評価し， 火災・爆発等の反応に進展するか確

認する。 

 ④ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

水素爆発によるエネルギーが全て溶媒に付加された場合

の温度上昇を評価し， 火災・爆発等の反応に進展するか確

認する。 

 ⑤その他 

水素爆発事象としての事象推移から健在化する可能性の

ある①から④以外の事象を考察する。 
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第２表 水素濃度30ｖｏｌ％の爆発時のエネルギが溶液に与える影響 

 

 

 

水素爆発 を想定す る機器  

起因事象  連鎖によ り発生す る可能性 のある重 大事故  

水素爆発  臨界  蒸発乾固  溶媒火災  ＴＢＰ  
燃料損傷  
／漏えい  

その他  

気相部  
容積 [m3] 

発生エネ ルギ  
[MJ] 

核燃料物 質の濃
度  

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

- - 

中継槽 A 2.7 8.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

中継槽 B 2.7 8.8 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量前中 間貯槽 A 7.8 26 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量前中 間貯槽 B 7.8 26 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量後中 間貯槽  7.8 26 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量・調 整槽  7.8 26 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

計量補助 槽  1.6 5.2 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

溶解液中 間貯槽  11.1 37 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

溶解液供 給槽  2.3 7.6 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

ABプルト ニウム溶 液受槽  0.15 0.49 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

ABプルト ニウム溶 液中間貯 槽  0.15 0.49 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 中間貯槽  4.1 14 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 供給槽 A 18 61 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

抽出廃液 供給槽 B 18 61 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

AB第７一 時貯留処 理槽  0.020 0.065 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AB第２一 時貯留処 理槽  0.15 0.49 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

高レベル 廃液濃縮 缶 A 31 110 有意な変 動なし  １℃程度  -※１  -※１  -※２  - 
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（つづき） 

水素爆発 を想定す る機器  

起因事象  連鎖によ り発生す る可能性 のある重 大事故  

水素爆発  臨界  蒸発乾固  溶媒火災  ＴＢＰ  
燃料損傷  
／漏えい  

その他  

気相部容 積  
[m3] 

発生エネ ルギ  
[MJ] 

核燃料物 質  
の濃度  

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

温度上昇  
[℃ ] 

- - 

AC第２一 時貯留処 理槽  0.12 0.39 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AC第３一 時貯留処 理槽  0.18 0.59 有意な変 動なし  １℃未満  １℃未満  １℃未満  -※２  - 

AC第７一 時貯留処 理槽  2.8 9.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム溶液 供給槽  0.26 0.85 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

ACプルト ニウム溶 液受槽  0.088 0.29 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

油水分離 槽  0.11 0.36 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 缶  0.24 0.78 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 缶供給槽  0.18 0.59 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム溶液 一時貯槽  0.19 0.62 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液受槽  0.13 0.43 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

リサイク ル槽  0.13 0.43 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

希釈槽  0.11 0.36 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液一時貯 槽  0.10 0.33 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液計量槽  0.13 0.43 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

プルトニ ウム濃縮 液中間貯 槽  0.13 0.43 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

硝酸プル トニウム 貯槽  0.33 1.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

混合槽 A 0.33 1.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

混合槽 B 0.33 1.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

一時貯槽  0.33 1.1 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

第 1高レベ ル濃縮廃 液貯槽  12 42 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

第 2高レベ ル濃縮廃 液貯槽  12 42 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 

高レベル 廃液共用 貯槽  57 190 有意な変 動なし  １℃未満  -※１  -※１  -※２  - 
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※ １  有 機 溶 媒 を 保 有 す る こ と は な い 。 又 は ， 仮 に 存 在 す る 場 合 で あ っ て も 極 微 量 で あ る 。  

※ ２  水 素 爆 発 の 発 生 が 想 定 さ れ る 機 器 に お い て 燃 料 損 傷 及 び 放 射 性 物 質 の 漏 え い は 発 生 し な い 。  

Ａ Ｂ ： 分 離 建 屋 ， Ａ Ｃ ： 精 製 建 屋  
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3.3 連鎖の検討結果 

水素爆発の発生が想定される重要度高の機器に内包する溶

液は大きく以下の６種類に整理される。 

①  高レベル濃縮廃液 

②  Pu濃縮液（250gPu/L）  

③  溶解液 

④  Pu溶液（24gPu/L）  

⑤  抽出廃液 

⑥  一時貯留処理液（有機相含む） 

これらのうち，崩壊熱が大きく事象進展が比較的早い溶液は

「Pu濃縮液（250gPu/L）」である。また，放射能量が多く，事

故時の影響が比較的大きい溶液は「高レベル濃縮廃液」である。

発生が想定される事象は以下の第３表のとおりである。全溶液

の事象進展及び事象発生の可能性についての分析を次頁以降

に示す。 

 

第３表 発生が想定される事象 

 
臨
界  

乾
固  

火
災  

TBP 

その他  

貯槽  
損傷  

セル，建屋 への
水素漏え い ※  

高レベル 濃縮廃液  －  ○  －  －  ○  

○  
各建屋の 水封
安全器設 置セ
ルにて  

プルトニ ウム濃縮 液  ○  ○  －  －  ○  

溶解液  ○  ○  －  －  ○  

硝酸プル トニウム 溶液  ○  ○  －  －  ○  

抽出廃液  －  －  －  －  ○  

一時貯留 処理液（ 有機相含 む） ○  ○  ○  －  ○  

※長期にわたり，機器内から発生する水素を拡散させた場合，水
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封安全器を介して水素がセル内および建屋内に漏えいする可能

性がある。連鎖とは観点が異なるが，想定される事象としてその

他の事象に整理する。 

 

3.3.1 高レベル濃縮廃液について 

高レベル濃縮廃液を貯蔵する機器についての事象の推移

と放射性物質の放出量の推移の概要を第１図に示す。また，

連鎖の検討結果を以下に示す。 

 

第１図 高レベル濃縮廃液に関する事象推移 

 

①水素爆発⇒臨界 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の組成変化である。 
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臨界の誘発の観点では，核分裂性の物質を含まれないこと

から，臨界に進展しない。 

②水素爆発⇒蒸発乾固 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇である。 

蒸発乾固の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネ

ルギーは最大でも200MJ程度であることから，仮に全エネル

ギーが溶液に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程

度であり，溶液が沸騰に至ることはない。 

③水素爆発⇒有機溶媒火災 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（７４℃到達）である。 

有機溶媒火災の誘発の観点では，有意量の有機溶媒は含ま

れないことから，火災に進展しない。 

④水素爆発⇒ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（１３５℃到達）である。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の誘発の観点では，水素

爆発により発生するエネルギーは最大でも200MJ程度である

ことから，仮に全エネルギーが溶液に付加されたとしても，

溶液の温度上昇は数℃程度であり，火災・爆発等の反応に進

展することはない。 

⑤水素爆発⇒貯槽損傷 

着目する現象は，水素爆発により発生する圧力波による機
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器構造物の変形，破断である。 

水素爆発の誘発の観点では，水素濃度が高レベル濃縮廃液

貯槽で30vol%に達するまでには，310時間を要する。このた

め，水素濃度が30vol%に達することは極めて考え難いが，万

一，水素爆発が発生した場合，機器内の圧力は0.7MPa程度と

想定され，機器の健全性は維持されると考えられる。 

 

3.3.2 プルトニウム濃縮液について 

プルトニウム濃縮液を貯蔵する機器についての事象の推

移と放射性物質の放出量の推移の概要を第２図に示す。また，

連鎖の検討結果を以下に示す。 

 

第２図 プルトニウム濃縮液に関する事象推移 

 

①水素爆発⇒臨界 
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着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の組成変化である。 

臨界の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネルギ

ーは1MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶液に付

加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，溶液

中の核燃料物質の濃度が有意に変動することはないため，臨

界が発生することはない。 

②水素爆発⇒蒸発乾固 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇である。 

蒸発乾固の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネ

ルギーは1MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶液

に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，

溶液が沸騰に至ることはない。 

③水素爆発⇒貯槽損傷 

着目する現象は，水素爆発により発生する圧力波による機

器構造物の変形，破断である。 

水素爆発の誘発の観点では，水素爆発により発生する圧力

は1～2MPa程度であるが，試験結果から機器の健全性は維持

できる。 

 

3.3.3 溶解液 

溶解液を内蔵する機器からの連鎖については，以下の理由か

らプルトニウム濃縮液に包含される。 

①  連鎖で想定される事象が同様（臨界，乾固，貯槽損傷）で

あること 
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②  水素濃度が溶解液を貯蔵する機器で30vol%に達するまでに

は，約300時間を要することから，事象が健在化しがたいこ

と 

③  爆発が発生したとしても，臨界，乾固，貯槽損傷の連鎖は

発生しないこと 

 

3.3.4 硝酸プルトニウム溶液について 

硝酸プルトニウム溶液を内蔵する機器からの連鎖につい

ては，以下の理由からプルトニウム濃縮液に包含される。 

①  連鎖で想定される事象が同様（臨界，乾固，貯槽損傷）で

あること 

②  爆発が発生したとしても，臨界，乾固，貯槽損傷の連鎖は

発生しないこと 

 

3.3.4 抽出廃液について 

抽出廃液を内蔵する機器からの連鎖については，以下の理

由から高レベル濃縮廃液に包含される。 

①  連鎖で想定される事象が同様（乾固，貯槽損傷）であるこ

と 

②  水素濃度が抽出廃液を貯蔵する機器で30vol%に達するまで

には，470時間以上を要することから，事象が健在化しがた

いこと 

③  爆発が発生したとしても，乾固，貯槽損傷の連鎖は発生し

ないこと 
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3.3.3 一時貯留処理溶液について 

プルトニウム濃縮液を貯蔵する機器についての事象の推

移と放射性物質の放出量の推移の概要を第３図に示す。また，

連鎖の検討結果を以下に示す。 

 

 

第３図 一時貯留処理溶液に関する事象推移 

 

①水素爆発⇒臨界 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の組成変化である。 

臨界の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネルギ

ーは1MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶液に付

加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，溶液

中の核燃料物質の濃度が有意に変動することはないため，臨

界が発生することはない。 

②水素爆発⇒蒸発乾固 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ
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る溶液の温度上昇である。 

蒸発乾固の誘発の観点では，水素爆発により発生するエネ

ルギーは1MJ程度であることから，仮に全エネルギーが溶液

に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であり，

溶液が沸騰に至ることはない。 

③水素爆発⇒有機溶媒火災 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（７４℃到達）である。 

有機溶媒火災の誘発の観点では，水素爆発により発生する

エネルギーは1MJ程度であることから，仮に全エネルギーが

溶液に付加されたとしても，溶液の温度上昇は数℃程度であ

り，火災・爆発等の反応に進展することはない。 

また，板型貯槽に水，ドデカン及び30%水素を封入して水

素爆発させる試験を実施したが，爆発後の内部は，金属光沢

が認められた。（第４図参照）このため，ドデカンの継続的

な燃焼は起こらなかったと考えられる。 

 

第４図 有機溶媒を内蔵する板型貯槽の水素爆発試験結果 

311



補 8-18-21 

 

 

④水素爆発⇒ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 

着目する現象は，水素爆発により発生するエネルギーによ

る溶液の温度上昇（１３５℃到達）である。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の誘発の観点では，水素

爆発により発生するエネルギーは1MJ程度であることから，

仮に全エネルギーが溶液に付加されたとしても，溶液の温度

上昇は数℃程度であり，火災・爆発等の反応に進展すること

はない。 

 

⑤水素爆発⇒貯槽損傷 

着目する現象は，水素爆発により発生する圧力波による機

器構造物の変形，破断である。 

水素爆発の誘発の観点では，水素爆発により発生する圧力

は1～2MPa程度であるが，試験結果から機器の健全性は維持

できる。 

 

3.3.4 セル内及び建屋内への水素の漏えい 

水素爆発の発生の防止のための措置及び水素爆発の再発

の防止のための措置が失敗していることを想定する。 

長期にわたり，機器内から発生する水素を拡散させた場合

であり，セル導出ユニットの開放操作を行わない場合，水封

安全器を介して水素がセル内および建屋内に漏えいする可

能性がある。連鎖とは観点が異なるが，想定される事象とし

てその他の事象に整理する。 

①セル内水素爆発 

水封安全器を介してセル内に放出された水素が蓄積し，セ
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ル内水素爆発に至るか確認する。 

②建屋内水素爆発 

セルから漏えいした水素が建屋内に蓄積し，建屋内水素爆

発に至るか確認する。 

 

検討結果を以下に示す。 

 

(１ ) セル内水素爆発 

着目する現象は，水封安全器設置セルへ放出された水素に

よる爆発である。 

セル内水素爆発の誘発の観点では，セル内の水素濃度の上

昇は，以下に示す通り緩慢である。このため，水素濃度が可

燃限界濃度に到達する前に，換気設備の復旧対応等を行うこ

とが可能であることから，セル内水素爆発が発生する可能性

は極めて小さいと考えられる。 

 

第４表 セル内の水素濃度が４ｖｏｌ％に至る時間 

建屋 
4vol%までの時間余裕
（日） 

前処理建屋の水封安全器設置セル 60 

分離建屋の水封安全器設置セル 2 

精製建屋の水封安全器設置セル 3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 －※ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 
の水封安全器設置セル 

89 

※水封安全器がないこと，塔槽類廃ガス処理設備の排風機は遠心

式であり間隙を有することから，水素はセル等に放出されずに主

排気筒側に拡散する。 
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(２ ) 建屋内水素爆発 

着目する現象は，建屋内に漏えいした水素濃度の上昇であ

る。 

建屋内水素爆発の誘発の観点では，建屋内に漏えいした水

素が蓄積する場所を特定することは困難であるが，ここでは

各建屋の水封安全器設置セルの給気ダクト接続部屋に水素

が漏えいすることを想定して，部屋内の水素濃度が可燃限界

濃度である4vol%に達するまでの時間を評価した。結果を結

果を第５表に示す。 

時間余裕が1日程度の建屋もあるが，扉の開放により十分

な時間余裕の確保が可能である。 

この間に換気設備の復旧対応等を行うことが可能である

ことから，建屋内水素爆発が発生する可能性は極めて小さい

と考えられる。 

 

第５表 建屋内の水素濃度が４ｖｏｌ％に至る時間 

建屋 
4vol%までの時間余裕
（日）（括弧内の数値は，
扉開放時） 

前処理建屋 52 

分離建屋 1（ 48）  

精製建屋 3(180) 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 －※ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 37 

※水封安全器がないこと，塔槽類廃ガス処理設備の排風機は遠心

式であり間隙を有することから，水素はセル等に放出されずに主

排気筒側に拡散する。 
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4. まとめ 

水素爆発の水素爆発の発生の防止のための措置及び水素爆発

の再発の防止のための措置に失敗した場合，他事象への連鎖は無

いが，セル及び建屋への水素の漏えいが否定できない。ただし，

水素爆発の発生の防止のための措置に使用する系統は，基準地震

動を1.2倍とした地震動を考慮する設計とすることで，系統自身

の堅牢性を十分確保した上で，さらに信頼性を高めるための設計

としているため，発生防止対策が失敗する可能性は低い。 

また，水素爆発の再発の防止のための措置に使用する系統は，

基準地震動を1.2倍とした地震動を考慮する設計とすることで，

系統自身の堅牢性を十分確保した上で，さらに信頼性を高めるた

めの設計としているため，水素爆発の再発の防止のための措置が

失敗する可能性は低い。 

水素掃気機能喪失の継続により，セル及び建屋への水素の漏え

いが発生する可能性は低い。万一，セル及び建屋への水素の漏え

いが発生したとしても，扉の開放や換気機能の復旧により対処が

可能である。 
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８．放射線分解により発生する水素による

爆発への対処 
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補足説明資料８－１９ 

可搬型空気圧縮機の燃料について 

 

1. 目的 

可搬型空気圧縮機を稼働させるため，燃料として軽油を用

いる。可搬型空気圧縮機の稼働に必要な燃料の算出方法を概

説する。 

 

2. 必要な燃料の算出方法 

2.1 計算の前提 

発生防止対策，拡大防止対策に用いる可搬型空気圧縮機に

必要な燃料は，１時間あたりの燃料消費量 0.015kL/h/台と燃

料を必要とする機器の使用開始から対応時間 7 日間（168 時

間）までの時間の差の積とする。 

機器付タンク容量は、燃料運搬の頻度を算定するために考

慮するが、総使用量に対する容量としては保守的に考慮せず、

燃料貯蔵タンクの容量のみを考慮する。 

燃料の消費量は、可搬型空気圧縮機が最大稼動している場

合を想定する。 

燃費は 100％負荷時の値にて算出する。 

2.2 評価対象 

可搬型空気圧縮機の配置と建屋間の共用関係を第１図に示

す。大型の可搬型空気圧縮機を５台，小型の可搬型空気圧縮

機を４台配備する。大型１の可搬型空気圧縮機は，前処理建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋で共用する。大型２の可

搬型空気圧縮機は，前処理建屋及び分離建屋で共用する。大

型３の可搬型空気圧縮機は，分離建屋及び高レベル廃液ガラ
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ス固化建屋で共用する。小型の可搬型空気圧縮機は，精製建

屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋で共用する。 

評価対象とする可搬型空気圧縮機は，大型３台，小型１台

とする。 

 

3. 評価結果 

評価結果を第１表に示す。必要な軽油は，8.53ｋＬである。 

軽油は，軽油貯蔵タンクに約 4,000ｋＬ保管しており，水

素爆発の発生防止対策に必要な燃料について，７日間の継続

が可能である。 

 

 

 

第１図．可搬型空気圧縮機の配置 

 

 

 

第１表．可搬型空気圧縮機の燃料消費量 
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燃料補給対象設備
運転開
始時間
（ｈ）

運転
時間

（ｈ）

燃費
（Ｌ
/h）

消費量
(Ｌ ) 

運転開始時間
設定理由  

可搬型空気圧縮機 1（大型） ６ 162 15 2,430 ホ ー ス 布 設 後
起動

可搬型空気圧縮機 2（大型） ６ 162 15 2,430 ホ ー ス 布 設 後
起動

可搬型空気圧縮機 3（大型） ６ 162 15 2,430 ホ ー ス 布 設 後
起動

可搬型空気圧縮機（小型） １ 167 7.4 1,236 ホ ー ス 布 設 後
起動

合計 8,526 8.53kL 
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